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原発事故による被災企業への営業損害賠償の推移と課題
─福島県南相馬市原町区の場合─

山　川　充　夫 1）＊

1 ．はじめに
2．原子力損害賠償と営業損害
3 ．原子力賠償の支払動向
3 1　原子力賠償の支払い状況
3 2　商工業の損害賠償
4 ．原子力営業賠償方法の変化
─福島県南相馬市原町区─
4 1　東京電力の原子力営業損害賠償

の推移
4 2　原子力賠償の第 1 ステージ：仮

賠償と手続きの煩雑さ

4 3　第 2 ステージ：賠償基準の再検
討と格差是正

4 4　第 3 ステージ：事業再開要件の
登場

4 5　第 4 ステージ：将来分一括賠償
4 6　第 5 ステージ：賠償の事実上の

打切り
5．おわりに

要　旨

　東京電力福島第一原発事故によって被災地域の事業所活動は休止を余儀なくされ、その再開準備に向
けた経済的基盤は原子力営業損害賠償である。南相馬市原町区での営業損害賠償は2011年 9月から仮払
いとして始まり、逐次、本賠償に移行した。営業損害賠償の内容は減収に基づく逸失利益、放射能検査
費用、追加費用などである。その逸失利益は基本的にはその一部しか認められなかったが、2012年 3月
から「特別の努力」が認定された。その後、2014年 1月からは対象用件に事業再開が付加され、2015年
2月からは直近の年間逸失利益の 2倍が逸失利益の「将来分」として支払われ、営業損害賠償が打切り
の段階を迎えた。しかしこの営業損害賠償の打切りは、原町区では 4分の 1程度の法人・個人事業主に
廃業を決意させることにつながり、避難指示区域が継続している被災地での生業としての商工業の再開
にはよりきめ細やかな復興支援策が必要となる。

キーワード：東京電力福島第一原発事故　営業損害賠償　南相馬市原町区　原子力損害賠償紛争解決セ
ンター　商工業復興

＊福島大学名誉教授・帝京大学地域活性化研究センター研究員・帝京大学経済学部元教授
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1．はじめに

　東日本大震災を契機とする東京電力福島第一
原子力発電所事故（以下、東電原発事故）の処
理費用は、日本経済研究センターの試算によれ
ば、40年間に50兆～70兆円に達する。その内訳
は、除染が30兆円、廃炉・汚染水処理が11兆円、
賠償が 8～8 3兆円である（日本経済研究セン
ター、2017）。その賠償（原子力）は、避難指示
区域内避難（以下、強制避難）であれ、避難指
示区域外避難（以下、自主避難）であれ、原発
災害によって故郷からの意に反した転出を余儀
なくされ、低線量被曝による健康被害を懸念
し、転出により生業1）を奪われたことへの、国
及び東電による金銭的償いである（山川2018 ）。
原発災害避難者にとっては、生業の維持はいか
なる場所で生活を再建するにあたっても不可欠
であり、被災地にあっては彼らの生活再建が進
むことなくして地域の再生は不可能である。
　本稿は、被災地の地域経済再生への物的契機
の 1つとなる「営業賠償」を取り上げ、その経
過をトレースし2）、当面する課題の整理に目的を
置き、特に南相馬市原町区における営業賠償の
進捗と課題を紹介し、今後の被災地における生
業復興支援のあり方研究への第 1 ステップとし
たい。

2．原子力損害賠償と営業損害

　原子力損害の賠償に関する法律（以下、原損
賠償法）の目的は「原子炉の運転等により原子

1） 生業とは国民経済計算で定義する混合所得を発生させる家計と経営とが一体となる個人事業所をさすが、本稿で
は2013年 3月に福島地方裁判所に訴えを提起した「生業（なりわい）を返せ、地域を返せ！」福島原発集団訴訟
の趣旨を受け、原発被災地に本社をおき経済活動をおこなう商工会等の会員である中小企業も含むものとしてい
る。

2） 除本（2016）は、「食」「観光」「子ども」「輸出」「コミュニティ」という 5つのポイントに着目して、避難指示区
域内・外における商工業等の被害の広範性と継続性を包括的に検討している。

3） とは （裁判外紛争解決手段）の略であり、訴訟手続きによらない紛争解決方法
のことである。

力損害が生じた場合における損害賠償に関する
基本的制度を定め、もつて被害者の保護を図
り、及び原子力事業の健全な発達に資するこ
と」であり、原発被害者の救済だけでなく、加
害者の「救済」も盛り込まれるという二重構造
になっている。ここに原発被害者の救済が独自
のものとして進みにくいという構造的問題を抱
えている。原発事故がありながらも被害者を
「救済」すれば、国や原子力事業者は原発開発や
原発立地を推進できるという制度的保障がある
という矛盾を抱えている（山川2018 ）。
　原発事故責任については、確かに事故を起こ
した原子力事業者（ここでは東京電力、以下、
東電）に「無制限の賠償責任」を課している。
しかし原子力損害かどうかの認定や賠償内容は
原則として加害者である東電と被害者の当事者
同士で行うことになっており、当事者間に争い
がある場合には、原子力損害の賠償に関する紛
争の迅速かつ適正な解決を図るため、原子力損
害賠償紛争審査会が2011年 8月26日に設置され
た（原子力損害賠償紛争解決センター総括委員
会、2011）。確かにこれによって、賠償保障の
「横出し」等が進むことによって、救済される
ケースもあるが（高瀬2015）、かたくなに個別保
障を前面に出す東電の姿勢によって、例えば浪
江町集団 3）のように受け入れを拒否され、
裁判への道を選択せざるを得なくなるケースも
増えてきている。
　原発 申立は、2011年 9月から2017年末
までに、2 万3 215件、10万5 849人から行われ
た。ただしこの件数や人数には複数回の申し立
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ても含まれている。原発 申立の構成要素
をみると、精神的障害が最も多く、これに避難
費用が続き、比率としては避難費用とか精神的
損害とか就労不能損害とかが拡大している。営
業損害は8 001件であり、延べ申立件数の18 1％
をしめた（表 1 ）。営業損害の比率は2011年以降
でみると、低下傾向にある。
　営業損害の申立件数は全国で2012～2017年の
間に7 816件があった。申立件数の年推移をみる
と、2014年がピークで、その後は減少している
（図 1 ）。その産業部門別構成をみると、サービ
ス業等（その他を含む）が最も多く、これに販
売業、製造業などが続いている。産業部門別で
推移をみると、それぞれの申立てのピークは、
サービス業等、不動産業、建設業は2012年であ
り、農林水産業と医療業は2014年であり、製造
業と販売業は2015年であった（表 2 ）。

3．原子力賠償の支払動向

3.1.　原子力賠償の支払い状況
　このような申立てに東電はどのような支払対
応をしてきたのであろうか。東京電力福島第一
原子力発電所事故（以下、原発事故）による原
子力損害賠償の支払いは、2011年 6月（統計は
2012年 2 月から）から始まり、合意実績額は
2018年 6月末に 8兆3036億円に達した（図 2 ）。
請求に対する本賠償率は、2012年 6月から2018
年 6月の間、一時期を除いて、9割を超えてい
た。
　属性別での本請求件数は、累計では個人（自
主避難）が最も多く、これに個人（強制避難）、
法人・個人事業主が続いている。個人（自主避
難）は避難指示区域を除く福島県浜通り・中通
り地区の住民に「精神的損害」として一律賠償
額が 2回にわたって支払われており、このこと

表 1　原発 申立件数と申立項目の分布（2011～2017年累計）

申立て
件実数

申立て
延べ
件数

避難
費用

生命・
身体的
損害

精神的
損害

営業
損害

就労
不能
損害

検査
費用

財物
価値
喪失等

うち
不動産
関連

除染
費用

23 215 44 104 9 296 2 623 10 159 8 001 4 528 2 049 3 699 2 268 1 481
100 0％ 21 1％ 5 9％ 23 0％ 18 1％ 10 3％ 4 6％ 8 4％ 5 1％ 3 4％

出所：原子力損害賠償紛争解決センター『原子力損害賠償紛争解決センター活動状況報告書』各年版によ
り作成。

図 1　原発 の営業損害賠償申立件数の年推移（単位：件）

出所：表 1 と同じ。
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は2012年 6月と2013年 1月において階段的に増
加したことに表現されている。これに対して、
個人（強制避難）件数と法人・個人事業主件数
はコンスタントに増加し、営業損害の対象とな
る法人・個人事業主件数は2018年 6月には480
件となった（図 3 ）。
　金額ベースでは、本賠償が本格化したことか
ら、仮払補償金は金額としては伸びず、2018年
6月は1 529億円にとどまった。また自主避難者

の本賠償金個人はすでに述べたように 2回にわ
たって一律で支払われ、2018年 6月には3 537億
円にとどまっている。本賠償個人分の金額は
2012年から2015年にかけて急速に伸びたが、そ
の後伸び悩み、2018年 6月にはほぼピークと思
われる 3兆0 633億円に到達した。これらに対し
て営業損害賠償を含む法人・個人事業主の本賠
償金額は伸び続け、2018年 6月には 4兆7 353億
円に達した（図 4 ）。

図 2　原子力賠償の請求・本賠償件数の推移（単
位：千件）

出所：東京電力「原子力損害賠償のお支払い状況
等」（原子力損害賠償紛争審査会各回配付資
料）より作成。

図 3　本賠償請求属性別件数の推移（単位：件）

出所：図 2 と同じ。

表 2　原発 産業部門別営業損申立件数の推移（単位：件）

　 申立件数
（実数）

申立件数
（延べ）

農林
水産業

製造業
加工業 販売業 建設業 不動産業 医療業 サービス業等

2012年 1 564 1 603 192 245 305 69 97 29 666
2013年 1 380 1 457 260 269 250 48 84 23 523
2014年 1 612 1 883 328 315 525 43 81 41 550
2015年 1 463 1 796 247 362 553 37 64 33 500
2016年 1 056 1 296 167 239 363 29 55 23 420
2017年 741 935 145 158 251 19 53 18 291
2012～
2017年 7 816 8 970 1 339 1 588 2 247 245 434 167 2 950

注 1 ）「サービス業等」には、サービス業のほかに、農林水産業、製造業 ･加工業、販売業、建設業、不動
産業、医療業に含まれないその他業種が含まれている。

　 2 ）複数の業種を営んでいる申立人は複数の業種に重複計上しているため、業種内訳の比率の合計は
100％を超える。業種内訳の割合は、各業種の件数（延べ件数）を営業損害申立件数で除した数値で
ある。

出所：表 1 と同じ。
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　 1件当賠償金額の推移は本賠償個人（自主避
難）が「自主的避難等対象区域」の居住者（生
活の本拠として）に対する「精神的損害等に対
する賠償」及び「追加的費用等に関する賠償」
として一括支払いであるため、ほとんど変化が
なく、2018年 6月末現在では27万円であった。
本賠償個人（強制避難）の金額は、避難者の帰
還促進を図るため、賠償項目（財物〔宅地／建
物／構築物・庭木／家財〕、就労不能損害、精神
的損害）、世帯構成、避難指示区域（避難指示解
除準備区域、居住制限区域、帰還困難区域）な

どの組合せによって賠償基準が作られ、2014年
以降はほぼ一定水準で推移し、2018年 6月末で
は311万円であった。これらに対して、本賠償法
人・個人事業主の 1 件当の金額は増加してお
り、2018年 6 月末には1 141万円に達している
（図 5 ）。

3.2.　商工業の損害賠償
　商工業の風評被害による損害賠償は「法人・
個人事業主」の項目に含まれ、その合意実績額
は 2兆8 053億円であった。「法人・個人事業主」
は 4 つの細目からなり、営業損害が5 104億円、
出荷制限指示等による損害及び風評損害が 1兆
7 333億円、一括賠償（営業損害、風評被害）が
2 332億円、間接損害等その他は3 589億円で
あった（表 3、図 6 ）。
　ここでいう営業損害とは、「放射性物質による

図 5　本賠償請求属性別 1件当金額の推移

出所：図 2 と同じ。

図 4　本賠償請求属性別金額（累計）の推移

出所：図 2 と同じ。

表 3　東電原発事故賠償合意金額

合意実績
（億円）＊

比率
（％）

Ⅰ．個人 19 693 23 7
　検査費用 2 671 3 2
　精神的損害 19 771 23 8
　自主的避難等 3 626 4 4
　就労不能損害 2 623 3 2
Ⅱ．法人・個人事業主 28 358 34 2
　営業損害 5 104 6 1
　出荷制限指示等による損害及
び風評被害 17 333 20 9

　一括賠償（営業損害、風評被害） 2 332 2 8
　間接損害等その他 3 589 4 3
Ⅲ．共通・その他 17 659 21 3
　財物価値の喪失又は減少等 13 653 16 4
　居住確保損害 3 756 4 5
　福島県民健康管理基金 250 0 3
Ⅳ．除染等＊＊ 17 324 20 9

合　計 83 036 100 0
注）＊ 振込手続き中の方も含まれるため、これまで

の支払金額と一致しない
　 ＊＊ 閣議決定及び放射性物質汚染対処特別措置

法に基づくもの
出所：東京電力ホールディング株式会社「原子力損

害賠償のお支払い状況等」2018年 8月 7日。
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汚染の危険性を懸念して敬遠したくなる心理が
平均的・一般的な人を基準に合理的な場合」と
いう一般的基準を前提に、「取引数量減少、価格
低下による減収分」及び「商品廃棄費用等の追
加的費用」のことであり、製造業・サービス業
等として「類型化」された「風評被害」の範囲
は次の通りである（文部科学省、2014）。
①「福島県内で製造された繊維製品や県外事業
者による貨物の受け取り拒否」などの福島県
で製造・販売を行う物品・サービス等に係る
損害。

②「運送事業者の来訪拒否、美術展覧会等のイ
ベントの中止」などの事業者が福島県へ来訪
拒否することによって生じた損害。

③上下水道汚泥（原材料とする製品を含む）の
取引忌避により生じた損害等。

④「外国人アーティストの来日拒否、外国船舶

4） 原町商工会議所は南相馬市原町区を管轄範囲として活動している。2008年 1月に旧小高町、旧鹿島町、旧原町市
の 1市 2町が合併し、南相馬市（2010年人口は70 878人）が誕生した。2011年の東電福島原発事故により、第 1原
発から20 圏内にあった小高区は避難指示区域に、20～30 圏にあった原町区は避難指示解除準備区域に指定
されたが、30 圏外の鹿島区は区域には指定されなかった。なお原町区の東日本大震災後の商工業復興の現状と
課題については、初澤（2018）を参照のこと。

の寄港拒否」など2011年 5 月末までに解約
（対象は日本全体）など。
⑤観光業に係る風評被害については、「少なくと
も相当因果関係が認められる地域」としての
福島県・茨城県・栃木県・群馬県、及び2011
年 5月末までに通常の解約率を上回る解約が
あった外国人観光客に係る損害（前記 4県を
除く日本全体）など。
⑥その他輸出に係る風評被害については、輸出
先国の要求による検査費用・証明書発行費用
等や輸入拒否による損害など。
　また間接損害等については、「損害を受けた第
一次被害者との関係で、取引に代替性のない場
合、すなわち事業の性質上、販売先又は調達先
が地域的に限定されている事業で必然的に生じ
たもの等」であり、例えば「顧客の大半が避難
したことで売上げが減少した避難区域に近接す
る商店街」や「操業停止で水揚げがない漁港の
製氷業者や仲買人等」である。

4．原子力営業賠償方法の変化  
─福島県南相馬市原町区─

4.1.　 東京電力の原子力営業損害賠償の推移
　東電福島原発事故による東電営業損害賠償方
法の推移は、原町商工会議所4）によれば、5 ス
テージにまとめることができる（表 4 ）。第 1 ス
テージは2011年 3 月から2012年 2 月までであ
り、政府の避難指示による営業損賠賠償であ
る。この対象者要件は、①震災時に事業を営ん
でいたこと、②震災前よりも減収していること、
③原発事故との相当因果関係があること、以上
の 3つであった。賠償内容は、①減収に基づく

図 6　費用項目別損害賠償金額の推移（累計）

出所：図 2 と同じ。
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表 4　東京電力原子力営業損害賠償方法の推移

2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年～
（損害が継続する限り継続）

賠
償
対
象
期
間

ステージ① ステージ② ステージ③ ステージ④ ステージ⑤
政府の避難指示に係
る営業損害賠償
平成23年 3月～平成
24年 2月

政府の避難指示に係
る営業損害賠償（特
別の努力）
平成24年 3月～平成
25年12月

避難指示解除後の営
業損害賠償
平成26年 1月～平成
27年 7月

加営業損害等（将来
分）の一括賠償
平成27年 8月～

営業損害（将来分）
超過分
任意の期間

対
象
者
の
要
件

・震災時に事業を営
んでいたこと。
・震災前よりも減収
していること。
・原発事故との相当
因果関係があるこ
と。

・震災時に事業を営
んでいたこと。
・震災前よりも減収
していること。
・原発事故との相当
因果関係があるこ
と。

・震災時に事業を営
んでいたこと。
・震災前よりも減収
していること。
・原発事故との相当
因果関係があるこ
と。
・事業を再開してい
ること。

・震災時に事業を営
んでいたこと。
・震災前よりも減収
していること。
・原発事故との相当
因果関係があるこ
と。
・事業を再開してい
ること。
・ステージ③まで合
意していること。

・原発事故との相当
因果関係があるこ
と。
・損害が「営業損害
等（将来分）」を超
過していること。
・ステージ④まで合
意していること。

賠
償
内
容

・減収に基づく逸失
利益（一部）
・検査費用
・追加的費用

・減収に基づく逸失
利益（全部もしく
は一部）
・検査費用
・追加的費用

・減収に基づく逸失
利益（一部）
・検査費用
・追加的費用

・逸失利益の将来分
（直近の年間逸失
利益の 2倍）
・検査費用
・追加的費用

・「平成27年 8 月以
降損害額」と「既
に支払いを受けた
営業損害等（将来
分）」との差額（損
害額の算出過程、
数字の根拠を記
入）

請
求
可
能

期
間

・任意の 3～13ヵ月
間

・任意の 3～12ヵ月
間
・一括請求
（選択適用）

・任意の 3～12か月
間
・一括請求
（選択適用）

・一括請求 ・平成27年 8月～任
意の期間

請
求
書
の

入
手
方
法

・初回は電話にて請
求。

（ 0120 926 404）
・2 回目からは自動
送付。

・自動送付。 ・初回は電話にて請
求。

（ 0120 926 404）
・2回目からは自動
送付。

・自動送付。 ・電話にて請求。
（ 0120 926 404）

税
務
上
の

取
扱
い

・合意等が成立した
日の年分に計上。
・賠償対象期間に応
じた年分に計上。

（選択適用）

・合意等が成立した
日の年分に計上。
・賠償対象期間に応
じた年分に計上。

（選択適用）

・合意等が成立した
日の年分に計上
・賠償対象期間に応
じた年分に計上

（選択適用）

・平成27年 8月～平
成32年 7月までの
60ヶ月で割り、会
計年度ごとに計上

・合意等が成立した
日の年分に計上
・賠償対象期間に応
じた年分に計上

（選択適用）

東
電
賠
償
関
係
へ
の

関
心
事
3）

・原発事故の
影響
・営業損害の
仮払い請求
・営業損害の
本請求
・東電賠償の
問題

・営業損害の
本請求
・賠償基準の
変更
・東電賠償の
問題
・商議所支援
への期待

・東電賠償の
問題
・東電の商議
所窓口問題
・商議所支援
への期待

・東 電 賠 償
の問題
・商 議 所 の
東 電 窓 口
問題
・「特別努力」
の非控除
・賠 償 金 打
切 り 後 の
対応
・商 議 所 支
援 へ の 期
待

・東電賠償方
針変更への
意見
・賠償金打切
り後の対応
・商議所支援
への期待

・2 年間一括支
払賠償請求
・東電賠償方針
への意見
・賠償金打切り
後への対応
・賠償打切りへ
の行政支援

・2年間一括支
払賠償請求
・賠償請求未
完了の理由
・東電賠償方
針への意見
・賠償金打切
り後への対
応
・賠償打切り
への行政支
援

注 1 ）旧緊急時避難準備区域の営業損害賠償の内容である。　 2 ）原町商工会議所が独自に作成したものであ
る。　 3 ）出所（ 2）の東電賠償関係アンケート項目。
出所：（ 1）原町商工会議所（2018）「東京電力賠償金の概要」及び（ 2）福島大学うつくしまふくしま未来支

援センター・原町商工会議所「原町商工会議所会員実態調査 調査結果報告書」（2011～2015年度）及び
「南相馬地域商工業者実態調査調査結果報告書」（2016～2017年度）。
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逸失利益（一部）、②検査費用、③追加的費用の
3つであった。請求書の入手方法は、初回は電
話で請求するものであった。
　東京電力による賠償の支払には時間を要した
ため、その応急対策として、「平成二十三年原子
力事故による被害に係る緊急措置に関する法
律」に基づいて、福島県、茨城県、栃木県、群
馬県における観光業であって中小企業が受けた
風評被害を支払の対象に、国が仮払金の支払請
求の受付を同年 9月21日に開始した。2012年 1
月31日現在で全国では、59件の請求を受付け、
49件の審査が完了し、そのうち38件に対して約
15 1億円が支払われた（文部科学省・経済産業
省2012）。

4.2.　 原子力賠償の第 1 ステージ：仮賠償
と手続きの煩雑さ

　南相馬市原町区を管轄とする原町商工会議所
の調査によれば、2011年12月末時点で、仮賠償
を請求した会員割合は87 8％に達し、また本賠
償請求については、「今後する予定」が58 2％と
最も多く、これに「既にした」が26 7％で続い
た（表 5 ）。ただし東電賠償に関する問題は多

5）「仮払いの後、すぐに本払いではなく、もう一度、仮払いで対応すべきだった。いそいでいたのか、秋ごろ（2011
年）から本払い。質問には答えられなかった。本賠償は矛盾しているところは多いし、損した得したという話が
出てきた。」（福島県商工会連合会インタビュー、2018年 9月12日）

く、2011年度では会員の87 2％が「問題があ
る」5）と考えていた（表 6 ）。その問題は、第 1
に加害者である東電自身が請求書（書式）を作
成することや賠償額を査定するという支払いの
仕組みに対することであった。第 2 は手続きの
面倒・不明確さ、請求方法の複雑さに対するこ
とであった（表 7 ）。

4.3.　 第 2 ステージ：賠償基準の再検討と
格差是正

　第 2 ステージは2012年 3月から2013年12月ま
でであり、第 1 ステージと異なるのは営業損賠
賠償に「特別の努力」が追加されたことにある
（経済産業省、2017）。これは対象者要件は変わ
らないものの、減収をカバーするために被災事
業者が努力して収入を増やした際、状況によっ
ては賠償内容で減収に基づく逸失利益につい
て、「全部」を賠償することにある。2011年度か
ら2012年度にかけて原町商工会議所会員の本賠
償請求は、「既にした」が63 5％に大きく伸びた。
それと逆に「今後する予定」は23 7％へと減少
した。他方で、「しない」比率が6 6％に伸びた
が、その内訳は訴訟や紛争解決センターの利用

表 5　第 1 ステージでの営業損仮・本賠償請求状況

仮賠償請求
（2011年度）

した していない 仮払いを
知らなかった 無回答 計

460 59 1 4 524
87 8％ 11 3％ 0 2％ 0 8％ 100 0％

本賠償請求
（2011年度）

既にした 今後する
予定

しない
（する予定も
ない）

したいが
できない

（方法などが
わからない）

するかどうか
わからない

本請求を
知らなかった 無回答 計

140 305 13 29 31 2 4 524
26 7％ 58 2％ 2 5％ 5 5％ 5 9％ 0 4％ 0 8％ 100 0％

出所：原町商工会議所・福島大学うつくしまふくしま未来支援センター『原町商工会議所会員実態調査 調
査結果報告書（2011年度）』2012年 3月。
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などとともに、建設・土木業などでは「減収が
ない」である（表 8 ）。つまり東電賠償の問題域
は賠償基準の再検討や賠償格差の是正などに移
行した（前掲、表 7 ）。

4.4.　 第 3ステージ：事業再開要件の登場
　第 3 ステージは避難指示解除後における営業
損害賠償であり、その期間は2014年 1 月から
2015年 7月である。第 3 ステージと第 2 ステー
ジとの違いは「減収していること」等の他に「事
業を再開している」が対象者の要件に付け加
わったことである。また減収に基づく逸失利益
から「特別の努力」が消えたため、「全部」が消
えて「一部」だけになった（前掲、表 4 ）。
　こうした東京電力の賠償方針の変更に関して
は、「将来の賠償計画が不透明」（2013年度）や
「損害がなくなるまでの賠償の継続」（2014年度）
などが被災事業者の意見の最上に来ており、被
災事業者の営業継続（休業中であっても）の危
惧が強まった。もちろん賠償基準の再検討とか
賠償の不公平への意見も根強くあり、年度毎で
請求書式が異なるだけでなく、関係書類の提出

表 6　東電賠償に係る問題の有無

　 問題が
ある

問題は
ない 無回答 計

原町区
2011年度

457 36 31 524
87 2％ 6 9％ 5 9％ 100 0％
問題が
ある

問題は
ない 計

原町区
2012年度

276 63 339
81 4％ 18 6％ 100 0％

注）原町商工会議所は南相馬市原町区を管轄範囲
としている。

出所：原町商工会議所・福島大学うつくしまふく
しま未来支援センター『原町商工会議所会
員実態調査調査結果報告書（2011年度及び
2012年度）』2012年 3月及び2013年 3月。

表 7　東電賠償の問題内容

原町区2011年 2 166 原町区2012年 775

加害者が作成した請求書である 12 1％ 4 4％ 東京電力以外の機関が請求書を作り直すべき

加害者が賠償額を査定する 11 9％ 7 9％ 東京電力以外の機関が査定にあたるように変更すべき
手続きが面倒 ･不明確 10 6％ 10 3％ 手続きが面倒・不明確
請求方法が複雑すぎる 10 5％ 12 4％ 請求方法が複雑すぎる
賠償額が少なすぎる 9 6％ 9 9％ 賠償額が少なすぎる
賠償額の計算方法が不適切 9 5％ 9 5％ 賠償額の計算方法が不適切
基準となった「中間指針」そのものに問題
があるⓐ 7 5％ 　＊

賠償が不公平 7 2％ 12 6％ 賠償が不公平
支払いが遅すぎる 5 1％ 2 5％ 支払いが遅すぎる
書き方がよくわからない 4 7％ 4 9％ 書き方がよくわからない
「中間指針」の内容が請求書に反映されて
いないⓑ 3 6％ 14 8％ 賠償の基準を再検討すべきⓒ

問合せの度に回答が異なる 3 1％ 4 0％ 問い合わせの度に回答が異なる
問合せ窓口が不明確 3 0％ 2 2％ 問い合わせ窓口が不明確
その他 1 6％ 4 5％ その他

合　計 100 0％ 100 0％ 合　計
注：ⓒにはⓐとⓑの内容が含まれていると推定。＊は当該選択肢がない。
出所：原町商工会議所・福島大学うつくしまふくしま未来支援センター『原町商工会議所会員実態調査調

査結果報告書（2011年度及び2012年度）』2012年 3月及び2013年 3月。
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をも求められるようになったことから、「請求書
の作り直し」や「書き方」にかかわる意見が多
くなった（表 9 ）。
　「請求書の作り直し」や「書き方」にかかわる
意見への対応として、東京電力は原町商工会議
所の 2階に相談窓口を開設した。しかし問題は
相談をかけても窓口に決定権がないことであ
り、こうしたこともあってか、被災事業者の半

数がこの窓口を利用したことがないと回答して
いる（図 7 ）。
　また、第 2 ステージで認められていた「特別
な努力」、すなわち営業によって得られた利益
を一定期間、損害額から控除しない措置が、第
3 ステージでは認められなくなり、これは「資
金繰り」「内部留保」「設備投資」などに悪影響
をもたらすことになった（表10）。

表 8　第 2 ステージでの本賠償請求状況（原町区）

本賠償請求
（2012年度）

既にした 今後する
予定

内訳

計
しない

訴訟中
（予定を
含む）
のため

紛争解決
センターを
利用

減収が
ない その他

249 93 26 2 5 9 8 392
63 5％ 23 7％ 6 6％ 0 5％ 1 3％ 2 3％ 2 0％ 100 0％

出所：原町商工会議所・福島大学うつくしまふくしま未来支援センター『原町商工会議所会員実態調査 調
査結果報告書（2012年度）』2013年 3月。

表 9　第 2 ～第 3 ステージでの東京電力の賠償方針への意見（原町区）

　
2013年度 2014年度

件数 ％ 件数 ％
損害がなくなるまでの賠償の継続 ＊ ＊ 268 20 1％
将来の賠償計画が不透明 223 21 1％ ＊ ＊
賠償の基準を再検討すべき 151 14 3％ 154 11 6％
賠償が不公平 144 13 6％ 152 11 4％
賠償額が少なすぎる 85 8 0％ 81 6 1％
請求方法が複雑すぎる 83 7 8％ 77 5 8％
手続きが面倒・不明確 80 7 6％ 83 6 2％
賠償額の計算方法が不適切 61 5 8％ 64 4 8％
東京電力以外の機関が査定にあたるように変更すべき 55 5 2％ 48 3 6％
問い合わせの度に回答が異なる 43 4 1％ 32 2 4％
東京電力以外の機関が請求書を作り直すべき 26 2 5％ 128 9 6％
書き方がよくわからない 26 2 5％ 125 9 4％
支払いが遅すぎる 19 1 8％ 18 1 4％
問い合わせ窓口が不明確 16 1 5％ 10 0 8％
その他 27 2 6％ 37 2 8％
特に問題は無い 19 1 8％ 56 4 2％

計 1 058 100 0％ 1 333 100 0％
注：＊は当該選択肢がない。
出所：原町商工会議所・福島大学うつくしまふくしま未来支援センター『原町商工会議所会員実態調査調

査結果報告書（2013年度及び2014年度）』2014年 3月及び2015年 3月。
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4.5.　 第 4ステージ：将来分一括賠償
　第 4 ステージは原子力賠償の「終結」に向け
営業損害等を「将来分」として一括賠償するこ
とを打ち出した2015年 8月以降の時期である。
要件としては第 3 ステージまでの「減収」と「事
業再開」に「第 3 ステージまで合意している」
ことが付け加わった。賠償項目では逸失利益の
「将来分」が新た掲げられ、「直近の年間逸失利
益の 2倍」を一括賠償するとしている。具体的

には「2015年 8月から2020年 7月までの60か月
で割り、会計年度ごとに計上」するものであっ
た（前掲、表 4 ）。ここでいう2020年度とは政府
が掲げる「復興創生期間」の終了年度である。
　第 4 ステージでの原子力賠償の状況は、一方
では「賠償を認められた」被災事業者が 2割前
後になったものの、他方で「賠償対象外」となっ
た被災事業者が 3割強をしめることになった。
それ以上に問題となるのは、「2015年以前の賠償
請求が完了していない」が2016年度には28 3％、
2017年度でも23 4％の水準にあり、また「部分
的にしか認められなかった」や「認められなかっ
た」の比率が高まっていることである（表11）。
　2015年 7月以前の賠償請求が完了していない
理由は何かといえば、「決算期に合わせて請求し
ていない」とともに、「多忙等により対応できな
い」が第 1位にきている。それだけでなく、「請
求中だが合意に至っていない」や「現行の賠償
制度を容認できない」などの理由も無視するこ
とはできない（表12）。
　原子力賠償の打ち切りへの不安は、被災事業
者に常に付きまとっている。第 3 ステージでは
「事業を再開している」という新たな条件がつ

図 7　原町商工会議所 2階に設置の東京電力㈱相
談窓口への意見

出所：原町商工会議所・福島大学うつくしまふく
しま未来支援センター『原町商工会議所会員
実態調査 調査結果報告書（2013年度及び
2014年度）』2014年 3月及び2015年 3月。

表10　「特別な努力」が認められなくなったことの影響（2014
年度、原町区）

　 ＝465
資金繰りが苦しくなった 23 7％
内部留保等が十分にできなくなった 19 1％
設備投資が十分にできなくなった 18 3％
人件費が十分に確保できなくなった 14 0％
営業活動が十分にできなくなった 13 1％
多角化等のための資金が確保できなくなった 5 4％
その他 6 0％
特に変わったことはない 38 1％

計 100 0％
注：「特別な努力」とは、営業によって得られた利益を一定期
間、損害額から控除しない措置。

出所：原町商工会議所・福島大学うつくしまふくしま未来支
援センター『原町商工会議所会員実態調査調査結果報
告書（2014年度）』2015年 3月。
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き、第 4 ステージには「将来分」補償の登場で、
打ち切りへの不安は現実味を帯びてきた。原町
区の被災事業者は「打ち切り」の不安に対して
は、「今まで通り継続する」が一貫して第 1位の
回答率であるが、2016年から2017年にかけてそ
の比率は59 2％から42 3％へと17ポイント低下
した。逆に、廃業する比率は傾向的に上昇し、
事業を継続するにしても給与削減や人員削減と
いう選択を迫られてきている（図 8 ）。

4.6.　 第 5ステージ：賠償の事実上の打切り
　第 5 ステージはポスト「将来分」一括賠償で
あるが、その要件は厳しくなっており、①損害
の継続を余儀なくされていること、②損害が
「営業損害等（将来分）」を超過していること、
③第 4 ステージまで合意していること、などで
ある。その賠償内容は「2015年 8月以降の損害
額」と「既に支払いを受けた営業損害等（将来
分）」との差額であり、しかも損害額の算出過程
と数字の根拠を求められた。実際に、その賠償
が認められたのは福島県内全体でわずか 1件だ

表11　原子力賠償「将来分」請求と認定状況（原町区）

　
賠償を
請求し、
認められた

賠償を請求
したが、部
分的にしか
認められな
かった

2015年 7月
以前の賠償
請求が完了
していない

賠償対象外
である その他 計

将来分等
分割請求
（2016年度）

61 8 12 79 92 27 279

21 9％ 2 9％ 4 3％ 28 3％ 33 0％ 9 7％ 100 0％

将来分等
分割請求
（2017年度）

46 21 17 54 75 18 231

19 9％ 9 1％ 7 4％ 23 4％ 32 5％ 7 8％ 100 0％

出所：原町商工会議所・福島大学うつくしまふくしま未来支援センター『南相馬市商工会業者実態調査調
査結果報告書（2016年度及び2017年度）』2017年 3月及び2018年 3月。

図 8　原子力賠償打切りへの被災事業者の対応変化

出所：原町商工会議所・福島大学うつくしまふく
しま未来支援センター『原町商工会議所会員
実態調査調査結果報告書（2014年度）（2015
年度）』2015年 3月及び2016年 3月。同『南
相馬市商工会業者実態調査 調査結果報告書
（2016年度）（2017年度）』2017年 3 月及び
2018年 3月。

表12　2015年 7 月以前の賠償請求未完了の理由
（2017年度、原町区）

理　　由 比率
多忙等により対応できない 24 7％
決算期に合わせ請求していない 24 7％
請求中だが合意に至っていない 11 8％
現行の賠償制度を容認できない 11 8％
申請書の書き方などがわからない 9 4％
申請に必要な資料を紛失した 8 2％
裁判・ などを行っているため 3 5％
その他 5 9％

計 100 0％
出所：原町商工会議所・福島大学うつくしまふく

しま未来支援センター『南相馬市商工会業
者実態調査 調査結果報告書（2017年度）』
2018年 3月。
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けとのことである。
　こういった厳しい状況のもとで、被災事業者
は行政支援への期待を高めている。行政などへ
の支援期待で最も多いのは「税の減免」などで
あり、これに東電に対する賠償継続の要望や賠
償金に代わる補助制度の制定などが続いてい
る。行政期待への2016年から2017年での変化
は、賠償金に代わる補助制度の制定であり、
17 7％から21 6％へと上昇している（図 9 ）。

5．おわりに

　震災被災地の再生にとっては、生業としての
商工業の復興を欠かすことができない。東日本
大震災は東電福島第一原発事故を伴ったことか
ら、特に福島県浜通りの12市町村はその一部あ
るいは全部が避難指示区域となり、事業所の活
動停止や区域外への移転を余儀なくされた。そ
の後、放射能汚染の自然減衰や汚染物質の除染
作業が進み、避難指示区域が部分的段階的に解
除されてきている。この避難指示区域の解除に
ともなって、活動停止していた商工業がもとの
場所で活動を再開する動きが現れている。事業
所活動を再開するまでの間、経営を支えてきた
経済的基盤は原子力営業損害賠償であった。

　南相馬市原町区（原町商工会議所管内）にお
いては、営業損害賠償は2011年 9月から仮払い
として始まり、本賠償に逐次移行していった。
営業損害賠償は、震災時に事業を営んでおり、
原発事故が原因で震災前よりも減収している事
業所を対象者とし、その減収に基づく逸失利益
の他に、放射能検査費用、追加費用などが賠償
内容である。逸失利益の範囲は時期によって異
なっている。2011年 3月から2012年 2月までは
その一部しか認められなかったが、2012年 3月
から2013年12月までは、「特別の努力」認定が加
わり、逸失利益の全部が認められるケースも
あった。2014年 1月からは対象要件に事業再開
が付加された。さらに2015年 2月からはそれま
での賠償が合意されている場合、直近の年間逸
失利益の 2倍が逸失利益の「将来分」として支
払われることになり、事実上、営業賠償が打切
りとなると予測される。
　原町区全体でどれだけの営業損害賠償が支払
われたのかのデータは公表されていないが、法
人・個人事業主賠償額が 1件当たり1 141万円で
あり、原町区の事業所数が2017年には1 311件で
あることから、原町区内には149 6億円が支払わ
れたと推計される。しかしこれらの賠償金が事
業所の事業再開にどの程度結びついていくのか

図 9　東電賠償打ち切りへの行政支援期待

出所：原町商工会議所・福島大学うつくしまふくしま未来支援
センター『南相馬市商工会業者実態調査 調査結果報告書
（2016年度）（2017年度）』2017年 3月及び2018年 3月。
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については楽観できない。少なくとも原町区内
の 4分の 1以上の事業所が、「廃業する」や「わ
からない」と回答しており、しかもアンケート
調査回答率が 2割程度であったことを勘案する
と、営業損害賠償がなくなれば、かなりの数の
事業所が経営を存続できないことになる。避難
指示が比較的早期に解除された南相馬市原町区
であってもこのような状況にあることから、避
難指示区域が継続している浪江・双葉・大熊・
富岡町の商工業の再開にはよりきめ細やかな政
策的対応が要求されることになる（山川、2019）。
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要　旨

　栃木県農業は農家の高齢化や米価の低迷などで、水田を中心に農地の流動化が進んでいる。小規模農
家が農地を賃貸や売却し、規模の大きな担い手農家に集積されている。多くの研究は2030年ごろには、担
い手農家の経営面積が100 前後になると試算する。こうした大規模経営に求められるのは生産性の向上
だ。農業就業人口が急減し、資本投入も細る日本では生産性の向上が、農業の存続を左右する。 （情
報通信技術）や （人工知能）などを利用した技術のほか、新たな栽培品種の開発、あるいは水田を畑
地として利用する田畑輪作体系の確立など、さまざまな技術や経営ノウハウが求められる。栃木県も「園
芸王国とちぎ」を掲げて、水田の有効活用に動き出した。農業が基幹産業という地域にとって、農業の
動向は地域経済の行方を左右する。

キーワード：栃木県　構造変化　農地の流動化　担い手農家　生産性向上　田畑輪作　分散錯圃
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1．はじめに

　高齢化による労働力の減少、耕作放棄地の増
大など日本の農業を取り巻く環境は厳しさを増
している。2015年農林業センサスによると、全
国の農業経営体数は2015年 2月 1日現在で137
万5 000経営体と 5年前に比べ18 1％減少した。
農業就業人口は209万人で2010年に比べ51万
6 000人（18 6％）減り、基幹的農業従事者の平
均年齢は67 1歳になった。農業構造動態調査に
よると、農業就業人口はその後も減り続け、
2016年には200万人を割り込み、2018年には175
万3 000人（概数値）に減った。
　水田作経営（田を耕作する経営体）の数は
2015年に114万5 000経営体と、2010年に比べ
19 2％減り、2005年から10年間に59万9 000経営
体（34 3％）減と 3分の 2 に減少した。耕作放
棄地の面積も42万3 000 と 5年前に比べ 3万
7 000 （9 6％）増え、福井県とほぼ同じ規模に
拡大している。
　栃木県も2015年の農業経営体数が 4万473経
営体と、2010年に比べ8 109経営体（16 6％）減
少。農業就業人口も 6万1 971人と 5年前に比べ
22 4％減り、基幹的農業従事者の平均年齢は
66 6歳と2010年比0 7歳上昇した。稲作の単一経
営（農産物販売額のうち米の販売金額が 8割以
上を占める経営体）では、2 万3 342経営体と
16 6％減っている。
　農業人口が加速度的に減少する一方で、株式
会社や農事組合法人といった法人経営体は増加
している。全国では 1万8 857経営体と2010年比
6 346経営体（50 7％）増えた。栃木県でも法人
化した経営体は448経営体と、2010年に比べ89
経営体（24 8％）増加し、新たな担い手に育っ
ている。新たな経営体の成長には、経営の安定
的な展開を支援できる対策を打ち出せるかどう
かが課題だ。
　政府が2013年 6月にまとめた「日本再興戦略」

では、2023年までの10年間に①担い手農家が全
農地面積の 8割を利用する②米の生産コストを
全国平均比 4割削減する③法人経営体数を2010
年（12 511法人）から 5万法人に増やす――と
している。そのうえで2020年に 6次産業の市場
規模を10兆円（2016年は 2兆円強）、農林水産
物・食品の輸出額を 1兆円に拡大し、農業・農
村全体の所得を倍増させる戦略を策定するとう
たっている。
　留意すべきは、担い手が全農地の 8割を利用
する点である。2018年 3月末時点で担い手農家
が利用する農地は245万 。全耕地面積に占め
るシェアは2000年の27 8％から2018年 3月末に
55 2％に高まった。高齢農家などが農地を売却、
あるいは賃貸で担い手農家に農地を供給してい
る。
　栃木県は、比較的規模の大きな自作農が層を
成しており、全国に比べ農地の流動化が遅れて
いた。しかし、2000年代になると農地流動化が
急速に進み始めた。
　本論では栃木県の水田農業を中心に規模拡大
のプロセスを予想し、コスト削減など経営の視
点から担い手支援対策の方向を考察する。

2．栃木県農業の特徴

2.1.　分厚い自作農の存在
　栃木県の農業には大きく 3 つの特徴がある。
ひとつは関東各県に比べ、水田率（全経営耕地
面積に占める水田の割合）が高いことだ（表
1 ）。水田率は2010年の82 4％から2015年には
78 0％に低下したものの、茨城、群馬県に比べ
て突出して高い。水田面積の縮小が農業構造の
変化とするなら、栃木県の動きは水田農業の構
造変化のモデルになる。
　 2 つ目の特徴は、3～10 規模の農業経営体
がかなりの厚みをもって存在することだ。2015
年農業センサスで、東京都を除く関東 6県を比
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較すると、経営耕地面積が 3～10 未満の経営
体が占める割合は千葉県が11 8％、茨城県
11 2％、群馬県9 7％、埼玉県5 2％、神奈川県
1 6％に対し、栃木県は17 4％と他県を大きく上
回っている。
　 3 つ目は、栃木県が関東各県に比べ、借地に
よって規模拡大した農家が少ないことだ。栃木
県以外の各県は、借地率（経営耕地面積に占め
る借入耕地の割合）が上昇するにつれ農地規模
が拡大している。だが、栃木県は借地率が低い
にもかかわらず、5 以上層や10 以上層への
農地集積率が他県を上回っている。
　これは栃木県が都府県のなかでも比較的大き
な自作地を保有する経営体が多いからだ。栃木
県は戦後の食料増産時代に県北部を中心に平地
林の水田開発が進んだ。その結果、自作地を基
盤とした大規模農家の分厚い層が形成された。
借地率が低くても5 以上層の農地集約率が高
いのは自作地が大きいからだ。このため、小規
模農家を集約してひとつの経営体として運用す
る、集落営農もあまり生まれなかった。
　経営規模の大きさは水稲作業の受託件数や面
積からもうかがえる。2015年に作業を委託した
栃木県の経営体数は 1万2 000経営体と、関東甲

信越トップの茨城県（ 2万1 000経営体）、2位の
長野県（ 1万9 000経営体）を下回った。ところ
が、作業受託面積（延べ面積）は栃木県が 7万
2 000 と、茨城県（ 3万4 000 ）、長野県（ 3
万5 000 ）の 2倍以上ある。それだけ 1経営体
の経営面積が大きいといえるだろう。
　自作地が大きいため、農地の流動化が少し進
むだけで上層農家への農地集約が高まる。農地
流動化が本格化すれば、栃木農業の構造再編は
一気に進むことは間違いない。

2.2.　農地流動化の進展
　こうした中、栃木県の農地市場は長い間、需
給タイトな状態が続き、農地を賃貸・売買する
市場は貸し手市場・売り手市場が続いた。賃貸
による農地集約は遅れ、30 を超すような農業
経営体の形成は進まなかった。
　しかし、2000年代に入り状況は変化した。
30 以上の経営体は2005年に31経営体だった
が、2010年には122経営体、2015年165経営体と
急増している。この10年間に小規模農家の離農
が進み、30 以上層に農地（利用権）を供給す
る構造変化が起きたといえる。
　農地の供給が増えるにつれ、農地市場は売り

表 1　北関東 3県と都府県の農業構造（2015年、カッコ内は2010年）

県名 茨城 栃木 群馬 都府県
農業経営体数（戸） 57 989（71 542） 40 473（48 463） 26 235（32 567） 1 336 552（1 632 535）
経営耕地面積（ ） 116 208（132 900） 100 324（106 863） 45 210（48 340） 2 400 923（2 563 335）
水田率（％） 57 9（62 7） 78 0（82 4） 37 7（42 5） 66 4（71 2）
借地率（％） 38 7（31 2） 31 5（25 9） 39 6（33 5） 38 5（32 4）
3 以上経営体割合（％） 13 4（10 9） 20 6（18 3） 11 6（9 4） 11 7（9 5）
5 以上経営体割合（％） 6 2（4 4） 9 7（7 7） 6 7（4 8） 5 6（4 2）
10 以上経営体割合（％） 2 3（1 4） 3 2（2 2） 1 9（1 1） 2 1（1 8）
30 以上経営体数（戸）
　　2005年 91 31 17 1 668
　　2010年 177 122 40 4 039
　　2015年 246 165 66 5 216
100 以上経営体数（戸） 17 9 3 422
資料：農林業センサス、水田率は2015年耕地及び作付面積統計。
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手市場・貸し手市場から買い手市場・借り手市
場に移行した。栃木県の賃借料は長い間、10
当たり 2万～ 3万円だったが、2000年初めには
2万円割れが目立ち始め、2005年ごろには 1万
～ 1万5 000円が主流になった。その後も下げ続
け、2015年には平均 1万1 200円と 5年間に約 2
割下げている（図 1 ）。2000年以降、需要を上回
るペースで農地の供給が増えたとみられる。
　では、どんな農家が農地の出し手や受け手に
なっているのか。表 2 は栃木県の経営面積別経
営体の面積増減を表わしている。それによると
2005年から2015年の10年間に高齢で後継者のい
ない小規模農家が農地を供給し、5 以上層に
集積されていることが分かる。特に30 以上層
の経営耕地面積は2005年の 4倍強に膨れ上がっ
ている。
　2010年から2015年の 5年間に限ると、1 未
満から5 未満層の経営耕地面積は 2 ケタで減
少、2005～10年に比べて減少率が大きくなっ
た。半面、10～30 層は24 5％、30 以上層が

36 8％、それぞれ増加している。2010年に8 2％
増えていた 5～10 層が、2015年に1 5％の減少
に転じたのは、ワンランク上の10～30 層にグ
レードアップしたようだ。
　経営耕地面積が100 を超す経営体も2010年
の 7経営体から 9経営体に増えた。東海や北陸
地方に見られる大規模借地経営が、栃木県にも
現れてきたことは大きな変化だろう。

2.3.　市町別の農地流動化と集積
　認定農業者に集落営農組織を加えた全国の担
い手農家への農地集積は90年代半ばから2010年
にかけて急速に進んだが、2011年から2014年に
かけて停滞した。しかし、2015年から再び、集
積スピードを上げ、2018年 3月末には全国の耕
地面積の55 2％が担い手に集積されている。担
い手の農地利用が全農地の 8割を占めることを
目標にした「日本再興戦略」に基づき、都道府
県に「農地中間管理機構」が置かれたことも集
積に拍車をかけた。
　栃木県は全国水準をやや下回るものの担い手
農家の利用面積が245万 、担い手利用率は
50 7％に達している。
　では、栃木県内の市町村の農地移動にはどん
な特徴があるのだろうか。2015年農林業センサ
スのデータを基に横軸に借入耕地面積、縦軸に
5 以上層への農地集積率をとり、農地流動化
を市町別に見たのが図 2 である。ほとんどの市
町が2010年に比べ、借入耕地面積割合、5 層

図 1　水田の借賃料（100円、10 当たり）

資料：農水省「農地の移動と転用」。

表 2　栃木県の経営耕地面積規模別の経営耕地面積集積割合

栃木県計
（ ） 1 0未満 1 0～2 0 2 0～3 0 3 0～5 0 5 0～10 0 10 0～30 0 30 0以上

2015年 100 324 8 521 17 097 14 282 16 627 17 756 17 024 9 017
2010年 106 863 10 608 21 355 17 353 19 247 18 085 13 671 6 593
2005年 107 683 12 913 24 777 20 747 21 379 16 707 8 994 2 166

2010 2005（％） △0 8 △1 8 △13 8 △16 4 △10 0 8 2 52 0 304 4
2015 2010（％） △6 1 △19 7 △19 9 △17 7 △13 6 △1 5 24 5 36 8
資料：農林業センサスから作成、各年の単位は 。
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への集積率とも上昇している。回帰曲線も右肩
上がりで、農地流動化が今後も続くとみられ
る。
　市町ごとの特徴は大きく 5つのパターンに分
けられる。ひとつは足利市、小山市、佐野市な
ど県南部の平野部だ。借入耕地面積の割合は
50％近くに達し、5 以上の農家への農地集積
率も40～50％強と県内トップ級だ。小山市には
100 以上の経営体も誕生しており、県内で最
も農地が流動化している地域だろう。
　この地域の 1経営体当たりの平均水田耕作面
積は佐野市（1 50 ）、足利市（1 53 ）、小山市
（1 79 ）と県平均（2 02 ）を下回っており比
較的経営面積が小さい。小規模な稲作農家がリ
タイアし、担い手に農地を供給している格好

だ。
　 2 つ目は那須塩原市や那須町など県北の酪農
地帯だ。開拓による大規模農家が多い地域で、
大規模な水田経営も多く、5 以上の農家への
集積率は 5割以上に達している。自作地面積が
大きいだけに借地で規模拡大する経営体は少な
い。借入耕地面積割合は20～25％と県平均
（31 5％）を大きく下回っており、自作地を基盤
に一部を借地で補う「貸し足し型」の経営が大
半を占めている。
　酪農地帯だけに耕畜連携が容易で、畜産農家
が転作田を利用して飼料米やホールクロップサ
イレージ（稲発酵 ）、牧草などを栽培する
ケースも増えている。以前は地域内で農地が借
りられず地域外で借地していた農家も、農地市

図 2　借入耕作面積割合と5 農家への農地集積率（2015年）

資料：2015年農林業センサスより作成。
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場への供給が増え地域内で借りられるように
なったという。
　 3 つ目のパターンは芳賀町や高根沢町など有
力な工業団地があり、農外の就業先に恵まれた
地域だ。宇都宮市への通勤も便利で兼業農家が
多い。こうした兼業農家が水田の出し手になっ
ているとみられる。たとえば、芳賀町では経営
耕地面積10 以上の経営体が2010年の59から
2015年には71に増えた。
　 4 つ目は施設園芸と稲作の複合経営地帯であ
る。いちご産地の真岡市、栃木市、鹿沼市、壬
生町の場合は借入耕地面積割合こそ30～35％と
県平均に近いが、5 以上への農地集約率は
30～40％と県平均（43 7％）を下回っている。い
ちごは周年栽培ができないうえ、経営規模を拡
大すれば労働力を増やさねばならず、大規模化
が難しい。このため、収益を稲作で補完する傾
向が強く、農地の出し手になりにくいようだ。
　最後は茂木町、那珂川町など中山間地域グ
ループだ。借入耕地面積割合は那珂川町が
25 9％、茂木町は26 9％と低く、5 以上農家へ
の農地集積率も那珂川町28 0％、茂木町14 4％
と県平均を大きく下回っている。経営耕地面積
が3 以上の経営体の割合（2015年）も、那珂
川町が10 7％、茂木町は4 3％にとどまってい
る。

3．栃木県農業の将来像

3.1.　構造問題の変化
　加速度的な農地の流動化は、日本農業の構造
に大きな変化をもたらした。戦前の農業構造問
題は小作人問題と零細な農業構造の改善だった
が、小作人問題は農地改革で解決した。一方の
零細構造について政府は、高度成長期に農業部

1） 盛田清秀「日本農業の構造問題再考」（農業経済研究第90巻、第 3号、2018年12月）。
2） 安武正史著「農林業センサス組替集計による農業担い手動向分析－マルコフモデルの適用－」（2016年、日本農業
研究所「第 7回水田農業のあり方に関する研究会報告資料」）による。

門から他産業に流出することによって農地の規
模拡大ができると考えた。
　1961年に施行された旧農業基本法では、「規
模拡大・生産性向上」によるコストダウンや需
要の伸びが大きな農産物にシフトする「農業生
産の選択的拡大」によって農業構造を改革し、
それによって農業収益を向上させ「農工間の所
得格差の是正」を目標にした。1996年の食料・
農業・農村基本法では必要な農地、農業用水、
担い手を確保し望ましい農業構造を確立すると
定めている。
　しかし、近年の急速に進む農地の流動化で、
「農業構造問題は適正規模への経営規模拡大問
題に転化した。あるいはそういう問題として出
現した」（盛田、2018）1）。つまり、農業構造問題
は大量な農地供給をいかに担い手につないでい
くかという問題に変化し、その適正規模が新た
な課題になっている。

3.2.　栃木県農業の将来像
　では、水田の流動化によって担い手農家には
どの程度の農地が集積され、規模拡大の適正規
模はどうなるのか。
　全国ベースで農業の将来像を予測した先行研
究は数多い。そのひとつ、安武正史氏の「農業
構造の未来像を予測」2）によると、2010年に都府
県の経営体数は163万3 000経営体だったが、
2020年にはその63％まで減り、2025年には51％
に減る。特に1 未満層は2025年に2010年比
45％減、1～4 層は同53％に減ると試算してい
る。 一方、2025年の10～50 層は2010年比
147％増、50 以上層は209％と倍増を予測して
いる。
　これを実数でみると2010年に92万8 000経営
体だった1 未満層は2025年に41万3 000経営体
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に、1～4 層は60万6 000経営体から31万9 000
経営体にそれぞれ減少。2025年までに両者合わ
せて80万2 000経営体と半数が姿を消す。
　2015年農林業センサスによれば、水田の耕作
面積が5 未満で、かつ経営主が70歳以上の水
田を持つ経営体数は約36万経営体。これら経営
体が耕作する水田面積は21万3 000 にのぼる。
後継者のいない経営主が80歳でリタイアすると
仮定すると、この面積が地域の担い手に集積さ
れると予想される。
　もうひとつは農業・食品産業技術総合研究機
構（農研機構）中央農業研究センターが各地域
の農業研究センターと連携した研究だ。これは
2010年農林業センサスの個票データを用いて、
近年の農業構造変動を解析し、その結果を基に
マルコフ推移確率モデルを利用して各地域の農
業労働力や経営規模階層別農家数、離農による
供給農地面積を予想している。
　このうち関東、東山（山梨・長野県）、北陸
（新潟・富山・石川・福井県）、東海（岐阜・静
岡・愛知・三重県）の予測では、販売農家数が

3） 農研機構「2025年の地域農業の姿が把握できる地域農業情報」

2010年から2020年にかけて 5年ごとに15～23％
の減少が予想され、これら農家の離農に伴う供
給農地は（2010年の総耕地面積に対して）北関
東では15％、南関東では19％、北陸では25％、
東山では22％にのぼる。
　家族経営体が他産業と均衡した所得規模を得
られる面積（面積要件）を4 に設定すると、
2020年の担い手の平均規模は南関東（千葉・埼
玉県）が16 、北関東と北陸は25 前後、東海
と東山では40 になると予想する。だが、面積
要件を10 に引き上げると、担い手農家数が絞
られ、平均規模は南関東で46 、そのほかは
70 以上になる。
　また、農研機構中央農業研究センターは2018
年 5月に「2025年の農業の姿が把握できる地域
農業情報」をインターネットで公開した3）。2010
年から2015年農業センサスを基に農業労働力数
や離農に伴い供給される2025年の面積、担い手
に期待される経営面積などを市町村ごとに予想
している。
　表 3 は「2025年の農業の姿が把握できる地域

表 3　栃木県市町の担い手に期待される経営面積

市町名 組織体 2015年
（ ）

2020年
（ ）

2025年
（ ）

2025 2015
（倍）

小山市
家族経営体 2 1 3 0 4 0 1 9
組織経営体法人 1 3 1 5 1 8 1 4

佐野市
家族経営体 3 0 4 1 5 2 1 7
組織経営体法人 10 9 13 0 14 7 1 3

鹿沼市
家族経営体 1 1 1 7 2 4 2 1
組織経営体法人 21 2 27 8 33 5 2 1

那須町
家族経営体 3 1 4 0 5 2 1 7
組織経営体法人 17 7 19 7 21 6 1 2

壬生町
家族経営体 1 3 2 3 3 4 2 6
組織経営体法人 4 9 7 2 9 1 1 9

那珂川町
家族経営体 2 3 3 7 5 3 2 3
組織経営体法人 0 8 1 1 1 4 1 8

資料：農研機構「2025年の地域農業の姿が把握できる地域農業情報」より作成。
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農業情報」のうち、栃木県の平野部、酪農地帯、
複合経営地帯にある市町の面積拡大予想を抜き
出した。家族経営体の面積要件は5 以上に設
定している。
　たとえば、平野部の佐野市の場合、離農に伴
う供給農地の累積面積は2010年のおよそ500
から2025年には1 600 近くに膨れ上がり、2025
年には家族経営体で5 2 と2015年の1 7倍、組
織経営法人で14 7 、同1 3倍の面積集積を予想
している。
　もともと農家の経営規模の大きい那須町の場
合は、家族経営体で1 7倍、組織経営体法人で1 2
倍に止まるが、鹿沼市や壬生町のような複合経
営地帯は水田の流動化が遅れており、2025年に
は 2倍前後の集積が必要になると見込まれる。
　ただ、水稲単作の経営体の場合、面積要件が
5 では売上高が500万円程度にすぎず、経費を
差し引くと他産業並みの所得獲得は難しい。三
井住友銀行が2015年農林業センサスを基にした
試算では、水稲の経営規模が20 以上で 1人当
たり所得が570万円とサラリーマン並みの水準
に達すると分析している4）。仮に面積要件を5
から20 に引き上げると、担い手の経営面積は
かなり大きくなる。

3.3.　担い手100ha時代
　担い手農家への農地集積がより進み、100
規模になると分析するのが、門間敏幸氏5）だ。従
来の農業構造変動予測は、過去の構造変動を推
移確率としてとらえ未来に延長するものが多い
が、それでは平均化されてしまい地域の特性が
反映されにくい。多様な地域特性を個々の経営
体の特性を反映した構造変化の把握が望まし
い。そこで農林業センサスの個票を用いて、水
田の流動化による大規模経営成立の可能性を予

4） 三井住友銀行企業調査部「我が国の農業の現状と今後の方向性」（2017年 9月）。
5） 門間敏幸：東京農業大学国際食料情報学部教授。
6） 門間敏幸著「わが国の水田農業の構造変動とその対応方向」（東京農大農学集報、2016年 3月）。

測するシステムを開発した。

3.3.1.　分析手法
　門間氏の「わが国の水田農業の構造変動とそ
の対応方向」（2016）によると、規模拡大プロセ
スの分析手法は 3段階から成っている6）。
＜第 1段階～経営体の分類＞
　経営体を特性に従って「大規模化可能経営
体」「現状維持経営体」「離農予備群経営体」の
3タイプに分類する。分類は農林業センサスの
個票を基に以下のような基準を設けている。
◆大規模化可能経営体：経営耕地面積が10
以上。世帯主の年齢は75歳未満で年間150日以
上農業に従事している。年間60日以上農業に従
事する後継者がおり、主要な農業機械をすべて
保有している。
◆現状維持経営体：経営耕地面積10 未満。世
帯主の年齢は75歳未満で世帯主、後継者とも年
間60日以上農業に従事する。主要な農業機械を
すべて保有している。
◆離農予備群経営体：経営耕地面積10 未満。
世帯主の年齢は75歳未満で、家もしくは農業の
後継者がいない。跡継ぎがいたとしても農業に
従事していない。トラクター、田植機、コンバ
インなどのうち、保有していない機械がある。
＜第 2段階～離農予備軍の離農時期を決定する＞
　個々の農業経営体の世帯主の年齢を 1年ごと
に 1歳ずつ加え、75歳で引退すると仮定。引退
時期がきたら、大規模化可能経営体と現状維持
経営体は後継者に引き継ぎ、離農予備群の農地
は流動化し、その農地を大規模化可能経営体が
引き受けると仮定する。以上を基に期間20年間
でシミュレーションする。
＜第 3段階～農地流動化と大規模化可能経営体
の規模拡大を分析＞
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　離農予備群経営体は個々の離農決定時期と流
動化する経営耕地面積の分析結果を 1年、5年、
10年、15年、20年ごとに集積し、流動化する経
営耕地面積を大規模化可能経営体が借地し規模
拡大がどう進むか分析する。

3.3.2.　栃木県の平地水田地域の動向
　この方法を用い、2010年農林業センサスの個
票を基に、栃木県の平野部の経営体を 3つに分
類したのが表 4 7）である。参考に茨城県西部の筑
西市を加えた。
　表 4 で農業経営体総数に占める大規模化可能
経営体数の割合をみると、小山市や野木町が
2％を超えており、すでに農地流動化で大規模
な担い手層が生まれつつある。もっとも、石川
県などには 5％を超える市町村があり、それに
比べると栃木県は大規模経営体の割合が少な
い。これに対して栃木市は0 39％、壬生町0 44％
と極端に低く、大規模化可能経営体が育ってい
ない。
　一方、経営体全体に占める現状維持経営体の
割合は、園芸経営の盛んな栃木市、壬生町、野
木町が 3～ 4割と比較的高い。野木町は大規模
化可能経営体が育つ一方で、園芸と稲作の複合
経営農家が水田を維持している。こうした現状
維持経営体は土地資源の保全などで今後、地域

7） 門間敏幸著「わが国の水田農業の構造変動とその対応方向」（東京農大農学集報、2016年 3月）。

農業の持続に重要な役割を果たすと思われる。
2021年以降の離農予備群経営体の割合は栃木市
が50％台だが、その他は60％台、筑西市は 7割
を超えている。つまり、農業経営体の60～70％
が消滅すると予想される。
　地域全体の経営耕地面積に占める各タイプの
割合を示したのが表 5 である。小山市は31 2％、
野木町は35 8％と既に 3割以上の面積が大規模
農家に集約されており、水田作の新たな担い手
が形成されつつある。これに対して栃木市、壬
生町は 7％台と大規模化可能経営体への集約が
遅れている。
　表 5 を基にどのくらいの農地が流動化するか
をみると、 下野市の場合は2020年までに
1 381 、2021以降で486 が農地市場に供給さ
れることになる。集積が遅れている壬生町も
2020年までに957 、2021年以降で314 の農地
が流動化すると予想される。
　こうしたデータを基に大規模可能経営体への
農地集積プロセスを予測したのが表 6 である。
2031年以降は離農予備群の農地が出尽くし、経
営規模はこれ以上拡大しない数値である。2031
年以降、小山市や下野市は大規模化可能経営体
の平均経営面積は80 前後、野木町は67 8 に
拡大して限界を迎えるが、栃木市や壬生町は
200 を超す。

表 4　平地水田作地域の経営体の分類7）

農業
経営体
総数

大規模化可能経営体 現状維持経営体 離農予備群経営体

経営体数 割合
（％） 経営体数 割合

（％）
経営体数

（2020年以内）
経営体数

（2021年以降）
割合
（％）

栃木県栃木市 1 531 6 0 39 662 43 24 652 211 56 37
　　　小山市 2 507 70 2 79 685 27 32 1 326 426 69 88
　　　下野市 1 538 27 1 76 445 28 93 791 275 69 31
　　　壬生町 1 143 5 0 44 379 33 16 582 197 66 40
　　　野木町 462 11 2 38 173 37 45 221 57 60 17
茨城県筑西市 3 635 55 1 51 1 024 28 17 1 942 614 70 32
資料：「わが国の水田農業の構造変動とその対応方向」より。
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3.3.3.　中山間地の水田構造の変貌
　同じような手法で中山間地域の農地の流動化
を見たのが表 7 である。参考に那珂川町に近い
茨城県常陸太田市を加えた。結果は茂木町の大
規模化可能経営体の平均耕地面積が2031年に
147 8 、那珂川町は91 9 だが、常陸太田市は
200 を上回っている。中山間地域は平野部に
比べ、大規模化可能経営体が少ないため担い手
に農地が過度に集中する。しかも、高齢化の進

行スピードが平野部を上回っており、短期間に
集中する可能性が高いといえよう。
　このシミュレーションは農林業センサスの個
票から後継者の有無や農機具の保有状況をベー
スにしており、流動化する農地面積や規模拡大
する経営体数などはより実態に近いだろう。
　ただ、離農予備群が手離す農地を、地域内の
大規模化可能経営体がすべて引き取ると仮定し
ており、担い手農家の少ない栃木市や壬生町で

表 6　平地水田作地域の大規模化可能経営体の経営規模拡大の推移

分析項目
予測年次

大規模可能経営体の平均経営耕地面積拡大の推移（ ） 現状維持経営体
の平均耕地面積

（ ）2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2031年以降

栃木県栃木市 29 0 70 2 92 3 126 4 166 3 219 2 2 12
　　　小山市 32 4 41 2 46 2 52 7 60 3 79 8 0 92
　　　下野市 17 0 33 4 42 0 51 4 68 3 86 3 2 29
　　　壬生町 34 2 95 4 123 4 171 0 221 4 285 7 2 57
　　　野木町 34 5 43 2 48 4 52 6 59 8 67 8 1 82
茨城県筑西市 22 7 39 3 49 4 62 5 76 6 93 1 2 30
資料：「わが国の水田農業の構造変動とその対応方向」より。

表 7　中山間地域の大規模化可能経営体の経営規模拡大の推移

経営耕地
面積（ ）

大規模化可能経営体の平均耕地面積の推移（単位 ） 現状維持経営体
の平均耕地面積

（ ）2015年 2020年 2025年 2030年 2031年
以降

栃木県茂木町 1 165 14 4 66 9 96 1 123 5 147 8 1 2
栃木県那珂川町 1 864 13 9 38 8 58 4 78 4 91 9 1 5
茨城県常陸太田市 2 977 126 1 164 0 196 2 259 4 259 4 1 2
資料：「わが国の水田農業の構造変動とその対応方向」。栃木県の 2町は筆者試算。

表 5　平地水田作地域の経営タイプ別経営耕地保有割合

分類項目 総経営敷地
面積（ ）

経営体タイプ別経営耕地保有割合（％）
大規模化
可能経営体 現状維持経営体 離農予備群経営体

（2020年以内）
離農予備群経営体
（2021年以降）

栃木県栃木市 2 373 7 5 43 8 35 2 13 4
　　　小山市 7 265 31 2 22 9 27 1 18 8
　　　下野市 3 523 13 0 33 8 39 2 13 8
　　　壬生町 2 196 7 8 34 0 43 6 14 6
　　　野木町 1 061 35 8 29 6 26 2 8 4
茨城県筑西市 7 388 16 9 31 4 39 5 12 3
資料：「わが国の水田農業の構造変動とその対応方向」より。
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は、大規模化可能経営体の平均耕地面積が
200 を超すなど面積が大きくなってしまう。
現実には大規模化可能経営体が離農農家の農地
をすべて引き取ることは難しいだろう。とりわ
け生産条件の悪い中山間地域では担い手不在に
よる耕作放棄地や不作地の拡大が予想され、農
地の荒廃防止や環境対策が必要になってくる。
　地域内に担い手農家がいなければ外部から誘
致することになるだろうが、大規模化可能経営
体が農地を引き継ぐには収益性の向上が条件に
なる。収益性の改善には生産性の向上が求めら
れる。生産性が向上し、コストダウンを図れる
ような農地なら引き受け担い手は多い。生産性
を高める技術開発はもちろん、農地の面的集積
など担い手が農地を効率的に利用できる仕組み
ができているかなどが問われる。

4．農業生産性の向上

4.1.　農業生産力の停滞
　日本農業は国際的に生産性が低いといわれて
いる。世界貿易機関（ ）は2011年、日本の
貿易政策に関する審査報告で、農業について
「他の部門に比べて生産性が著しく低い」と指
摘し、日本政府に改善を求めている。
　日本は2000年代に入ったころから、ほぼすべ
ての部門で国内生産量が減少し、カロリーベー
スの食料自給率は39％と低位のまま推移してい
る。これまでは主に畜産消費の増大など消費構
造の変化によって輸入量が増え、食料自給率が
低下していた。だが、今後は国内生産量の減少
分が輸入農産物に代替され、自給率がさらに低
下する恐れがある。
　世界各国が土地利用型作物の収量水準を増や
しているのに、日本の収量はなぜ停滞するのか。
栃木県の主要作物の単収と国連食糧農業機関
（ ）のデータベース、 から国際競争
力を見てみよう。

　まず、水稲は栃木県の2016年の10 当たり収
量が553 なのに、韓国は722 、米国811 、エ
ジプト934 、豪州は豊凶差が大きいものの
1 029 と栃木県より86％多い収量をあげてい
る（図 3 ）。日本は米の需要減少に対応し、品種
開発は収量増よりも食味や加工適正など品質を
重視してきたのでやむを得ない面はあるが、こ
のままでは兼業農家が担ってきた食用一般米の
一部は輸入品に代替されてしまう。単収を引き
上げ、価格を下げて国際競争力の強化する必要
がある。
　小麦の収量も国際的には見劣りがする。栃木
県産小麦の10 当たり収量は2015年で402 と
80年代に比べて50 ほど増加したが、英国の
898 、ドイツの809 には遠く及ばない。80年
代半ばまで栃木県を下回っていたサウジアラビ
アも564 と急速に単収を増やしている。
　栃木県が生産量全国 1位の二条大麦は、2015
年の10 当たりの収量が391 だった。
の分類は大麦で、二条大麦に限定したデータで
はないが、ドイツ（717 ）や英国（669 ）、中
国（418 ）を大きく下回っている。
　農地面積の制約を受けにくい施設園芸作物の
単収も停滞が目立つ。栃木県が収穫量全国 1位
のイチゴは10 当たり収量が、2000年代初頭ま
で米国を上回るペースで推移していたが、その

図 3　水稲の単収の推移（10 当たり ）

資料：栃木県は「栃木県統計年鑑」、各国は 。
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後急速に低下し、2015年には4 182 と米国
（5 923 ）に水をあけられた。栃木県を大きく
下回っていたメキシコにも2013年に追い抜かれ
ている。
　日本産のイチゴは、皮の固い米国産などとは
品質が異なるうえ、収穫期も異なるので国内市
場では競合しないだろうが、輸出市場で韓国産
などとの競争が激化する可能性がある。
　栃木県の生産量が全国 6位のトマトの単収も
海外との格差が大きい。2015年の10 当たり収量
は9 420 と、1970年に比べて70％増えたが、オ
ランダ（50 712 ）の 5分の 1、英国（41 619 ）
の 4分の 1の水準だ（図 4 ）。
　栃木県が唯一、欧米並みの生産量に達してい
るのは生乳だ。2014年の経産牛 1頭当たりの生
乳生産量は栃木県が8 509 と、米国（10 097 ）
やデンマーク（9 227 ）は下回るものの、ドイ
ツ（7 747 ）を上回っている。

4.2.　収量停滞の要因
　日本農業の収量はなぜ停滞するのか。日本は
1960年代以降、豊富な水資源や技術蓄積、海外
を上回る資本投下によって収量を維持してき
た。その後、アジア各国は経済成長に伴って農
業への資本投下が増大。灌漑施設の整備など水
利条件も改善され、高温や日射量の多さなど有

8） 中央農業研究センター（中央農研）報告「小麦収量水準格差の形成要因～日本とドイツの比較分析」（2015年）。

利な気象条件が活かされるようになった。生産
者価格も上昇し、農家の増産インセンティブが
働いている。
　これに対して日本は近年、資本投下に増加が
みられず、生産者価格も横ばい、あるいは下落
し農家の増産意欲も低下した。技術開発は米な
ど食味向上に偏り、収量拡大は置き去りにされ
た。しかも、品種交代や新品種普及のテンポは
遅く、より収量性の高い品種への移行が円滑に
進んでいない。
　関根久子・梅本雅両氏の日本とドイツの小麦
の品種交代に関する調査8）によると、1980～
2006年の27年間に日本で作付けられた小麦の品
種は、上位 5品種で13種に過ぎず、この 5品種
が小麦作付面積の 7割以上を占めていた。これ
に対してドイツの上位 5品種は36種もある。し
かも、日本では特定の品種が長期間、上位を占
めるのに対し、ドイツは数年で品種が交代して
いる。ドイツの品種改良が急ピッチで進んでい
る証しだろう。
　生産向上には「労働力」「資本」「生産性」の
生産活動に必要な 3要素をフル稼働させる必要
があるが、既述の通り農業労働力は大きく減少
している。世代別の年齢分布を考慮すると、さ
らに労働力の減少が予想され、今後はより少な
い労働力で農業生産を維持する方策を検討しな

図 4　トマトの単収（10 当たり、 ）

資料：栃木県統計年鑑、 。

図 5　農業への純資本ストック（1970年＝1）

資料：内閣府「社会資本推計データ」。
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ければならない。
　一方、農業への資本投下は2000年ごろから全
国、栃木県とも純資本ストックが減少している
（図 5 ）。中国などアジア諸国や中南米諸国が投
下額を増やしているなかで、国際市場での日本
の比較優位はさらに低下している。
　労働力の増強や資本投下が難しいなら、生産
性を上げるしかないが、農業の労働時間は機械
化が一段落した1980～90年代以降は大きく減少
しておらず、労働生産性は1990年代後半から
2010年ごろまでの伸び率が小さい。
　これから大規模農家が増えるとなると、改め
て生産性向上に向けた政策が必要になるだろ
う。研究開発も技術力を活かした生産性向上へ
の取り組みを再度強化しなければならない。新
技術が円滑に普及する体制づくりも重要だ。

4.3.　稲作のコストダウン
　日本農業にとって喫緊の課題は、稲作のコス
トダウンによる収益の拡大だ。コストダウンの
手段には経営規模の拡大、栽培作物の複合化、
省力技術の採用、資材の大ロット購入、大区画
圃場の整備などが指摘されている。
　ただ、稲作の規模拡大には限界がある。水田

9） 生源寺眞一著「農業再生　真価問われる日本の農政」（岩波書店、2008）。

の経営面積を拡大していくと、規模の経済が働
き平均費用は低下するが、やがて最小最適規模
で収まる（図 6 の 点）。それ以上、面積を拡
大すると平均費用は横ばいになり、ある時点
（同 点）で上昇してしまう。生源寺眞一氏
（2008）によると、稲作の経営規模が10 ほど
で横ばいになり、おおむね20 で上昇する9）。
　10 で規模の経済の効果が失われるのは、
5 規模でも100 超の大規模経営でも稲作の
作業体系が同じだからである。日本は1970年代
後半に「中型機械化体系」と呼ばれる稲作技術
体系が形成されたが、本質的な部分はいまも大
きくは変わっていない。その技術体系（オペ
レーター 1人、機械 1 セット）では10 程度で
平均費用は限界に達するが、面積が10倍の
100 になっても機械が10セットに増えるだけ
で固定費は低下しない。むしろ分散錯圃などに
よる非効率が発生し、20 超で平均費用が上昇
する原因になっている。
　こうした問題の解決には、コスト限界の規模
を10 より大きくする必要がある。そのために
は省力機器の開発・普及、あるいは大型機械体
系を利用できる農地面積の大区画化、乾田直播
栽培の導入などの省力化が必要になる。さら
に、収益性の向上や機械施設の効率化、多収穫
米など新品種の開発によって、図 6 の費用曲線
を下方にシフトさせ、国際価格に近付けること
だろう。

4.4.　水田作経営を支援する技術開発
　課題の解決には、まず技術開発が必要だ。第
1 に少ない人員で大面積の耕作を可能にする効
率的な生産体系の構築である。現在は常時従事
者 1人当たりの耕作面積は平均10～20 だが、
労働者数を増やさずに100 規模に拡大すれば、
1人当り50 になる。自動運転のコンバインが、図 6　生産量と平均費用
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有人のコンバインと並走する協調作業システム
など、作業効率を上げる技術が求められる。
　収量性が高く、農産物を安定供給できる営農
体系を構築する技術も必要だ。 （情報通信
技術）や （人工知能）、ロボット技術による
生産管理や作業管理システム、新たな水田輪作
体系の構築などがあげられている。さらに環境
負荷の小さな持続的な営農体系、収益性の高い
新品種の開発・普及によるコストダウンも欠か
せない。
　ただ、現状では技術開発に時間がかかる。た
とえば、多収品種は10 当たり1 5トンといった
超多収品種を実現すれば大幅なコストダウンが
可能だが、良食味で超多収品種の開発はすぐに
は難しい。しかも、多収品種は晩生が多く倒伏
のリスクを伴う。収量増にはたい肥や化学肥料
の投入量も増える。中長期的にはともかく、当
面は超多収品種によるコストダウンに大きな期
待はできない。
　経営環境の改善も求められる。ひとつは分散
錯圃への対応だ。栃木県農業法人協会による
と、20 規模の経営で圃場枚数は70～100枚。
小規模農地の枚数が増えると、大型機械の導入
が難しいうえ、田植え機や収穫機など農機具を
圃場間で頻繁に移動しなければならない。移動
に要する時間は30分から 1時間と、作業時間全
体の10～15％に及ぶ。
　宮崎県の 農業法人のように （地図情報
システム）を利用して、分散した圃場を一元的
に管理する経営体や、鳥取県の 稲作法人のよ
うに集積圃場を半径2 以内に限定し、移動時
間の短縮を図るところもある。だが、抜本的な
解決には耕作農地の団地化が欠かせない。中山
間地域で農地を賃貸する場合もまとめて貸し出
せば、担い手につなぎやすくなり、地域の農地
も保全できる。地域の土地利用を調整する仕組

10）松倉誠一、南石晃明、藤井吉隆、江藤正衛、長命洋佑、宮住昌志「大規模稲作経営における技術・技能向上およ
び規模拡大にコスト低減効果」（2015年）。

みづくりが必要だ。
　農産物のサプライチェーンの効率化など流通
システムの改革のほか、人材の確保も課題だろ
う。たとえば、大型機械のオペレーターなどは
熟練者と初心者では作業効率に大きな違いがで
る。松倉、南石らによると、初心者は熟練者に
比べトラクター作業や田植機など作業全体で
2 60倍の時間がかかっていた10）。従業員の能力
養成や経営改善意欲の醸成が重要になってい
る。

4.5.　水田を畑として利用
　ただ、稲作経営の先行きは厳しい。農業経営
統計調査によると、2017年産米の資本利子・地
代全額算入生産費（全額算入生産費）は全国平
均で60 当たり 1万5 147円。流通経費や一般
管理費を加えると 1万6 000円を超える。これに
対して、60 当たり販売価格は近年、1万5 000
円前後（全銘柄平均）で推移している。差し引
き1000円ほどの赤字を国の助成金で補ってい
る。こんな状態が長続きするとは思えない。
　一方、経営耕地面積が30 以上層の全額算入
生産費は60 当たり平均 1万486円。流通経費
などを加えた原価水準は 1万2 000～ 1万3 000
円程度で、1万5 000円で販売できれば2 000円程
度の利益を生む。
　しかし、90年代半ば以降、2003年の凶作や
2011年の東日本大震災で供給量が減った時を除
けば、米価はジリジリ下がり、農家手取りは
徐々に小さくなっている。米の消費量も減少し
ている。 米（同時買い入れ方式）を通じて、
60 当たり価格が国産米の半分程度の外国産
米も輸入されており、今後米価が大幅に上昇す
る兆しはない。
　こうした課題を考慮すると、水田作経営の生
産性向上を追求しながら、米依存からの脱却が
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必要だろう。水田を畑地として利用する水田畑
輪作で麦や大豆、野菜などの生産、加工・販売
する多角化戦略を目指すべきだ。

5．新たな水田畑輪作体系の構築

5.1.　「園芸王国とちぎ」の推進
　栃木県も水田畑輪作の動きが始まった。県や
農業団体などでつくる「園芸王国とちぎ推進会
議」は2018年 6月、水田を活用した園芸作物の
生産振興を目指した「園芸王国とちぎづくり宣
言」を採択した。
　宣言は①技術革新を活かした施設園芸の展開
②県内農地の78％を占める水田を利用した土地
利用型園芸の生産拡大③需要の伸びが大きい加
工・業務用需要に対応した生産・流通体系の構
築――の 3点。水田で野菜を生産し、加工して
農業者の所得拡大を目指している。
　全国の野菜の産出額は健康志向の高まりなど
で、2011年で 2兆1 343億円と米の産出額（ 1兆
8 497億円）を上回っている。食の外部化の進展
で業務用需要が全体の57％を占めており、食品
メーカーや外食産業の国産野菜への需要は根強
い。　　
　栃木県は水田の利用で露地野菜産地（販売額
5 000万円以上）を2015年の16産地から2025年に
36産地に拡大。野菜の加工・業務向けの生産量
を7 669トンから13 000トンに増やすという目標
を掲げている。
　また、イチゴやトマトなど施設園芸の産出額
を2015年の661億円から2025年に760億円に拡
大。2015年に1 000億円だった園芸作物の総産出
額を2025年に1 300億円に増やし、園芸産出額の
都道府県順位を現在の13位から 8位に引き上げ
ることを目指している。
　園芸王国とちぎ推進会議は2018年10月、「産
地づくり基本構想」に沿って農協や企業が基本
構想を策定した13産地を承認した。構想の多く

は農地中間管理機構を通じて水田を集約し、一
部は畦畔を外して大型機械で作業できる大区画
化を推進する。栽培作物はさつまいも、ねぎ、
小松菜、キャベツなど。連作障害を防ぐため、
3年に 1度は水田に復帰する。

5.2.　芳賀町の水田輪作
　こうした中、芳賀町は水田で露地野菜栽培を
展開するワールドファーム（本社つくば市）と
協定を結び、町内の水田27 3 を団地化して
キャベツなどの野菜を生産する。2020年までに
農地を集積して大区画化し、2021年から栽培を
開始する。農場内には冷凍施設と乾燥施設を整
備し、カット野菜や乾燥野菜、冷凍野菜に加工
して宇都宮餃子向けなど業務用に供給する。
　ワールドファームは2000年に創業。水田を借
り受け、野菜生産から冷凍・乾燥など加工を手
掛けている。「冷凍野菜の輸入量（2011年で101
万トン）の半分を国産野菜に置き換える」（幕内
進会長）ことを目標に、全国10県13か所、合計
532 2 （2017年度）に生産拠点を置く。
　圃場の近くに冷凍や乾燥施設を整備し、一次
加工して業務用として出荷する。キャベツを生
鮮品で出荷する場合、10 当たりの粗利率は
13 200円だが、カット野菜や冷凍にすると販売
額は 4～ 8倍になる。2007年に熊本県でホウレ
ン草の生産と冷凍加工を開始したのを手始め
に、広島県では中国電力系の中電工と業務資本
提携して「中電工ワールドファーム」を設立、
岡山や広島県などで野菜を生産し、鳥取県の工
場で加工し出荷する。石川県では建設機器大手
「コマツ」と連携して耕作放棄地の再生事業にも
乗り出している。
　同社の事業モデルの特徴は徹底した効率化に
ある。たとえば、従業員は農作業と冷凍工場や
乾燥工場の両方を担当する。晴れた日は農作
業、雨の日は工場で働く体制を整え、人件費を
削減した。業務用に特化して大量供給も可能に
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した。モノ選びやチャンネル選びで確実な販路
を押さえ、サプライチェーンでも無駄を削除
し、収益構造を強固にしている。こうした効率
化によって、同社の2017年度の粗利率は40％を
超えている。
　芳賀町のモデルになるのが、秋田県横手市に
あるワールドファームの横手農場だ。水田の中
に広がるキャベツ畑は 1区画4 で、2018年度
の作付面積は合計18 42 。ここではキャベツ栽
培は農地所有者が担当するが、収穫作業はワー
ルドファームが受け持つ。 1 個3 にもなる
キャベツの収穫は高齢農家が敬遠するからだ。
ワールドファームの従業員70人のうち 6割が20
歳代だ。いずれ独立して、地域の担い手に育成
する方針だ。
　 や 、自動化などが先行投資型のハイリ
スクモデルとすれば、ワールドファームの取り
組みは、一定品質の国産野菜を大量供給する
ローリスクモデルといえそうだ。

6．おわりに

　日本の農業構造問題は、旧農業基本法以来の
規模拡大などから農地（利用権）を、いかに担
い手に農地をつないでいくかに変わった。農地
供給の加速度的な増加で、都府県ではまれな存
在だった100 を超える経営も珍しくなくなっ

た。そうした中、課題は大規模経営の適正規模、
あるいは規模拡大の目標をどこに置くかに移っ
ている。
　こうした大規模化には否定的な考え方もあ
る。環境にやさしい農法で安全・高品質の農産
物を生産するには数 規模が適正との主張だ。
特に有機農業などでは、大規模経営はデメリッ
トが大きいともいう。水稲作では規模の経済が
限度に達する10～20 が適正規模との見方もあ
る。一方で、大口の業務用需要に応じられる生
産規模や国際競争力のある経営には100 程度
の農地が必要との考えもある。
　問題は今後も増大する農地の供給量を、担い
手が受け止め切れるかである。土地利用型農業
の収益性が高い農地は引き受けられ、低い農地
は受け手不在になる可能性がある。担い手が引
き受けやすい農地の面的集約など農地を効率的
に利用できる仕組みづくりが重要になってい
る。地域の農業の存続には、供給農地の効率的
な利用システムづくりに市町村や集落で合意で
きるかが重要になっている。

付　記
　本研究は、帝京大学地域活性化研究センターの研

究員調査研究プロジェクト（2018年度）の成果であ

る。
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中国農村部における医療保険制度の変遷と直面する課題
―内蒙古自治区農村のケーススタディーから―

劉　　　亜　萍＊

1．問題提起
2 ．中国農村医療保険制度の歩み
2 1　計画経済期と改革開放期の農村

医療保険制度
2 2　“新型”農村合作医療保険制度の

構築
2 3　都市部住民基本医療保険と“新

型”農村合作医療保険の異同
2 4　都市・農村住民基本医療保険統

合の試み
3．事例調査の実態

3 1　「重病」に関わる農村医療保険の
効き方及び患者の生活実態（町
への移住者、女性）

3 2　「長期入院」及びその後の療養
（農村定住者、男性）

4．考察
4 1　保険の適用範囲と日常生活での

保険の役割
4 2　患者の自制と考え方
4 3　財源と保険の公平性、効率性
5 ．終わりに

要　旨

　中国農村地域では、50年代中期より農村合作医療制度を行っていたが、2003年から新型農村合作医療
制度を実施してきた。また、2016年には都市・農村住民医療保険統合の試みをスタートした。二元的社
会構造をもつ中国社会が、農村部における医療保険は財源や基金の運営、また適用範囲や保険納付金の
徴収など、たくさんの課題を抱えながら改革に取り組んでいる。本論文では中国農村医療保険制度の流
れと現状を分析し、農村の現実に対した保険の役割を事例調査を通して論じ、急速に改善されつつある
中国農村医療保険制度が克服すべき問題を明らかにする。

キーワード：農村　二元的社会構造　医療保険制度　財源　給付

1．問題提起

　中国にとって、「農業・農村問題」は、歴史的
に常に最大の問題であったと認識されている。

そして現在、急激な経済発展のなかで、都市／
農村の格差の拡大、農業の不振、農村の疲弊と
農民の貧困が進み、これは、中国では「三農問
題」として議論・研究されている。2003年、中

＊帝京大学経済学部地域経済学科客員研究員（2017～2018年度）・内蒙古財経大学公共管理学院教授
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国政府がこれまでの経済成長一辺倒の政策を軌
道修正し、「調和のとれた社会」というスローガ
ンのもとに、基本方針として「三農問題」を重
点的に対処すべき課題とすることが公式に発表
され、農村部の社会保障制度は格差是正の一環
として改革の取り組みを進めてきた。
　また、改革開放政策の施行以来、従来の“旧
型”農村合作医療保険制度は人民公社の崩壊に
よりその基盤が崩れた。人民公社であった集団
経済形態が農家請負生産責任性を代表とする個
人経済形態に変わり、農村合作医療制度も農民
個人の自費医療制度に変わってしまった。農民
の健康問題はもっぱら個人並びにその家族の問
題となり、病気で貧困状態に陥ったり、貧困に
戻ったりする農民が多く出ており、もはや病気
は農民を貧困状態に強いる最大の要因となっ
た。本稿では、中国における医療改革推進期以
来の農村部医療保険制度の改革に注目し、事例
調査を通してその現状と課題を明らかにしたい。

2．中国農村医療保険制度の歩み

　医療制度は時代背景によって変革されるのは
中国に限ったことではないが、しかし、中国の
場合、人口移動を制度的に制限されたことに
よって形成した二元的社会構造が、医療制度に

大きな影響をもたらした。中国農村部の医療保
険制度は図 1 のように区分できよう。

2.1.　 計画経済期と改革開放期の農村医療
保険制度

　中国の農村合作医療制度は毛沢東による農業
生産の集団化、すなわち人民公社とともに成立
した。共産党政府は1958年より農村の生産集団
を人民公社として組織化することを決定した
が、翌1959年、人民公社を基礎とする「合作医
療制度」という農民の互助共済医療保険制度が
設立された。都市部の労働保険医療制度と公費
医療制度が国家主導の社会保険であったのに対
し、この時期の農村合作医療制度は農民の自由
意思による互助的共済医療制度であり、中央政
府による財政援助はなかった。農村合作医療制
度は任意加入であったが、農村医療における重
要な役割を担った。農村部の医療施設は衛生所
であり、簡単な治療、予防接種、生育・出産な
どの包括的サービスを提供した。しかし医療従
事者の専門的知識が限られていたため、そこで
の医療対応は軽度の疾病のみであり、中度の病
気は人民公社・鎮の病院で、重度の病気は県・
市の病院で診察を受けることになっていた。農
村には医療の専門教育を受けた医師がおらず、
医療サービスのレベルは低かったが、当時80％

図 1　中国農村医療保険制度の変遷

出典：各資料に基づき著者作成。

34 帝京大学地域活性化研究センター年報　第 3巻（2019）



の人口を占めていた農村への当該制度の導入は
大きな効果を発揮した（赤坂2017）1）。
　文化大革命が終結後、中国における経済体制
の改革が始まった。80年代に入ると、人民公社
制度が全面的崩壊した。よって、政府財政の支
援が受けられない農業集団と個人の共同拠出す
る集団福祉制度である“旧型”農村合作医療制
度は有名無実となった。全国で旧制度を実施し
た行政村の比率は、1976年の90％から1985年の
5 4％に急速に減少した 魏強 2016 36 。
　1990年以降、政府は農村合作医療制度の回復
運動を始め、1994年には加入率が13％にまで回
復したが、それ以上増加することはなかった。
原因の一つは中央政府からの財政援助が受けら
れなかったため、地方政府の持ち出しが多く、
運営が大幅な赤字に陥ったこと。もう一つの理
由は保険に加入しても実際の受診には高い自己
負担が必要であったため、農民の加入意欲が低
かったからである。1997年に中国政府が頒布し
た合作医療政策は、依然として「民営、集団補
助と自由参加の原則を堅持する」というもので
あり、政府による財政支援の姿勢を示さなかっ
た。医療保険を失った農民はほとんど自費医療
となり、1998年、都市部住民の自費医療比率が
44 13％であったのに対し、農村住民のそれは
87 44％にのぼった。また農村住民が病気のため
入院する必要があっても入院しない比率は2003
年、70％に達した。

2.2.　 “ 新型 ”農村合作医療保険制度の構築
　中国政府は農村合作医療推進のため、1990年
代には「衛生改革と発展」に関する様々な決定、
意見、条例を公布したが、ほとんど効果が得ら
れなかった。その原因はいずれも政府の財政投
入がなく、農民の自主的な互助的医療保険制度
という原則を変えなかったからである。

1） 以下、特に断らない限り中国医療保険制度の歴史についての統計数値は赤坂（2017）による。

　新世紀に入り、「三農問題」がますます社会問
題になりつつ中、中国政府は2003年に「新型合
作医療制度の構築に関する意見」、2006年に「新
型農村合作医療制度をより一層推進することに
関する通達」を 2回にわたって政策を公表し、
改革の取り組みを進めた。2003年の「意見」に
基づき、制度は依然として保険の運営方式を採
用した。保険料は農民10元、地方政府10元、中
央政府10元、合計して一人当たり年に30元を設
定された。中央財政からの出資は農村医療制度
において初めてのことであるが、拠出が不足す
ることと農民の加入意識が薄いことから、制度
が円滑に実施できなかった。さらに、中央政府
は2006年の「通達」を公布し、2010年までに全
国の農民を保険でカバーすることを目標に掲げ
た。2006年から中央政府及び地方政府の財政援
助は従来の10元から20元に増やすこととなっ
た。これにより、制度の導入県（市、区）数は
2006年の1 451の県（市、区）（全国県（市、区）
の50 7％）から2007年の2 460の県（86％）に増
え、加入者数は4 1億人から7 3億人に達した。制
度の強化を図るために、2年後中央と地方政府
の財政援助はさらに80元に増やし、農民も10元
を増やし20元を拠出することを講じた。保障内
容はすべての病気を治療する費用を給付するこ
とではなく、農民が重病に罹った場合のみ、そ
の治療費用の40％前後を本人にまたは家族に給
付する制度である。
　国が強力に推進した“新型”農村合作医療制
度の特徴は、以下のようにまとめることができ
よう。
　 1 ）世帯単位で加入すること。一世帯に保険
証一枚を発給し、写真付きの家族全員の情報を
載せている。農村戸籍であれば、幼児から高齢
者まで皆同じ保険になる。
　 2 ）収入無差別の保険料納付。保険料の納付
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は家庭の収入と関係なく、世帯の人数分で計算
する。乳幼児と高齢者も同額である。
　 3 ）保険料の徴収は村ごとで行われる。村は
中国の農村行政の基礎であり、通常「行政村」
と呼ぶ。村民委員会は法律上には村民自治の組
織であるが、事実上上部行政の行政業務を全て
担っている。計画生育関係や社会保障関係業務
は村部の大きな仕事になっており、医療保険料
の徴収は重要な一つである。村長や民生委員が
一軒一軒回って集金し、村全体の保険料が揃っ
たら、上部機関の指定口座に振り込む形をとっ
ている。
　 4 ）政府の強力推進のもとでの発展モデル。
新型農村合作医療では国からの財政投入を高め
られているが、そのことが特に強調されてきた。
新型農村合作医療保険は原則的には任意加入だ
が、国から90％以上の参加率を求められている
ため、「任務達成」のため村委員会は村民に全員
加入するよう説得にも努める。また、世帯単位
で加入すること（乳幼児や高齢者等病気にかか
りやすい家族構成員がいる場合には加入意欲
大）、中壮年も重病にかかるリスクが年々増加
していることから、農民の加入意識がだんだん
高まってきており、ついに90％以上の加入率と
なった。
　このようななか、新型農村合作医療保険は農
村部に定着してきた。中国は広大であり地域間
格差も大きいことから、新型農村合作医療制度
の構築をめぐって、国の強力な推進のもと一元
的な方式が定められたが、基本原則のもとでの
地方の独自性も認められており、財源も給付も
実に地域によって相当な差異が見られる。

2.3.　 都市部住民基本医療保険と “新型 ”農
村合作医療保険の異同

　国民の医療保障問題をめぐって、中国指導部
は1998年に都市部従業員基本医療保険制度を作
り出し、その後新型農村合作医療制度を試みて

きて。2007年までは、医療保障のもたない者は
都市部非雇用者のみとなった。よって、国務院
は2007年より都市部（非雇用者）住民向けの医
療保険の構築を始めた。その特徴は、新型農村
合作医療保険と比較しながら、以下のように述
べよう。
　 1 ）加入方式としては、世帯単位で加入して
もいいし、個人で加入しても可能である。加入
者それぞれが個人の医療カードをもち、医療機
関にかかる場合には、個人のカードの提示で診
療を受ける。新型農村合作医療保険の場合に
は、家族全員が同一の保険証になる。
　 2 ）保険料は身分によって異なる。学生、児
童の保険料は年間100元であり、中には個人負
担は60元で、国が40元を負担する。その他の都
市部（非雇用）住民は、年間保険料は560元で、
中には、個人負担が330元、国が230元を補助す
る。ただし、70歳以上の高齢者は個人負担が120
元、政府の補助は440元である。重度障害者、生
活保護者及び低収入世帯の60歳以上の高齢者は
保険料はすべて国が負担する。この点について
は、新型農村合作医療保険との違いが明らかで
ある。個人負担が農民より高いが、国の補助も
高くなっている。
　 3 ）保険を使った場合には、保険支給限度額
は新型農村合作医療保険よりかなり高いし、支
給率の方も高い。また、保険適用の病気の範囲、
治療法の範囲、保険適用の薬品も新型農村合作
医療保険より広い。
　 4 ）保険の加入は任意加入方式をとる。この
点は、新型農村合作医療保険と同様である。
　以上のように、新型農村合作医療保険に比べ
れば、都市部（非雇用者）住民医療保険の方が
厚めであるといえよう。

2.4.　 都市・農村住民基本医療保険統合の
試み

　中国の社会保険は胡錦濤時代にさらに急速な
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改革が行われた。第12回五ヵ年計画期（2011
2015年）以来、国民皆医療保険システムの建設
が進み、基本医療保険加入率は95％を上回るに
至った。胡錦濤国家主席（当時）は2012年11月
の第18回党大会において国民皆保険の目標をほ
ぼ達成したことを高らかに宣言した。省単位
（日本の県レベル相当）で実施されてきた総合的
医療改革の試みは有益な経験を積み、国民の平
均寿命の伸びや医療機関の充実など大いに成果
を得ている。医療改革の深化が中国国民経済と
社会発展において重要な働きを果たしていると
いえよう。中国指導部は、第13回五ヵ年計画期
（2016 2020年）には全面的な“小康社會”（相対
的裕福である社会作り）を達成するための重要
段階であり、基本医療衛生制度を健全化するに
あたって肝要な時期でもあるとされた。変化し
つつある情勢と新しい挑戦に面して、これから
の医療改革は基礎作りから質の向上へ、枠組み
構成から制度建設へ、単一項目の突破から総合
的推進への転換が求められている。
　2016年 3月14日、中国国務院首相李克強は政
府活動報告において、都市・農村住民基本医療
保険制度を統合すると宣言した。これを受けて
2016年10月 9日、中国人的資源・社会保障部は
「都市・農村基本医療制度の統合作業を加速し、
年末までに各省において条例を発布し、2017年
には都市・農村統一医療保険の実施をスタート
するよう尽力する」という通達を出した。また
国務院も「都市・農村住民基本医療保険制度の
統合に関する意見」を発表し、既存の「都市住
民基本医療保険制度」と「新型農村合作医療保
険制度」を統合し、「都市・農村住民基本医療保
険制度」とすることを決定した。これにより中
国の医療保険体制は、これまでの 3本立て（都
市部従業員医療保険、都市部住民医療保険、農
村合作医療保険）から 2本立て（都市部従業員
医療保険と都市・農村住民医療保険）となる。
また李克強は同報告のなかで、医療保険制度に

関して早急に達成すべき課題として、①「都
市・農村住民基本医療保険制度の財政補助基準
をさらに引き上げること、②基本医療保険の全
国ネットワーク化と指定地以外での医療保険給
付を促進すること、③医薬品・医療機器の審
査・許認可制度の改革、④70％程度の地区・市
で級別診療（重いものは上級、軽いものは下級
医療機関で治療する制度）を試行する、⑤医療
機関の民間経営の奨励、医療業界の特徴にあっ
た人事・報酬制度の確立などを挙げた。
　中央政府の指針のもと、中国各省、自治区、
直轄市は自らの地域の実情に基づいて、都市・
農村住民基本医療保険制度の統合に動き出し
た。早くも2016年の時点で新しい保険の施行と
運営に対応できるよう新しい行政機関（社会保
険庁）を創出したりする地域もあれば、実情に
よりすぐに移行できない地域もあった。
　新型農村合作医療保険と対照してみると、こ
の合併した制度は依然として重病の患者しか保
障しない原則をとっている。これは財源確保の
視点では確実に有利であるが、しかし軽い病気
にかかった農民が疾病を我慢したために重病に
なるケースが生ずる。また、保障限度額が設定
されているため、大金を要する重病の農民に対
しては、保障効果が望めないことも懸念される。
また、都市従業員の強制加入と違って、都市・
農村住民医療保険制度においては、加入体制は
相変わらず任意加入することが原則となってい
る。
　中国国務院発展研究センターにおいて“2018
中国民生調査”の結果が発表されている。それ
によると、調査対象世帯のなかで2 607世帯が入
院歴があった。医療保険平均給付率（医療費全
体に対する構成比）は44 8％になる。なかには、
都市従業員の給付率は58 93％、都市部住民医療
保険の給付率は47 45％に対して、新型農村合作
医療保険の給付率は38 75％であった（中国国務
院発展研究中心2018）。いずれも前年度よりは
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給付率が上がったが、“家庭支出のなかで一番プ
レッシャーを感じること”の質問に対しては、
“医療費”は28 1％で去年よりは少々比率が下
がったが、相変わらず一位の心配事になってい
るようである。また、都市部に比べて、農村部
の給付率が低いことは明らかである。

3．事例調査の実態

　社会保障制度の設立においては、中国の経済
環境を踏まえて、グループ間や地域間で経済発
展のレベルによって異なり、住民の所得水準も
大きな格差が存在する。医療保険制度において
も、地域間で財源の調達方式や給付の水準に大
きな差が見られる。
　内蒙古自治区は少数民族（モンゴル族）地域
でありながら、漢民族は人口の約80％を占めて
いる。石炭、天然ガス等の自然資源産業とカシ
ミヤ、畜肉産業が発達しており、 成長率は
省レベルで国内ランク10位に入った時期もあっ
た。社会保障事業においては発達した沿海部と
はまだ差があるが、中国全体を見る場合には、
格付けが「中」に当たる位置づけから、本研究
では、内蒙古農村の事例調査を通して、中国農
村部の医療保険の現状と課題を触れたい。

3.1.　 「重病」に関わる農村医療保険の効き
方及び患者の生活実態（町への移住
者、女性）

家計の状況
　 （44歳）は、夫（46歳）と一人娘（18歳）の
3人家族である。12年前（2006年）、娘の町での
就学と生活水準の改善を求めて、結婚して10年
間貯めたお金で、町でマンションを買い、村か
ら40キロ離れた町へ引越した。二元的戸籍制度
の下、戸籍は村に置いたままであった。その後
夫が小さな事業を開き、 はスーパーでアルバ
イトをしていた。平穏な暮らしを数年間続けた

が、しかし、地方の経済不振のこともあって、
夫の事業が失敗してしまった。幸い借金を負う
ことがなかったが、手元の貯金はゼロになった。
やがて夫は都市へ出稼ぎに行き、 は娘の学校
生活を見守りながら、アルバイトを続けた。
　 の70代になった両親は同じ町に住んでお
り、ある日、父の看病をしてきた母が急に倒れ
て、入院してしまった。兄弟が 3人いるが、ど
ちらも生活に追われていて、最終的には両親の
看病は一番近くに住んでいる が担うことに
なった。アルバイトができなくなったことによ
り、収入が減り、出稼ぎの夫の収入にだけが頼
りになった。夫は都市で働く報酬は月給3000元
ほどだった。
発病
　そのような生活の中で、2016年に入ってから
は右乳房に痛みを感じるようになり、そこに
硬いものができているのを自分で知った。まさ
か自分が重い病気にかかってしまったのではな
いかを想像し心配だった。両親の介護と娘の世
話で忙しくしている中、病院に行く余裕もな
かったが、心細くて、誰にも言わなかった。薬
局で痛み止め薬を買って、数日間飲んで観察し
た。
　薬によって痛みは少し減ったようだが、硬い
腫瘍は大きくなっていった。やむを得ず、 は
自分の実姉と義理の姉に打ち明けた。それを聞
いた姉たちはすぐに を連れて地元の病院（町
で唯一の 2級甲等病院）へ検査を受けた。診断
の結果は、乳ガンだった。良性か悪性かについ
ては、手術をして精密検査をしないとわからな
いといわれた。
　中国の行政ランクは省（自治区、直轄市）―
市―県―郷―村となっているが、ガンの手術は
市レベルの病院に行かないと受けられない。遠
いところで働いている夫に心配をかけないよう
に、自分の病状を言わないことにした。実家と
夫の家の兄弟から入院のお金を貸してもらっ
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た。
入院治療
　実姉と義理の姉の付き添いで市の病院へ入院
し、親族の提言で手術を受ける前に事情を夫に
伝えた。手術を受けて精密検査をした結果、悪
性だった。三週間ほどの入院治療を受けた。中
国の看護師は注射や点滴、裂傷の縫合、薬剤投
入及び管理など医療業務だけを行うため、患者
の食事や看護はしない。期間中に、食事やその
他の世話は夫が帰ってくるまでは全て姉妹ら交
代で付き添った。
医療費
　19日間の入院治療は、薬と設備等は全て保険
内のものを使用した。手術費を含めて約 3万元
余りかかった。新型農村合作医療保険の適用要
件には、入院して 3日以上、医療費は一定額以
上に達した場合であると規定されており、 の
場合は適用だった。 精算の際、 保険から
14 626 76元支給され、個人負担は15 716 3元
だった。保険給付率は48％である。重病にか
かって、医療費が 3万元を超えた場合、「大病保
険」も効くため、その後地元の民政局へ申請し
た結果、残っている保険適用額の8 585 16元は
20％の比率で、1 717 03元を二次支給という形
でもらった。そうすると、農村合作医療保険と
農村重病保険をあわせて、57 45％の給付になっ
た。
　退院後も治療を続けなければならなかった。
2016年 4月～10月にかけて、術後の抗がん治療
は 3週間ごとに 9回受けた。その都度三日ほど
の入院をして治療を受けていた。海外の薬と治
療手段を使えばよく効くし、抗がん剤の副作用
も低く、辛さが和らげられると医者に言われた
が、その場合は保険が効かないし、輸入品は国
産よりかなり高くつくため、どうしても考えら
れなかったという。毎回の入院費用は6 500～
8 000元で、保険適用部分の50％前後支給され
た。こうして、毎度の治療が保険から3 000元前

後支給され、個人負担は3 000元から4 000元
だった。市の病院は150キロ離れたところにあ
るため、バス代は片道90元、付き添いの者の分
を合わせて、往復で400元弱かかる。二人の食事
代や用品代を入れると、毎回の入院治療はどう
節約しても個人負担が3 700～4 700元が必要
だった。これらの費用は全て兄弟や親戚から貸
してもらった。夫は の看病で一時的に働けな
くなり、家計はマイナスばかりだった。
借金返済のための決断
　 は抗がん治療の辛さを耐えて、闘病生活を
続けた。半年ごとに病院へ検査を受けている。
そのような検査はいくらかかっても保険が効か
ない。が、幸い、病状は安定している。しかし、
夫一人で働いていて、自分がしばらく働けない
ため、借金と家計維持費に困っていた。そのよ
うななかで、2017年11月に、つい自宅のマン
ションを手放すことに決断した。ここ10年、不
動産高騰の状況が続いたため、 の住む小さな
町でも、マンションの値段は当初より 3倍以上
上がった。その売上で借金を返し、アパートを
借りて暮らし始めた。

3.2.　 「長期入院」及びその後の療養（農村
定住者、男性）

家計の状況
　 （55歳）は妻（55歳）、息子夫妻と孫娘の 5
人家族である。ずっと生まれ育った村に住んで
いる。自宅は中型の耕作・収穫機械をもってお
り、自分たちの畑の耕作以外、 と息子は自分
の住んでいる村や周辺の村の農家から依頼を受
けて耕作・収穫の作業をも担ってきた。村から
家族 5人用の畑を請け負っている以外、出稼ぎ
などで村を出た者の畑も一部請負う形でもって
いる。農業収入は平均で年間 7 万元ほどある
が、費用を除けば 3万～3 5万元の実収入にな
る。機械のほうは競争が激しくなってきている
ものの、費用を除けば平均で 2万ほどの年収を
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得ていたが、しかし、今年は 5月に が入院し
たことにより、一人息子も付き添いせざるを得
なかった。よって、その後は機械は動かなかっ
た。収入は春の7 000元だけだった。
慢性病と家計の変化
　 は2012年に糖尿病にかかっていると診断さ
れ、それ以来インシュリンの注射を続けてい
る。それまでは は健康診断を受けたことなく、
お金がかかるし、その必要がないと思っていた
ようである。新型農村合作医療保険は慢性病に
使えたので、ほぼ50％の薬代が支給される。こ
れは、薬局の窓口で支払うときに直接に保険が
使えた。
　2016年に孫娘が幼稚園入園の年齢になり、町
で小さなアパートを借りて、幼稚園に通い始め
た。息子の嫁が子供の付き添いで町で暮らすこ
とになり、農業に従事できなくなった。働き手
が減った一方、家計は以前より支出がずっと大
きくなった（農村の廃園、廃校による農家の教
育費負担増）。
急病で入院
　2018年 5月、 は脳 塞で急に倒れ、病院へ
運ばれた。早速手術を受けたが、入院生活を
三ヶ月続けた。前述のように、2016年より中国
は都市・農村住民医療保険の合併が進んでお
り、各地は前後するが、 の所在する県は2016
年から新しい医療保険局を設立し、両保険の合
併を推進してきた。新型農村合作医療保険に比
べれば、合併後の保険は病気の適用範囲が拡大
され、保険内の治療法や薬の品目も増えた。保
険料の個人負担もある程度増やされたが、保険
の給付も以前より少し厚めになった。 が 3ヶ
月の入院治療には、病院へ支払った総費用は
34 496元余りだった。自己負担は11 820元で、保
険給付率は65 74％になった。病種によって、ま
た利用した病院のレベルによって、給付が違っ
てくるが、2016年新型農村合作医療保険を利用
した よりは、給付の比例は大きくなった。そ

の要因の一つは、 が地元の県立病院に入院
し、治療を受けたからである。脳 塞は中国で
の常例病になり、治療法は成熟している。市の
病院のほうは、施設が充実しており、医者の症
例経験や技法も優れているが、市の病院で治療
を受けると、保険規定により、給付開始ライン
が町の病院より高くなるし、また実家から遠い
ことで、交通費や食費などがより多くかかるた
め、地元の病院で治療を受けると決めた。
退院後の生活
　今は自宅療養生活を送っており、退院後の薬
代やリハビリ等は保険が効かないため全部自費
になっている。脳 塞の後遺症で片方の手足が
不自由になり、日常生活は介護が必要になっ
た。家主が倒れたことで、来年の農業生産をど
うするかはこの家庭の課題になっている。

4．考察

　上記 2 つの家庭はいずれも病気による家計へ
の影響は大きかったことは言うまでもない。新
型農村合作医療は、農家や町で暮らしている農
村戸籍の家庭にとっては、大きな存在となって
いた。激しい社会変動を経験する中国は、農村
人口は未だに 6億人以上もいる。農村部におけ
る医療保険の改革は進められているが、農家に
とってその役割はどれほど働いているか、また
その課題をどのように解決していくのだろう
か。以下の分析から見ていく。

4.1.　 保険の適用範囲と日常生活での保険
の役割

　まず、2003年から施行された新型農村合作医
療保険も2016年に一部の地域でスタートした都
市・農村住民医療保険も入院三日以上、また医
療費は一定額以上かかった場合のみ適用され
る。また、入院するには、前払金が必要である。
その額は、病院、病種、治療法、入院予定日数
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などによって違ってくる。ケースバイケースで、
その都度主治医に聞いて、入院手続きの時点で
お金を病院に預けておく。 の場合は前払金は
5 000元で、 の場合は4 000元だった。農家に
とっては、結構な金額になるため、入院にあ
たって前払金を調達しなければならない。 の
場合は夜中に急に発病したため、4 000元を集め
るのに、家族で精一杯だったという。
　国から保険適用の薬品の目録が公表されてお
り、そして常に更新されている。国の方針によ
り、保険適用の薬品の範囲は拡大してきている
が、しかし、地域間の格差が激しいため、どの
品目に適用できるかは地域（省、自治区、直轄
市）によって違ってくる。先進地域では2017年
に改訂された新しい適用品目を使用しており、
その範囲は拡大されている。内蒙古自治区の場
合は、未だに2012年の国指定品目を基準にして
いる。 の場合は、術後の治療に当たり、抗が
ん剤は輸入薬、新薬と普通薬と分けられてい
る。外国産の薬は保険外のため、使う場合は完
全に自費になる。国産の新薬も2012年の保険給
付指定範囲に入っていなかった。よって、 は
保険の効く国産の普通の薬を選んだ。抗がん剤
の副作用が激しく、闘病生活の辛さを一層味
わった。都市・農村住民医療保険が一本化する
と、指定薬品の目録は農村合作医療保険より広
げられ、 の場合は、今だったら、もっと良い
薬が使えるという。
　国家財政に余裕のない段階で共済機能を発揮
させ、重病人に重点をおいた仕組みを作り、軽
症の疾病は保険から除外したことは、持てる力
を保険の「リスク分散機能」に限定して投入し
ている点で合理的な選択であると評価できよ
う。

4.2.　患者の自制と考え方
　保険に加入した者は、指定慢性病の薬代の一
部（約50％）が補助される。また、60歳以上の

高齢者及び生活保護世帯は年に一回無料で健康
診断を受けることができる。しかし、それ以外
の者は健康診断や風邪などの場合、保険が効か
ないため、全部個人負担になる。 の場合には
それまで健康診断を二、三回しか受けたことが
なく、 の場合には健康診断を受けたことがな
かった。普段の風邪等では一切病院に行かない
し、熱を出しても薬局で薬を購入して済ませ
る。こういう実情から、保険は病気の予防のた
めには働いていないと言わざるを得ない。
　都市・農村住民医療保険は相変わらず大病し
か保障できないシステムとなっている。このた
め、農民は軽い病気を我慢し、重病になるケー
スが避けがたい。この制度を充実すれば、農民
は病気にかかったときに効率的に治療し、早め
に生産現場に復帰できることが考えられる。こ
れによって、農民の稼動能力が向上し、農業生
産性を向上する効果も期待できる。
　保険の給付方式と給付額は地域による差異が
見られる。入院に対する給付開始基準額は郷
（鎮）、県（市）、省の医療機関順に高く設定され
ている。給付が開始される設定金額までは、医
療費はすべて自己負担であり、上限額を超えた
分も自己負担である。給付比率も病院レベルに
よって異なる。
　中国の病院はベッド数や医療環境基準により
三等級に分類される。一級病院は居住区レベル
の病院で、ベッド数が100床以下である。二級病
院は市や区レベルの病院で、ベッド数が100～
499床である。三級病院は中国衛生部・市衛生
局の管轄で、大学付属病院などベッド数が500
床以上の病院である。厳密に言えば、それぞれ
の等級は三級甲・三級乙・三級丙のように 3つ
に分けられ、全部で 9つに分類される。
　 の場合は、町の病院はガンの手術ができな
いということで、市の病院に入院した。悪性の
ガンのような重病の場合、市の病院よりは大都
市の総合病院のほうがよいことは誰でも知って
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いるが、人口の多い中国は総合病院に入院する
ことが難しく、時には長く待たなければ入れな
い。また、そのほうが費用ももっとかかるため、
諦めせざるを得なかった。 の場合は、町にあ
る二級甲等の病院に入院した。400キロ離れた
市の病院は三級甲等病院であり、そちらはより
高い医療技術と設備をもち、手術も、リハビリ
もより安心して受けられる。しかし、市の病院
に入院した場合、保険給付開始基準は県病院よ
り高く設定されている。また、交通費並びに看
病に必要な費用も高くつくため、地元の病院を
選んだ。

4.3.　財源と保険の公平性、効率性
　中国は省（自治区、直轄市）によって保険の
会計単位が違う。経済が進んでいる地域は、市
レベルの統合になりつつあるが、内蒙古自治区
の場合は、相変わらず県単位になっている。ひ
とつの県は人口が数十万から数百万までそれぞ
れである。 と の所属する県は、2011年の統
計によると、当県の総人口は300 315人、戸数は
125 120戸。中には、都市戸籍の人口は55 277人
であり、総人口の18％を占めており2）、農村戸籍
の人口は82％をも占めている。これにより、中
国における県域の人口の戸籍構成が窺える。
　保険の財源は、国の拠出も徐々に増えてきた
が、個人納付金も増加してきた。新型農村合作
医療保険制度発足した2003年、一人あたりの中
央政府の拠出は10元だったが、2018年には420
元になり、個人負担は2003年の10元から2018年
の220元になっている。当県医療保険管理局の
担当職員へのインタビューによると、2017年ま
では医療保険基金の運営は黒字だったが、2018
年は国の推進する「扶貧」（貧困扶助）の活動は
激しかったため、基金はどうなるか懸念される
という。

2） 阿魯科爾沁旗政府ホームページ　 　2018年11月28日アクセス。

　また、新しく実施された都市・農村住民基本
医療保険制度において、保険納付金は相変わら
ず収入や年齢と関係なく、皆一人一人一律に同
じ金額を納付することになった。なお、都市従
業員の場合は、定年になるとそれまでの保険基
準と同じような保険を享受できながら、保険金
の納付義務は停止する。それと対照的に、農民
の場合は一生払わなければならない。

5．終わりに

　以上論じてきたように、中国農村部における
医療保険制度はここ20年来、急速に発展してき
ている。制度規定のきめ細かな工夫がより一層
必要であり、現行の都市・農村住民医療保険の
具体的な効果もまだ検証の余地が残るが、中国
農村部における医療保険は経済発展にともなっ
て「狭い範囲の共済機能」より出発し、「国庫負
担無き純粋の社会保険」を経て、「国庫負担つき
の社会保険」と発展してきたプロセスは中国社
会の発展そのものを物語っているといえよう。
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栃木県における産業集積の現在と将来
―2018年度地域経済学科シンポジウム―

山　本　健　兒1）＊ 1・丹　羽　孝　仁＊ 1

趣旨説明

　地域経済学科恒例のシンポジウムについて、2018年度の開催準備のために実行準備委員会を2017年度
晩秋に組織した。準備委員長には山川充夫学科長（当時）、委員には五艘みどり、丹羽孝仁、そして山本
健兒の 3名が就任した。例年よりも早くから準備に取り掛かったのは、経済地理学会恒例の秋開催にな
る地域大会を帝京大学で開催してもらえないかという依頼が経済地理学会関東支部からあったからであ
る。上記 4名で協議し、経済地理学会会員で宇都宮共和大学シティライフ学部の西山弘泰講師にも実行
準備委員に就任していただき、本学科と経済地理学会の共催でシンポジウムを開催することにした。
　標記のテーマを選んだのは、これまでの地域経済学科シンポジウムのテーマが観光や農業、環境保全
などに関わるものが多かったが、栃木県経済を支えている最も重要な産業である工業をこれまで扱って
こなかったからである。
　東京大都市圏外縁部に位置する栃木県は、戦前の工場疎開や戦後の大規模工業団地開発によって、国
内有数の内陸型ものづくり県の地位を固めてきた。また、戦前からの地場産業を基礎にして業態を転換
して活躍する中小企業も多く存在し、さらに、独自のアイデアを活かしてニッチ分野で活躍する中小企
業も少なくない。しかし今日、規模の如何を問わず製造業企業は「経済のグローバル化」への対応を迫
られ、また、 や 4 0（第 4次産業革命）への対応が必要であると、国内外で叫ばれている。こ
うした動きが、産業の現場でどのように受け止められているのか、県内外あるいは国内外との結びつき
を将来どのように展開していくのか、栃木県の産業集積の現在を理解し、その将来を考えるというのが、
2018年度シンポジウムの趣旨である。
　なお、山川充夫は2018年 3月末をもって帝京大学を定年退職となったので、実行準備委員会を実行委
員会に衣替えし、実行委員長を山本が務めた。シンポジウムでは経済地理学会との共催を考慮して、学
会会長で工業地理に造詣の深い松橋公治明治大学教授に基調報告をお願いした。また栃木県による工業
政策についての報告を栃木県産業労働観光部工業振興課の関本充博課長に、栃木県中小企業支援に関す
る報告を栃木県よろず支援拠点の矢口季男コーディネーターに、そして製造業の現場で活躍する中小企
業に関する報告を（株）スズキプレシオンの鈴木庸介取締役会長にお願いした。また、栃木県に本社を
置く製造企業の取引先の空間的広がりに関する研究報告を実行委員の一人である丹羽孝仁専任講師が務
めた。
　以下、当日のシンポジウムについて、各報告者の報告内容を当日の語り口調で記録するとともに、質
疑応答については簡略化してまとめる。なお、この趣旨説明も含めてシンポジウムの諸報告とディスカッ
ションのとりまとめは、共催団体である経済地理学会の学術機関誌『経済地理学年報』第65巻第 2号（2019
年 6月末発行予定）にも掲載される。

＊1帝京大学経済学部地域経済学科
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関東の工業地域構造の特質と栃木
―産業集積と地域経済との関連を中心に―

松　橋　公　治 1）＊

＊経済地理学会会長・明治大学教授

　産業集積と特定領域の地域経済との関係を経
済地理学という学問から扱う場合、少々扱いに
くいところがあります。経済地理学で扱う産業
集積の議論が、栃木県や宇都宮市といった領域
が明確な、特定の自治体の地域経済の議論に馴
染むのかという疑問があるからです。今日は、
タイトルに栃木県という限定が入っていますの
で、産業と企業をベースにした経済地理学の側
からの議論と、特定領域の地域経済という議論
との接点をどう考えるかという観点からお話し
したいと思います。
　具体的には、関東の工業地域構造の中での北
関東の特徴、そして栃木県のそれをまず指摘し
たいと思います。それを踏まえて、特定領域に
おける産業集積をめぐる問題をどのように捉え
たらよいかについて、私なりに考えていること
を提示したいと思います。
　まず経済 ･ 産業構造の変化からみていきま
す．ご存知の通り、国際的にはグローバル化と
金融化が進む一方で、アメリカではトランプ大
統領による「変化球」が随分と「多投」され、
先行き不透明感が増しています。国内的にも金
融化と経済のサービス化・情報化が進む一方
で、工業については空洞化が一段と進んでいま
す．一時期、空洞化議論が盛んでしたが、アジ
アとの生産ネットワーク論が出てきたあたりか
ら、鳴りを潜めています。しかし、私は近年の
日本工業の置かれている状況を、あえて空洞化

という言葉を使って、今日の話をしたいと思っ
ています。
　東京の金融の肥大化がいかに日本全体を動か
しているのか、これは『国税庁統計年報』のデー
タで確認できます。つまり2010年度から2015年
度にかけて、日本の主要都市や地方別にどの産
業が利益を増しているかを示したグラフを見る
と、明らかに「金融・保険」のシェアが東京で
拡大し、そしてそれが全国を大きく引き上げて
きています。他方、仙台では建設業のシェアが
急上昇していますが、これは震災バブルです。
ただし、全国には影響を及ぼすには至っていま
せん。
　工業の空洞化に関して、製造業の事業所数・
就業者数・現金給与総額などの各指標の1985年
から2016年までの変化を「工業統計表」で確認
すると、いずれも大きく低下してきています。
事業所数は1990年当時の40数％にまで下がって
います。従業者数も既に 7割を切り、3分の 2
になろうとしている状況です。付加価値額や現
金給与総額でも 8割を切っています。これに対
し、製造品出荷額はあまり変化しておりません。
　次に、製造業の1990年と2016年との間での変
化を部門別にみてみましょう。最も大きく変化
したのは繊維工業です。電機工業は2000年代前
半まで持ち堪えていましたが、2000年代後半か
ら2010年代にかけて急速に下がりました。これ
らに対して、ご承知の通り、この間に伸びたの
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は輸送機工業です。食料品工業もまた若干伸び
ています。一般機械工業の製造品出荷額は、製
造業全体とほぼ同じ傾向でさほど下がっていま
せん。従業者数も約90％を維持しています。
　2008年の世界金融危機以降に、栃木県では
シャープの工場を例に挙げれば分かりやすいか
と思いますが、日本の電機産業が、特に家電を
中心に一気に落ちてきました。これを「電機
ショック」と言います。先に挙げた電機産業の
2000年代後半から急落も、これの影響です。
　 2週間前になりますが、「「製造業」はなくな
る」というショッキングなタイトルで、日立製
作所社長の東原氏の談話が『日本経済新聞』に
掲載されていました。読んでみると、内容的に
は、それほど焦るほどのことではないことが分
りました。工場や設備を で結びつけてビッ
グデータ解析をかけ、人工知能の で分析す
れば、従来の大量生産の工場で技術者がやって
いた仕事の多くは不要となります。つまり、大
量生産を前提にした工場の価値が大幅に減少
し、データさえあれば基本的にはものを作るこ
とが可能である。さらに大量生産だけでなく、
少量多品種でも生産できるようになるというの
が、東原社長の談話の要点の一つです。
　もう一つの要点は、ビッグデータの中でも購
買データが集まる所がポイントになります。そ
うすると、今までの作る側も購買データの方に
近づいていきますし、購買データを握っている
側は、逆に作る側を統合しようとします。この
ような話が出ており、少々ショッキングなタイ
トルになっていますが、ゆっくりと中身を読め
ばそうでもありません。メーカーと販売・サー
ビス事業所の融合が起こり、メーカーとメー
カーではない業種との区別が遠からず崩れると
いうことです。そして、データが瞬時に集まる
時代では、すべての業態において垣根が消える
ということを、東原社長は述べています。
　東原氏の認識をスマイル曲線で表現してみま

しょう。これは縦軸に付加価値（利益率）を取
り、横軸に企業の機能を左から順番に、企画、
技術・開発、生産、営業と 4つに分けてグラフ
に描くと、生産機能の付加価値が低く、企画や
営業のそれが高くなるので、グラフ曲線がほほ
笑んだ口の形を描くのでスマイル曲線と呼ばれ
ています。東原氏の主張によれば、製造企業は、
企画や技術・開発と営業すなわち顧客サービス
の仕事にシフトしていけば良いということにな
ります。そして曲線の真ん中にある生産機能に
ついては、アジア新興国に置けば良いというこ
とになります。 、企画デザインとカスタマ
イズ、カスタマイゼーションへの特化を東原氏
は述べたに過ぎません。つまり製造それ自体が
なくなるという議論ではありません。日立が顧
客・市場を重視して購買データの方に近づいた
としても、商品はどこかで製造しなければいけ
ません。東原氏の談話は、いわばブランド企業
の経営戦略の話ということになるかと思いま
す。私も少々驚きましたが、空洞化と言われる
中で、日本の工業は相当に踏ん張り頑張ってい
ます。次に、それを示す指標をいくつか見てい
きましょう。
　一つ目は、製造業の対 比です。2005年と
比べると確かに多少は減っていますが、21％前
後で踏みとどまっています。ですから、産業大
分類別にみれば、単独の産業として依然として
トップです。金融化などと称して金融・保険が
話題になりますが、こういうところでは出てき
ません。また労働力の指標でみると、2002年で
の全就業者数に占める製造業就業者数の比率は
19％でしたが、2016年には16 2％に減少してき
ています。空洞化に加えて、生産性が高まれば、
当然ですが働く人の数は減少します。単独で
は、頑張っている卸・小売業に若干抜かれまし
たが、ふだん都市を中心にして生活されている
方からすると、このことはおそらく意外だと思
われるはずです。ただし、やはり減り方が先ほ
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どの と随分違い、大幅に減ってきていると
いうことがお分かりかと思います。医療・福祉
が大きく伸びていることは注目すべきでしょ
う。
　さて製造業がどうなるのかという話になりま
すと、現状を維持していくのは、なかなか大変
だと思っています。何故なら、空洞化に加えて、
生産性が高まっていることから、例えば労働力
で30％程度を維持するということはあり得ない
からです。ただし、労働力の比率が減少しても、
製造業はかなり頑張るだろうと思います。
や 、あるいはビッグデータ分析を活用するこ
とによって生産が落ちるというわけではないと
思われるからです。大企業だけではなく、地方
中小企業もそれを進めざるを得ません。どのよ
うに使うかと言いますと、日立製作所などがス
マイルカーブの右の方に位置するカスタマイ
ゼーションに近づいていくために、地方に立地
していようといまいと中小企業も、またこの動
きに対応しなければ生き残っていけなくなるだ
ろうと思います。
　ところで、広島大学名誉教授の森川洋先生
が、人口減少時代における市町村の活力を研究
されており、そこに少し面白い話が出ています。
簡単に言いますと、従来のように、成長してい
るか否かという点で地域の活力を捉えるのは、
人口減少時代あるいは経済縮小時代では適切で
ない、と森川先生は考えられています。そのた
め、活力があるのかないのかを捉える別の方法
に関するドイツ人研究者の考えをヒントにしな
がら、森川先生流に直したものです。詳細を話
しますと時間がかかりますので、ポイントを手
短かにお話しします。人口20万人未満の市町村
では製造業の比重が相対的に高くなっていま
す。先ほども言いましたように、日本全体での
製造業就業者数の比率は16 2％になっています
が、20万人未満の市町村では、バブル期に立地
分散した影響もあり、リストラや海外移転など

の影響が大きくない地域では、まだ20数％を維
持している所が結構あります。そのような製造
業従業者比率が上位20位以内に入る市町村は、
実は活動的であるということなのです。森川先
生は、工業地理学の専門家ではありませんが、
先生独自の考え方からデータを整理すると、製
造業比率の高い市町村は活力ある地域だという
結論が出たということです。
　都道府県別にみると、栃木県に活動的な市町
村が多いというわけではありませんが、衰退し
ている数が少ない県である点で注目できます。
隣の群馬県は栃木県ほどではありません。製造
業は、大都市あるいは大都市圏以外では、その
存在価値が比較的高い産業です。工業地理学を
専門としていない森川先生から、工業地理学に
対するエールを送られたような感じがしまし
て、飛びついて少々整理してみました
　さて、関東はどのような工業地域であり、そ
の中で北関東、そして栃木県はどうなっている
のかというテーマに移ります。バブル経済の
1990年頃までは、日本の工業地域の大部分は太
平洋ベルトに集まっていました。太平洋ベルト
は、茨城県から九州の福岡県まで繋がりベルト
状になっています。 4大工業地帯と言われ、か
つて 4 つが独立していたものが連担化し、繋
がったわけです。栃木県には日産やパナソニッ
クの工場が立地しましたが、その繋がる理由は
臨海部でのコンビナート形成と、栃木県のよう
な内陸部への外延的な拡大です。
　最近30年でみると、空洞化が進む中で、その
基本形は維持されています。太平洋ベルトの比
重は低下していますが、それは大都市圏におけ
る工業の比重低下が著しいためです。北関東な
どの大都市圏外縁部ではむしろ比重を高めてい
る地域もあります。ですから、広域関東工業圏
でみると、若干の比重低下がみられますが、ほ
ぼ変わっていません。東海地方は自動車が元気
です。そして、太平洋ベルト以外でみますと、
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高度経済成長期から東が「元気」という状態が
しばらく続いていましたが、バブル経済崩壊以
降は西の方が「元気」という状況に変わってき
ています。天気図風に言えば「東高西低」から
「西高東低」に変化してきました。最近では、東
山・北陸・山陽・四国といった地域が「元気」
です。なんと言っても、「電機ショック」の地域
的な影響の違いが明瞭に出ています。
　関東の工業地域構造に目を転ずると、大きく
は 3地帯構成でして、まず大都市圏内部に基盤
加工と各種の日用雑貨を中心とする工業が多く
存在していまして、比重低下の中で随分と生き
残っています。茨城県を含む臨海部には素材型
の工場が多く立地しているのに対して、京浜外
縁からの内陸部には基盤加工を含む加工組立型
の工業や、大消費地が近いので食料品など消費
財生産の工場が多く立地しています。こうした
工業地域構造の中にあって、北関東地域の工業
は、京浜工業地帯の外延的な拡大によって形成
され、茨城県の臨海部に若干の素材系の立地が
ありますが、基本的には上記の内陸部の特徴が
優位となっています．かつては京浜の補完的な
存在という見方がされていましたが、最近30年
でみれば企業組織の再編や進出工場の拠点化 ･
マザー工場化が進む中で、既に「中心 ･ 周辺」
という関係では捉えきれなくなっていると言え
るのではないでしょうか。その北関東の中に
あって、栃木県は全体的には内陸系の、すなわ
ち基盤加工を含む加工組立型の工業や大消費地
向けの消費財工業の立地が多くなっています
し、関西を含む大都市圏から進出してきた工場
が多いという特徴を持っています。
　今日のシンポジウムのテーマは産業集積で
す。産業集積を扱う場合、企業や産業に関する
理論を踏まえた議論とならざるを得ません。企
業やその集まりである産業は生産ネットワーク
を形成し、企業空間、産業空間を作っています。
生産ネットワークや企業 ･産業空間の密度が濃

いところが産業集積地域ということになりま
す。ところが、特定領域の経済にはそのネット
ワークの一断面だけしか表れません。したがっ
て、例えば日産自動車を事例に見ますと、当然
のごとく横浜工場がある神奈川県との繋がりが
出てくるわけです。ところが栃木県の工業とし
てみますと、上三川町の栃木工場の機能を横浜
工場やその他の日産の工場がある地域に持って
いかれた場合、たいへんに困ります。日産自体
は何も困りませんが、栃木県にとっては困るわ
けです。事実、例えばシャープの工場が栃木県
矢板市から撤退するというニュースが比較的最
近流れましたが、これは栃木県にとって、ある
いは矢板市にとって由々しい問題かもしれませ
んが、シャープにとってはやむを得ないことか
もしれません。
　つまり特定領域の経済が特定の産業や企業の
集積に過度に依存するということは、場合によ
れば問題を生む可能性があります。もちろん特
定領域に立地している産業や企業、ひいては産
業集積が総じて「元気」であれば、こういうこ
とはあまり問題になりません。例えば2016年に
群馬県では輸送機工業が40％を超えています。
言うまでもなく、それはスバルの存在感であり、
ここ数年、群馬県の工業は比較的「元気」です。
その一方で、スバルが「こける」とどうなるだ
ろうという話がどうしても出てきます。こうい
う問題を話題にすると、スバル側の話と群馬県
側の話とではニュアンスが全く違ってきます。
私がここで提案している問題は、そういう問題
なのです。そのため、特定領域の経済を扱う場
合には、産業集積はかなり注意して扱わなけれ
ばいけないと思っています。ですから、産業集
積の「まなざし」からすれば、特定産業・企業
が集まることは良いことであっても、特定領域
の経済の観点からすれば、それは別の問題とい
うことになります。むしろ後者にとっては、そ
うした特定産業 ･企業の集積への過度の依存は
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しないことが重要であると思います。
　また、特定領域における産業集積が生産ネッ
トワークや企業 ･産業空間全体の中でどのよう
な一断面であるのかということも重要になって
きます。再び日産自動車の例を挙げれば、栃木
県の産業集積が神奈川県と結びつくと言って
も、日産自動車の生産ネットワーク全体の一断
面でしかなく、栃木県にとってはその一断面が
どんな生産分野であり、どんな機能を担ってい
るのかが重要となります。他方で、経済地理学
における地域経済は、多様で重層的・多元的な
経済主体が織りなしている生産ネットワークの
地域的 ･相対的なまとまりです。多様性・重層
性・多元性が特徴です。言うまでもなく、特定
領域における経済は地域的 ･相対的なそのまと
まりと一致するとは限りません。どこが重なり、
どこが欠けているのか、あるいはどのような機
能を持っているのかが重要となります。した
がって、栃木県にとっては県内の企業・産業
が、そうしたさまざまな産業集積の中で、どう
いう存在として機能しているのかを考えなけれ
ばいけません。
　ところで、以上に述べた産業集積と特定領域
の経済との関係を捉える視点は、産業の誘致や
創出、さらには産業集積の創出という場合に
も、大事になります。地方政府が持つ情報と企

業が持つ情報とでは、その量や質が違います。
地方政府は、企業や産業の動向をどのように把
握すればよいのか、ということが問題となりま
す。情報へのアクセスをできるだけ密にする必
要があります。そのためにも、産学官金や産学
官民などの間で連携する必要がありますし、関
係する自治体間や企業との間でのネットワーク
を密にしていかなければいけません。特定領域
に住んでいる者からすると、実はそういう多様
で、幾重にも重なる、多元的な生産ネットワー
クが大事になってくる。そういうことが、この
シンポジウム登壇者の間での打ち合わせで話題
になりました。企業や産業の動きが地域にとっ
てどのようになるのかという情報を、常に意識
しなければなりません。例えば、栃木県がなん
らかのプロジェクトを持っている場合、それを
地元の企業の皆さんに持ち掛けると同時に、持
ち掛かける相手の企業や産業の方から情報を得
ていかなければいけないと思います。
　最後は少し端折りましたが、要するに、特定
領域における経済の持続的発展にとっては、特
定領域の経済と産業集積の違いを適切に見極
め、両者の接点を適切に見出し、当該領域にお
ける産業集積と適切にお付き合いしていくこと
が重要であるということなります。
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栃木県の産業政策について

関　本　充　博1）＊

＊栃木県産業労働観光部工業振興課

　私は、栃木県の産業政策ということで、政策
実務者の立場から、県の政策についてご紹介と
ご説明を申し上げたいと思います。
　最初に、栃木県の産業構造の特徴についてご
説明を申し上げます。その後、栃木県の産業構
造の特徴に至るまでの、栃木県の産業政策の変
遷を整理いたします。そして、今回の本題であ
る栃木県の現在の産業政策について、つまり産
業成長戦略を紐解きます。そのうえで全体を総
括しながら、その中の栃木県の製造業を中心と
した政策について、細かくご説明申し上げまし
て、まとめていきたいと思います。
　まず、全国の における製造業の割合が
21 5パーセントであるのに対して、栃木県のそ
れは40 1パーセントと非常に高くなっていま
す。鉱業や建設業を含めた第二次産業の割合で
みても、その内数である製造業比率でみても、
栃木県は滋賀県に次いで全国第 2 位になりま
す。つまり、栃木県の産業構造は製造業が中心
となっている、という状況です。工業統計調査
で本県の製造品出荷額等の推移をみると、平成
20年までは順調に伸びていました。この年には
9兆2792億円の出荷額を記録し、全国第12位で
した。しかし、その年の秋のリーマンショック
の影響を受けて、平成21年に大きく落ち込み、
平成23年にも東日本大震災で大きく落ち込みま
した。平成24年には約7 4兆円となり、全国で第
15位になりました。しかしその後、4年連続で
製造品出荷額は増加し、平成28年には約8 9兆円
となり、全国12位に復活しています。

　製造業の中で大きな比重を占めるのは輸送機
械で18 0パーセント、第 2位は飲料・たばこ、
第 3位は電気機械、そして化学、食料品と続い
ています。先ほど特定産業にあまり過度に依存
するのはよくないと松橋先生が話されていまし
たが、栃木県の産業構成はバランスが取れてい
ると思います。
　続いて本県の 1 人あたりの県民所得をみる
と、全国で第 4位に位置します。第 1位は東京
で、飛び抜けて高い数値を示しています。これ
に愛知県と三重県が続き、本県の後に富山県と
静岡県が続いています。愛知県以下、上位に
入っている諸県はすべてものづくりが盛んで
す。
　このような現況に至るまでの栃木県による産
業政策の変遷について、若干触れてみたいと思
います。1962年の「全国総合開発計画」をはじ
めとして、それ以降の国の国土開発計画や社会
経済情勢、産業振興に関する法令などを受け
て、栃木県では産業立地政策にかかる取り組み
として工業団地の開発を活発に推進してきまし
た。例えば、宇都宮には平出工業団地がありま
すが、これは県内で初めて300ヘクタールを超
える大きな団地を造成しました。ここには今で
も主要な企業が立地しています。また内陸型の
最大規模の清原工業団地は、宇都宮市東部のテ
クノポリス地区に整備されました。さらに、農
村地域にも工業を導入した方が良いだろうとい
うことで、国は1971年に「農村地域工業等導入
促進法」を制定し、これを受けて栃木県でも農
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村地域への工業立地促進のため、芳賀郡市貝町
の赤羽工業団地が造成されました。ここには例
えば花王の栃木工場が立地しています。先ほど
述べた清原工業団地には、1983年の「テクノポ
リス法」との関係で各種のハイテク製造業が立
地しており、1988年の「頭脳立地法」との関連
で栃木県では計画を策定し、ソフトウェア等の
産業支援サービス業の立地促進も図ってきまし
た。そうしたさまざまな工業立地政策の結果、
大規模企業が多数立地しているというのが本県
の状況です。
　続いて、5 か年ごとに策定した栃木県の産業
政策に係るプラン等を概観したいと思います。
1984年の「県商工業振興ビジョン」、1991年の
「県新商工業振興ビジョン」、1996年の「とちぎ
産業振興ビジョン」、2001年の「とちぎ産業ビ
ジョン21」、2006年の「とちぎ産業プラン」、2011
年の「新とちぎ産業プラン」、そして2016年の
「とちぎ産業成長戦略」というように、ビジョ
ン、あるいはプランを作って参りました。それ
に応じて県の製造品出荷額等は伸びてきまし
た。もちろん、バブル経済崩壊やリーマン
ショック、東日本大震災等の影響を受け、減少
したり横ばいとなったりした期間もありました
が、日本全体の停滞傾向に比べて栃木県の製造
品出荷額等は増加傾向にあります。これは、先
ほど申し上げました宇都宮の平出工業団地、清
原工業団地等々の整備と積極的な企業誘致に
よっているということです。
　次に、私の報告の本題に入ります。現在の栃
木県の産業政策についての説明です。そのタイ
トルはさきほど申しましたように、2016年に策
定した「とちぎ産業成長戦略」で、2020年を目
標年次とする 5か年の計画です。通常、県の計
画は幅広く網羅的に書くのが一般的ですが、現
下の経済情勢を踏まえ、より戦略性を持った内
容にするために、ものづくり産業パワーアップ
プロジェクト等から成る 5つの重点プロジェク

トと、2 つの分野横断的な基盤施策という形で
構成しています。
　 5 つの重点プロジェクトとは、①ものづくり
産業パワーアッププロジェクト、②新たな成長
プロジェクト、③グローバル展開プロジェク
ト、④企業誘致プロジェクト、⑤観光立県とち
ぎプロジェクトのことです。これらのうち③の
グローバル展開プロジェクトでは、平成27年 4
月に設置されたジェトロ栃木貿易情報センター
を活用した海外進出、販路開拓の支援、あるい
は外資系企業の誘致、そして海外展開を担う人
材の育成確保が推進されています。また、④の
企業誘致プロジェクトについては今日の説明の
ポイントの一つですので、のちほど別のスライ
ドでご説明申し上げます。そして⑤でございま
すが、栃木県には日光や那須等の観光地があ
り、国内外からの誘客と「観光によるまち、ひ
と、しごと」づくりを進めております。これら
5つの重点プロジェクトを支えるのが、分野横
断的な 2つの基盤施策です。その一つは中小企
業・小規模企業の活性化です。もう一つは、産
業人材の確保・育成で、就労支援、働きやすい
環境づくりなどを施策として進めていくという
ものです。
　これからは、栃木県の産業政策の大きな特徴
である製造業関連の政策についてご説明を申し
上げたいと思います。まず、とちぎ産業振興プ
ロジェクト推進事業での重点振興産業分野別プ
ロジェクトです。栃木県には、本田技研工業や
日産自動車、 航空宇宙カンパニー、そ
してキヤノンメディカルシステムズといった大
手優良企業が多数立地すると共に、高度な技術
を持つ中小企業が集積しており、これが栃木県
の強みとなっています。グローバル競争や地域
間競争に打ち勝つためにも、栃木県の強みや特
徴を活かした産業振興施策の展開が重要になっ
て参ります。
　そこで、重点振興産業として 5つの分野を設
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定しています。つまり、製造品出荷額が全国で
9位に位置づけられる自動車産業、第 5位の航
空宇宙産業、第 2位の医療機器産業と光産業、
そして環境産業です。このような強みのある分
野を 5 つ特定して産業振興しているところで
す。この内、特に次世代自動車、航空機、医療
機器の 3 つを先端ものづくり産業と位置付け、
更なる振興を図っていくという考え方です。
　重点振興産業 5分野につきましては、それぞ
れ協議会を設置し、ネットワーク形成から販路
開拓まで様々な支援を行っています。例えば、
人材育成・確保支援では現場改善の5 のリー
ダーなどを育成する現場改善研修事業や分野ご
との研究会、あるいは県の公設試と企業との重
点共同研究等のさまざまな取り組みを進めてい
ます。とりわけ航空機産業では、旅客需要の増
加に応えたり、古い航空機を更新するというこ
ともあり、毎年 5 パーセント以上の率で市場が
伸びていきます。さらに20年後には、現在概ね
1 7兆円の市場規模が、ほぼ倍増すると見込まれ
ており、この分野をしっかりとキャッチアップ
していく必要があります。
　そのためにはボーイング等の海外航空機メー
カーの新機生産に対応できる技術者の育成、あ
るいは研究開発、そして大規模な設備投資等が
必要になり、課題が短期間で集中的に発生して
います。栃木県においては、例えば高度人材の
育成事業ということで、かなり細かなところま
での研修メニューを取り揃えて実施しているほ
か、2千万円を上限として研究開発等の経費を
一部補助しています。また、大規模な専門展示
会への出展やマッチングのための商談会などで
販路開拓、競争力強化を支援していきます。そ
して、さまざまな研究会を開催したり、栃木県
産業技術センターに先端設備を導入し、中小企
業の共同利用を図るなど、ハードからソフトま
で幅広く企業の成長促進のための施策に取り組
んでいます。

　また、栃木県はご承知の通り豊かな自然と良
質で豊富な水、そして多彩な農産物がありま
す。私の名刺はいちごを形どったものですが、
いちごは50年間連続で生産量ナンバー 1 です。
ほかに二条大麦（ビール大麦）、そしてニラ、ト
マト、生乳など、トップクラスの農産物が生産
されています。そのため、栃木県ではこうした
農産物を活用しながら食品を作っていこうと、
食をテーマにして地域経済を成長させるため、
「フードバレーとちぎ」というキャッチフレーズ
のもとに食品産業の振興に取り組んでいます。
食品は景気に左右されにくいものですが、そう
いった食品産業にも光を当てて対応していきま
す。自動車や航空機は栃木県から見ればいわゆ
る外需型産業ですが、内需型の食品産業も併せ
持つことによって、本県経済の安定的で持続的
な産業発展を目指そうとしています。
　以上は既に栃木県に強みのある産業分野への
支援についてでしたが、一方、新たな成長産業
ということでヘルスケア関連産業とロボット関
連産業にも注目しています。これらはまだ大き
な栃木県の強みとなっているわけではありませ
んが、今後、急速に市場が拡大すると予想され
る成長産業にもキャッチアップしていくという
政策を展開して参ります。ヘルスケア関連産業
は、少子高齢化の進展や健康意識の高まりか
ら、成長が期待される分野です。こうした分野
に県内の中小企業の皆様方が新規参入、あるい
は取り組まれている方の事業拡大等を促進して
いきます。
　先ほど重点振興産業 5分野について協議会を
設置しているという話をしましたが、ヘルスケ
ア関連産業とロボット関連産業ではフォーラム
というものをそれぞれ設置し、企業や団体、自
治体等が異業種間ネットワークを形成していま
す。新たなビジネスを模索していくということ
で、ヘルスケア産業フォーラムには県内187社
が参加しています。こういった事業を進めてい
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くために、宇都宮テクノポリス地区にあり栃木
県の中核的支援機関として活動している「栃木
県産業振興センター」にコーディネーターを各
フォーラムにつき 1名配置し、さまざまな相
談、指導、企業間のつなぎ、というものをして
います。
　ロボット関連産業の支援では、実証実験
フィールドの提供や産業用ロボットのシステム
インテグレーター基礎研修という事業も行って
います。これは自治体で取り組むことも珍し
く、ロボットを導入する際のシステムのインテ
グレートをする事業所が全国的に少ない状況で
ありますので、栃木県はこれを養成していこう
としています。
　一方、産業分野を特定しての振興政策だけで
なく、地域中核企業の認定支援という、企業に
着目をした政策も進めています。人口減少で県
内の需要が縮小していくため、栃木県の活性化
のため県外の需要を取り込むための施策です。
その需要を県内の企業に下請け等で仕事を出す
など、県外の需要を取っていく、という企業を
認定し支援していきます。特定の分野で高い
シェアを誇るニッチトップ企業を 8社、あるい
は地域内の企業からより多くの仕入れを行い、
かつ地域の外に販売するという意味でのコネク
ターハブ企業を 3社認定しています。このよう
な企業については、地域中核企業として認定
し、これらを支援するためのタスクフォースを
県・産業振興センター・金融機関などで構成
し、経営計画の実現やプロフェッショナル人材
の雇用支援を行っていく政策です。
　続きまして、 等の第 4次産業革命の推進
です。 産業やロボット関連産業を育成するた
めの支援はこれまでも進めてきました。しかし
それに留まるのではなく、中小企業の方々に
を活用していただくべく、 等活用促進支

援事業を進めています。製造業であれば、セミ
ナーの開催や専門家派遣事業を進めています。

そして を導入する際の費用対効果を調査す
るために必要な、いわゆるフィージビリティス
タディに対する補助金で背中を押し、 導入
を進めていただこうとしています。このような
施策に取り組むために、「栃木県 推進ラボ」
を設置しています。これには栃木県産業技術セ
ンター、栃木県産業振興センター、県内市町村、
宇都宮大学、そして足利銀行・栃木銀行といっ
た金融機関等々がメンバーとして参画し、オー
ル栃木で を推進していく組織体を作ってい
ます。
　少々目線が変わった政策も紹介したいと思い
ます。「地域活性化雇用創造プロジェクト」で
す。この政策の対象分野は、航空機、次世代自
動車などの戦略的産業分野です。これらの産業
分野で既にご説明したような事業主向け雇用創
造メニューと、求職者向けの就職支援・人材育
成メニューという雇用政策とを一体化しての政
策推進です。その目的は「良質で安定的な正社
員の雇用の創造」です。
　企業誘致についても触れておきます。栃木県
の地理的特性は交通アクセスが良いということ
です。ポイントは、首都圏中央連絡自動車道（圏
央道）が通ることにより成田空港からのアクセ
スが向上し、同時に首都圏西部、東海、そして
西日本へのアクセスが良くなりました。その結
果、平成29年には工業立地件数が静岡県に次い
で全国第 2位、工場立地面積も92ヘクタールで
第 2位という数字になっています。栃木県内で
は県南地域、県央地域が多くなっています。立
地件数41件の内、県外から栃木県に来る企業が
27件で、これも全国第 2位です。工場立地件数
はすでに県内に立地している企業が県内で移転
する場合も含むものですが、栃木県には県外か
ら来ていただく企業が多いということになりま
す。
　また、過去10年間の研究所の立地件数は、栃
木県が神奈川県、京都府、静岡県に次いで第 4
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位です。こうした企業や研究所の立地支援のた
めに、栃木県では土地建物等の不動産取得や生
産設備の取得に必要な資金を補助する仕組み
で、最大30億円となる首都圏最高水準の補助金
を設けております。
　中小企業・小規模企業の活性化のための「と
ちぎ地域企業応援ネットワーク」についても紹
介しておきたいと思います。これは、創業支援、
金融支援、事業承継支援、経営力向上支援とい
う 4 つの分野に即してプロジェクトチーム
（ ）を作って取り組んでいます。「とちぎ地域
企業応援ネットワーク」を構成する機関の数は
120を超えています。また、 の会議もこれま
で100回ほど開き、顔の見えるネットワークを
作るなど、中小企業政策をきめ細やかに実施し
ております。
　最後に、本日の私の説明のポイントをまとめ
ますと、まず産業構造でございますが、県内総
生産は、製造業の割合が約40パーセントと全国
第 2位です。また、製造品出荷額等についても、
全国第12位です。栃木県の人口、面積等からい

うと、一般的なポジショニングは、だいたい全
国20位程度になるというのが一般的な定位置と
言えますが、製造品出荷額等では全国第12位と
なっております。また、1人あたりの県民所得
も第 4位です。立地環境も優れており、企業立
地も多数ございます。こういった中で、栃木県
の産業政策のポイントは 4点あります。重点産
業の振興として 5分野の振興、それだけではな
く新たな成長産業も特定産業として指定をしな
がら産業振興を図っています。 2点目は、こう
した分野別産業振興だけでなく、栃木県経済を
引っ張る地域中核企業に着目した政策も打って
います。 3点目として、第 4次産業革命として
の の活用促進などにも取り組んでいます。
そして 4点目は、企業立地政策をしっかりやっ
ていくということです。なお、このような産業
政策の根本が、基盤施策としての中小・小規模
企業政策、そして産業人材の確保・育成の政策
ということになります。
　以上が栃木県の産業政策の特徴です。ご清聴
ありがとうございました。
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栃木県よろず支援拠点の役割と相談事例

矢　口　季　男 1）＊

＊栃木県よろず支援拠点

　皆さん、こんにちは。先ほどお話がありまし
たように、私共は栃木県産業振興センターで活
動している栃木県よろず支援拠点と申します。
初めてお聞きになるかと思いますが、中小企業
経営に関わるあらゆる相談に対応するというこ
とで、国が各県に 1か所ずつ設置し、ちょうど
5年目に入りました。年々相談件数が増加し、
現在はおよそ月600件ほど相談を受けています。
その内容を紹介し、最後に結論的なこともお話
ししてみたいと思っています。
　最近の相談の内容は非常にさまざまで、それ
こそ創業から廃業まであります。また、その相
談内容も非常に多岐に渡りなかなか解決するの
が難しいため、国が各県に 1か所ずつ作り、き
め細かくどのようなことでもワンストップで相
談しましょうとの考えで作られたものです。平
成29年度の来訪相談者数が1831ありました。相
談対応件数の実数は4166件に上ります。相談者
には私共のところまでお出でいただき、こちら
からは原則行きません。
　今年度の相談対応件数は6000件を超えるだろ
うと思っています。日曜日以外はほぼ毎日、栃
木県内各地に配置された「よろず支援拠点」の
どこかで相談を受けています。どちらかと言え
ば、私共が対応する企業は中小企業の中の小規
模企業です。ご存知のように、企業総数の99 7
パーセントが中小企業です。製造業で言えば
300名以下の従業員を擁するのが中小企業です。
小規模企業とは、製造業の場合20名以下です。
我々は小規模企業からもう少し大きな約100名

以下の企業を中心に相談を受けています。帝国
データバンクなどのデータを見ますと、現在、
全国の中小企業全て、そして大企業も含めると
7～ 8 割は赤字経営という状況にあるわけで
す。そのため、私共のところに来られる特に小
さな企業は、大抵その問題点を抱えて相談に来
られます。
　もっとも、前向きな相談もあります。最近の
例ですが、壬生町と小山市に工場があり、片方
は加工で、片方は組み立てですが、現在第 4工
業団地が作られているという話を聞かれ、この
2つを 1か所の小山市の方に進出したいという
相談がありました。積極的に設備投資をして展
開したいということです。このような相談もあ
りますが、比較的少ないのが現状です。資金繰
りの問題や人の問題など、特に働き方改革や人
手不足の対応、あるいは事業承継といった今日
的な問題への対応策という相談が多数でありま
す。
　「よろず支援拠点」には 3 つの役割がありま
す。一つは経営革新の支援です。これは数的に
多く、どのようにして売上を拡大するのかとい
う相談です。資金繰りや人手不足への対応に関
する相談も多いのですが、最も多いのは売上拡
大に関するもので、この問題を解決すれば、中
小企業にとっての悩みの 7、8割は解消するの
ではないかと思います。これが非常に難しいと
いうところを後ほどお話します。
　第 2 は経営改善の支援です。先ほど申し上げ
たように、赤字企業は随分多くあります。特に
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資金繰りの悪化や、それに対してどのように対
応していくのかという相談です。第 3 に私ども
のサービスはワンストップという方式です。そ
の場でなるべく解決するようにします。あちこ
ちにたらい回しにするようなことはやめ、極力
私共の中で、あるいは私共から関係する支援機
関もしくは専門家を派遣するなど、なるべく最
後まで解決するような方法を見出そうというこ
とでやっています。
　支援実績の経年変化をみてみましょう。開設
された平成26年度には相談者数1130、相談件数
1603件でしたが、年々増加してきました。今年
度を月別に見ると、4月から 9月までの毎月、
相談者数が400前後、相談件数が概ね500～600
件となっています。ですから今年度は6000件を
超えると見込まれます。
　ではその相談の内容はどういうものでしょう
か。もっとも多いのは「経営知識」です。経営
知識はあまりにも広範囲でさまざまな相談があ
ります。第 2 に多いのは「事業計画策定」です。
こちらも実際は、前向きな事業計画もあれば、
後ろ向きのものもあります。例えば設備投資の
計画、あるいは改善計画です。今後新たな事業
を行うための計画を作りたいという相談もあり
ます。こうした計画は前向きです。第 3 に多い
のは「施策活用」です。例えば県外から栃木県
のとある場所に工場を作るために、施策補助
金、または税金の対応策のようなものはありま
すか、という相談です。当然それに対し、県だ
けでなく、場合によっては市にも補助制度があ
りますので、いろいろと探し対応していきます。
ものづくり補助金、持続化補助金、省エネ補助
金など、さまざまな補助制度があるので、そう
した補助金制度活用の相談も非常に多くありま
す。
　第 4 に多いのは「販路の提案」です。例えば
農商工の連携で、何か新しい商品を作った場合
に、どのように販売していけば良いだろうかと

いう相談です。どのようなルートで売ればよい
のかという相談です。そういった相談が比較的
多いです。この種の相談は月により、春、秋、
冬と季節により、相談内容が若干変わってきま
す。
　「よろず支店拠点」で相談に対応する要員は、
私を含めて13名おります。コーディネーターと
呼ばれています13名のコーディネーターは、そ
れぞれ得意分野というものがあります。製造関
係でのコーディネーターは大手企業にいた方で
す。経験されている多くが、例えば生産技術に
特化した方や、5 が得意な方などいらっしゃい
ます。最近は 関係での相談も多くなってお
り、 コーディネーターも配置しています。ま
た、新商品を作ったがパッケージはどうするの
か、チラシはどうするかというような、どちら
かと言えばグラフィック的な相談があるため、
デザイナーもコーディネーターとなっていま
す。コーディネーターの多くは中小企業診断士
で、どちらかと言えば経営のオールマイティー
というか、入り口の部分は大部分捌けるという
者を配置しています。そして本当に難しい内容
になってきますと、こちらからさらに詳しい先
生に応援をお願いする、あるいはそういう機関
にお願いする、という形をとっています。栃木
県内15か所にサテライト拠点を配置し、その全
てでよろず相談を受け、対応しています。ただ
しサテライト拠点での相談対応は毎日ではあり
ません。週 1回または月 1回、月 2回となりま
す。
　相談内容に応じて、相談を受けた後の対応の
流れは変わります。具体的にさまざまな相談の
流れをいくつか書いております。私共への相談
は、製造業よりも小売、卸、サービス業が多い
のですが、製造業分野では、どちらかと言うと
あまり規模の大きくないような、いわゆる下請
け企業型の相談が多くなります。こういった所
からの相談で多いのは、やはり工場内の整備、
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5 的なことなどです。あるいは生産管理のた
め、物の流れやそのアドバイスというものが比
較的多いです。
　ここに書いてありますように、創業から廃業
まで、どちらかと言えば創業はどこでもどの県
でも力を入れているわけであり、私共も創業に
関する相談に対して、随分力を入れています。
しかし一方で、廃業にも力を入れています。廃
業と言うと後ろ向きの感じがしますが、やはり
創業を次々に実現するためには、新陳代謝とい
うものが必要です。役割が終わりましたよとい
うことは幾分企業の前で言いにくいことです
が、やはり右肩上がりのあのような時代を中心
になって築き上げた経営者の方が、今の時代に
はなかなか上手く適応できないという例もたく
さんあります。どうしようもなくなってから辞
めるよりも、積極的に早めに辞めていただくこ
とも場合によっては必要となります。非常にこ
れはデリケートな話なので、そう簡単にぽんぽ
んと言える話ではありませんが、一応このよう
な話も多くなっています。
　特に最近、事業承継の話は、ご存知のように
国も盛んと力を入れています。そのような中で、
例えば建設業、あるいは製造業も同じですが、
どうしても中小企業というものは、お父さんが
社長です。そうすると、息子さんに後を継がせ
るという話の中でよく起きるのは、もう少し良
くしてから息子さんにバトンタッチしようとい
う話が多々あります。しかし、現実的には、成
功した例はほぼありません。親心ですから分か
ります。しかし、悪化はしても、それがなかな
かうまく良くなるのは難しいです。こういうデ
リケートな話を果たしてどのように相手に伝え
て、スムーズに、場合によっては早めの事業後
継者を作るかなど、そういうことを実際やって
いきます。経営に関しての知識や技術に関する
相談対応はさほど難しくはありません。しかし、
経営者そのものに関わる資質の問題や、経営の

根本的な問題などは、実際非常にウェイトが高
く、この部分を深く突き詰めていく相談対応は
難しいと言わざるを得ません。
　中小企業の場合、こうした問題の例として、
営業が弱いという話があるとします。そうする
と、営業部長を変えましょうという話になり、
では営業部長は誰が指名しているのかと聞く
と、やはり社長が出てきます。その辺を深く突
き詰めていくと、中小企業の場合は、社長の考
え方と資質にどうしても最終的に行き着きま
す。中小企業の場合、これは非常に難しい問題
です。なぜなら、ご存知のように大企業は株主
が多数いらして、株主によって取締役が決まり
ます。取締役の中から社長さんを決めるわけで
す。その場合、比較的株主の意向が働き、経営
者自身まで左右します。中小企業の場合の多く
は、経営者と株主が一体です。株式の51パーセ
ント以上持っていなければ他に取られてしまう
という仕組みがあるため、大多数の町工場の親
父さんは、株式のほぼ半分以上を持っていま
す。半分以上持っているということは、株主に
よる改善はまず不可能だということです。極端
な話、やはり社長そのものを変えない限り、変
えることはできないということがよくある話で
す。そのため、中小企業の改善をするというこ
とは、恐らく大企業より非常に難しいです。そ
う言う種類のさまざまな相談を私共は受けてい
ます。もちろん問題は多種多様ありますが、そ
れを一つ一つ突き詰めていくと、最後は社長に
ぶつかってしまうというケースはよくある話で
す。では社長を変えないと経営は変えられない
のかということになってしまいます。ここが、
中小企業の場合、やはり難しいです。現在、非
常に難しい状況にありますが、事業承継という
問題がスムーズにいかない大きな原因がここに
あるという感じもします。
　少々話が逸れましたが、私どもが受ける工場
に関する相談事例についてお話しします。私共
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への相談は、それほど大きな工場からではない
ため、工場内の整理整頓、現場改善といった基
本的なことから始まります。基本的なことを、
まずやります。また徐々に、高度な工場内に改
善していきましょうとしています。多いのは、
こういった部分です。5 の専門家を入れ、工場
内の整理整頓から始まっています。後は、新製
品の開発や販路などもあります。この辺になり
ますと、実際には物を作ったが売れない、とい
う相談の方が多いです。特に、特許を取りまし
たというものです。特許を取る時も、恐らく、
これは素晴らしいですねと弁理士さんに言われ
て来たのかなというような事例が多いです。間
違いなく売れると思って相談に来られますが、
実際それをどのように販売していくかというこ
とにつきましても、製品の性格を見ながら、さ
まざまな手を、さまざまな所を紹介したりして
います。
　先日受けた足利市の相談事例として、樹脂製
のグランドゴルフのボールをどこか作ってくれ
る所を見つけてくれという案件がありました。
我々は、代わりに営業するわけではありません
が、極力そういう話は相手に叶うような形でや
ります。今回は、それこそあちこち電話し、プ
ラスチックの組合などもあたりました。足利市
にある企業にもあたりましたが、最終的には茨
城県にある企業に対応していただくことができ
ました。このような話は、実際多くあります。
もっとも本来は企業が努力してやるべきことで
すが、私共もやれる範囲ではなるべくやりま
しょうということです。
　特許を取得したい、商標を登録したいなどの
場合は、知財に関する相談に対応する窓口が栃
木県産業振興センターの同じフロアにあるた
め、そこにお願いします。後は、生産拠点を海
外に移す場合、同センターの 2階にあるジェト

ロにもお願いします。センターには下請けの斡
旋などの部署もあります。製造業の場合、販路
に関する相談対応が非常に難しいです。あるい
は、新たな製品を開発する時に、専門的な知識
をお持ちの方を探して、適切な方を相談者に派
遣することが非常に難しいと感じています。
　私共で相談対応し、成功した具体的な事例を
紹介します。従業員20名程度の板金加工会社の
例です。栃木県への進出企業である空調メー
カーの下請けをしておられます。下請けのため
浮き沈みが非常に激しく、オリジナル製品を作
りたいという相談でした。この相談が始まった
のは「よろず支援拠点」が開設した年でしたか
ら、5年越しの相談案件です。相談の具体的内
容は様々でしたが、一つ一つの相談に対応する
過程で、徐々にその企業の内容が良くなり、現
在オリジナルの商品開発から販売まで行ってい
るという事例です。何でも相談に来られます。
企業とは、一つの相談が解決しても必ずまた次
の相談があるため、相談は永久にあります。そ
のため、そのような付き合い方をされれば、い
くらでもずっと長く我々と付き合うことができ
るかと思っています。
　また、本当に小さな製造業で、印刷会社から
の相談に対応したこともあります。この会社は
大手ではできない、いわゆる 間的な需要に対
応しています。例えば、こういう缶バッチを 1
個作ってくれ、こういった シャツを 2枚作っ
てくれ、という需要に対応している企業です。
こういった需要に積極的に応じる仕事が今では
軌道に乗っていますが、乗るまでは非常に時間
がかかりました。このような相談対応を、毎日
毎日、どちらかと言えば非常に泥臭いことを毎
日やっております。ご清聴、有り難うございま
した。
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今だから必要なモノづくり企業のイノベーション

鈴　木　庸　介 1）＊

＊（株）スズキプレシオン取締役会長

　皆さん、こんにちは。ご紹介いただきました、
スズキプレシオンの鈴木と申します。私の方か
らは、実際の企業の立場としてお話をさせてい
ただきたいと思っております。先ほど、栃木県
工業振興課の関本課長さんからもありました
が、栃木県には首都圏からの誘致企業がかなり
多くあります。私共は部品加工の会社ですが、
以前はあまり積極的に営業を行わずとも、誘致
された大手企業があることで受注に困ることが
ありませんでした。しかし2000年を迎えた頃か
ら状況が随分変わってきました。大手の誘致企
業が栃木県から撤退あるいは縮小するにつれ
て、部品の調達先を県内あるいは国内から東南
アジアにシフトするということがありました。
そういう環境変化に直面して、私共の会社は
2005年頃から、業務を変えてかなければいけな
いと考え、チャレンジしてきました。その体験
談を皆さんにお話できればと考えています。最
初は、簡単に当社の会社の説明をさせていただ
きたいと思います。
　当社は、宇都宮市の隣の鹿沼市野尻という所
で60名程度の小さな部品加工会社を営んでいま
す。我々のコアになる技術は切削加工です。皆
さんが切削加工をご存知かどうか知りません
が、金属を硬い刃物で削っていく仕事です。こ
の業界に属する企業は日本国内に非常に多くあ
ります。我々は、その多い業界の中で何か差別
化を図っていかなければいけない、目立たなけ
ればいけない、と考えました。そしてチタンの
精密加工と微細加工に的を絞り、この部分を強

化してきました。日本の中でこの加工に関して
は非常に素晴らしい会社だと認識してもらう、
企業のブランド化と言いますか、そういったこ
とを目指して取り組みを始めました。
　切削加工だけではなかなか付加価値の付く部
品ができないということもあり、切削加工から、
さまざまな電気的なものを使った加工、あるい
はレーザー光を使った加工なども組み合わせな
がら、部品の製作を行ってきています。これに
より、非常に複雑な形のものができ、精度の高
いものができます。他社との差別化を図った加
工技術によって、より高い技術能力の構築をし
てきました。そして国内の企業に優れた部品を
納入していました。例えば、半導体の製造装置
に使う部品やモータースポーツの 1に参加す
る自動車の部品です。銀行に置いてある紙幣計
算器の内部に組み込まれている部品も供給して
いました。
　お客様からも我々が非常に良い物を納めてい
ると高い評価を得ていましたが、2001年頃か
ら、海外に大手企業の工場は移転していくとい
うことが見えてきました。我々のような部品加
工業者にとって、環境が随分変わってきたので
はないかと感じたわけです。どういうことかと
申しますと、コンピューターの技術が進んだと
いうことがあります。 ／ が発展して
いき、製造機械、工作機械と呼ばれる物が、日
本だけではなく東南アジアに急速に導入されて
いきます。そしてそれを使った、削るための刃
物も、日本あるいはドイツあたりから、東南ア
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ジアに次々と入ってくることになります。東南
アジアがどんどん高度化されてきまして、理工
系の大学でのものづくりをする教育も進んでき
ました。こういう状況が揃ってきますと、日本
でなくても部品ができてしまうわけです。そう
いうことが世界で起こってきており、我々は今
のままで良いのだろうかということを考えまし
た。当然ながら、値段も安くなってきます。特
に自動車部品に関しては、中途半端な企業が差
別化されています。要するに、製造設備や資金
力があるところに急速に仕事がいきます。少量
多品種に関しては小規模な会社でも残るとは思
いますが、中途半端なものづくりはどうしても
淘汰されていきます。そのような時代が訪れて
来たのではないかと思います。
　当社は、2001年から2005年頃に経営革新に取
り組みました。業務転換ですね。今までやって
きた一般産業機器から、何か新たな産業に展開
できないかと考えたわけです。部品加工をやっ
ている会社の社長は、あるいは社員もですが、
部品加工ではなくやはり何か製品を作ってみた
い、メーカーになってみたいという夢を見ま
す。我々の会社も、その夢を見てきたわけです。
メーカーを目指す夢、これを求めてどうすれば
良いのかと考えてきました。従来の分野から、
経営革新を求めてイノベーションを起こそうと
考えてきたわけです。
　2005年から、我々は医療機器に取り組んでき
ました。何故医療機器なのかということですが、
次のように考えたからです。2005年に薬事法が
改定されたということで、医療機器部品を作る
ためには、医療機器部品を作る会社が製造業の
許可を取らなければならないと法律で決まりま
した。この情報を察知し、いち早く他の会社と
差別化を図っていこうと考え、我々の会社はま
ず医療機器の製造業許可を取り、製造販売業の
許可も取ることができました。それに対する
13485という医療機器に関する国際標準の

認証もスピードを早めて 1年半ほどで取りまし
た。
　加えてもう一つ、医療機器に参入するという
ことは、必ず製品開発を行うことになります。
手術するための道具や、検査するための道具な
どを作っていくことになりますが、たまたま自
治医大と、栃木県の企業で医療機器のマッチン
グ商談会がありました。2006年のことですが、
この時点から我々も全社員を以て、医療機器に
参入して製品開発を行うことを決めました。
2005年に医療機器産業に参入したのですが、展
示会への出展、法律的な許可の取得、そして産
学官連携、技術構築や医科大学との共同研究、
さまざまな医療機器の開発と続け、海外の展示
会、医療機器の展示会にも数回出展をしていき
ました。リーマンショックが2008年にありまし
たが、そういった経緯で、リーマンショックを
挟んでも前向きな行動を欠かせませんでした。
　リーマンショックを受けた当時、我々の会社
は、それ以前に比べて瞬間的には 7割減程度の
受注状況になりました。 1の仕事をしていまし
たが、リーマンショックで撤退して、その仕事
は戻って来ていません。それにも拘らずなぜそ
のような事態を乗り越えられたかと申します
と、医療機器に参入して可能性が見えてきたた
め、リーマンショック時は 7割減の仕事でした
が、社員を 1人も切ることなくこの後に繋げら
れたということがあります。
　さまざまな医療機器に関する取り組みをして
いたことが、その後活きてきました。医療機器
の製品も販売することができましたし、我々が
本格的なメーカーとして製品開発、そして販売
が可能となったことで、経験が活きてきました。
当社の売り上げに占める分野別の比率は、2005
年当時、一般産業機器がほぼ100パーセントを
占めていました。しかし2017年になると一般機
器のための部品加工はわずか10数パーセントに
なりました。そして、医療機器関連が半分以上
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に増えてきました。その中での自社商品の売り
上げも増えてきています。医療機器の自社商品
の売り上げ比率はまだわずかですが、一応形に
は表れてきました。2005年から取り組んだもの
が、2017年に何とかこのように形になってきて
います。もちろん、これで終わりではありませ
ん。これからどういうふうに当社の独自商品の
生産販売を増やしていくかという課題がありま
す。実際の我々の取り組みの具体的な内容をお
話させていただきたいと思います。
　 1番目は、医療機器の部品を納入、供給する
という仕事です。我々の会社は、先ほどもお話
をしましたチタン加工を得意にしています。チ
タン加工を行った部品加工で医療機器の具体例
はインプラントです。インプラントというと人
工歯根のことを皆さん考えられるかと思いま
す。確かに歯を失ってもインプラントを入れる
と、ほぼ元の状態でものが噛め、食事に困りま
せん。しかし人工歯根だけではなく、体の中に
埋め込まれる金属製のものを全てインプラント
と言い、さまざまなものがあります。脳外科に
使うものもあります。あるいは、脊椎、大腿骨、
膝関節、鎖骨などさまざまな部位に用います。
昨今は、整形外科の技術がかなり進み、手術法
も内視鏡を使うような低侵襲治療ができるよう
になったため、さまざまな部位にインプラント
が多く使われるようになってきました。そうし
たインプラントの部品を我々が削り出し、メー
カーに納入しています。
　しかし、日本の場合は、非常にこの治療系の
医療機器関連企業が少ないのです。治療系のイ
ンプラント及び手術器具も含め、約90数パーセ
ントは、アメリカや欧米から日本に輸入されて
います。国産のものは、まだ10パーセントある
かないかという状況です。ゆえに、我々は国内
で部品供給も行っていますが、アメリカでの展
示会に積極的に参加し、その結果としてアメリ
カの企業から部品の受注をいただいて納めてい

るのが現状です。2012年に、アナハイムでの展
示会で初めて展示しました。この時に、アメリ
カのメーカーが当社のブースに来られて、この
ような物はできないかという話がありました。
我々は積極的にそのための試作を繰り返し、納
入することができました。この時点から既に 6
年ほど経ちますが、今も継続して納めています。
まだアメリカで積極的に動くことができないの
で拡販にはなっていませんが、こういうものを
足掛かりにやはり海外にチャレンジしていくと
いうことが、日本の中小企業も必要ではないか
と思っている次第です。
　また、私共の会社は医療機器部品を納入して
いますが、一般的な納入部品ではなく、お客様
や他の企業と連携し、会社として対等な立場で
取引をするという方針で行っています。パート
ナーという形で取引できるビジネスを展開しよ
うということで、その例をいくつかお話させて
もらいます。一つは、展示会を通じて知り合い
になった医療機器の輸入業者と得意な分野を連
携し、デンタル用のインプラントの治療システ
ムを立ち上げたことです。2012年に立ち上げ、
現在 6年目になります。何とか順調に推移して
います。この歯科用のインプラントというのは、
人によって歯の形や骨の形も違うので、一般的
なもので入る場合もありますが、現在は、1人
1人スキャニングして形に合わせ作り込むとい
うことが、世界的に主流になってきています。
そこで、我々はいち早くそのシステムを国内で
取り上げ事業化しました。
　もう一つは、中小企業どうし 5 社が、高い
ハードルのクラス の脊椎に埋め込まれるイン
プラントの開発生産に取り組んだ例です。脊椎
に埋め込まれるインプラント分野の日本製の
シェアはまだ 5～ 6パーセント程度です。アメ
リカの企業が市場を握っているというのが現状
です。そこに何とか風穴を開けようということ
で、中小企業 5 社が連携してスタートしまし
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た。それぞれ、独自の得意分野を持った企業で
す。元々医療機器をやっている会社、あるいは
自動車部品、他にはインプラントを埋め込むた
めの穴を開けるドリルを作っている会社、この
ような会社が連携して、2006年に製品化をし
て、現在は数か所の医科大学で使われ、手術例
も相当増えてきています。日本でこのようなク
ラス という高いレベルを製品化するのは難し
いのですが、何とか日本企業として良い例を
作っていきたいということで、ビジネスをス
タートさせることが出来ました。
　また、我々は単なる部品加工だけではなく、
部品同士を組み合わせたユニット部品を生産納
入させていただいている事例があります。これ
は将来、要するに先端医療機器というものに
も、我々の会社としてやはり何か関わっておく
べきだろうということがありました。 細胞
を注入するためのデバイスなど、再生医療の注
入デバイスです。また、医療手術ロボットなど
で、ダヴィンチと言われるドクター でも出て
きた手術ロボットなどがありますが、現在我々
が同様の国産のものをお手伝いしています。こ
のようなところから、将来的な布石も打ってお
こうではないかということを狙っているわけで
す。
　医療機器の製品については2006年頃から、某
大学のドクターと協力して内視鏡の手術デバイ
スに関わる様々な機器開発に取り組んできまし
た。これは販売面で成功というところまできて
いません。ほかにも複雑な手術用デバイスを作
りましたが、医療機器は洗浄滅菌が完璧でない
となかなか製品として出せません。もっとラフ
なものを開発しようと若干方向を変えて、ドイ
ツにあるメーカーと同じような製品になります
が、強度的に約30パーセント高いものを目指し
て開発しました。まずはここからスタートしよ
うということで、医療機器の我々メーカーとし
て、2016年から低侵襲治療を支える細径鉗子を

ドクターの手に渡すことができました。医療機
器を始めて以来10年かかりましたが、これから
展開していくということです。
　もうひとつ、我々は、医療機器用の部品を社
内で加工していますが、そのための器具の開発
についてもお話ししたいと思います。当社の製
造現場から、医療機器部品を加工する道具につ
いて、もっと良く速くできる道具はないのかと
提案され、高品質のスピンドルを開発しました。
世界で初めての 4倍速のスピンドルです。 ス
ピンドルと呼んでいます。シチズンやツガミな
どの国内の小型機械のメーカーが生産する自動
旋盤のためのスピンドルです。医療機器分野に
参入したおかげで、このような器具まで開発し
ました。その結果、当初の脱下請けメーカーと
いう目的が、現実的に近くなってきました。
　最後になりますが、今後の経営戦略として医
療機器部品一括受注システムを推進してゆきま
す。インプラントを設計からものづくり、洗浄
から梱包、そして滅菌までしてメーカーに納め
ようというシステムです。これはまだ、部品加
工業者では手をつけていないので、我々はいち
早くこれをやろうと、現在スタートしたところ
です。
　もう一つは、自社商品のスピンドルですが、
現在これをアメリカのロサンゼルス、ドイツ、
そしてベトナムにも販売拠点を作り、世界で拡
販すべくそのための営業をスタートさせていま
す。
　国内だけでのビジネス展開では限界があるの
で、当社は小さい企業ですが世界を相手にビジ
ネス展開をしていこうと、希望に燃えて頑張っ
ている次第です。ものづくりのイノベーション
に対する、考え方と言いますか、ポイントは、
経営者あるいは社員や経営幹部が、熱い思いで
会社をどういうふうに持っていくのかというこ
とです。当社の目的は、成長と存続です。成長
し存続するということは、その会社の社員を守
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り、社員の幸せを永久的に作っていくことであ
り、それが企業だと思います。それを実現する
ためには、やはり経営者の熱い思いで今の状況
を変えていくということが必要だと私は思って
います。また、情報収集能力です。やはり積極
的に動かなければ的確な情報を得ることができ
ません。そのためにはやはり、企業間連携と産
学官、また最近金融機関も入ってきましたが、
それらが連携し、自社だけでは持っていないも
のを、連携を通じて吸収していく、そして共存
していくことが必要だと思います。加えて、会
社全体でそのような取り組みを、夢を持ち、社
員と経営者が一緒になって作り出していくとい
うことが、これからの中小企業にとって必要な

のではないかと私は思っています。前向きな姿
勢と行動力があれば、必ず経営革新、イノベー
ションは実現するだろうと思います。
　最後です。従来からの仕事は永遠には続きま
せん。恐らく、何百年も続いている企業もある
と思いますが、ただ同じことをやっているだけ
でなく、さらに新たな展開をしていったからこ
そ続いているのではないのかと、私は思います。
ゆえに、まずは 1歩から、経営を革新していこ
う、イノベーションを進めていこうという意欲
をもってやっていくべきかと思っています。私
の体験からお話をさせていただきました。あり
がとうございました。
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データからみる栃木の産業集積

丹　羽　孝　仁 1）＊

＊帝京大学経済学部地域経済学科

　それでは、私からはデータからみる栃木の産
業集積というタイトルでご報告をさせていただ
きます。今まで松橋先生から、鈴木様まで幅広
い議論から栃木県の経済について、さらには個
別の企業の技術開発に関しての話が続いてきま
した。本来であれば、ここで産業集積として必
要なイノベーションについて議論する方が良い
とは思います。しかし私の報告では、技術開発
に関わる部分あるいはイノベーションに関わる
部分は、ほとんど議論しません。この報告では、
統計資料にはないデータを活用して、産業集積
をみていきます。本日の報告内容は、第一に研
究の背景と目的について、第二にデータの概要
について、第三にデータ分析からみえる産業集
積の特徴という順で進めていきます。
　最初に、研究の背景と目的についてです。私
の研究の着眼点は、2014年版中小企業白書など
で議論されていたものがベースです。それは、
ものづくりにおける競争力の確保という視点の
中で、地域経済は海外を含め地域の外から稼ぐ
力が必要だというものです。この概念の中で最
も重要なプレイヤーは、地域経済圏においてコ
ネクター型企業あるいはコネクターハブ型企業
といわれる企業です。こうした企業が地域内に
どれほど存在し、彼らが一体どういう取引を
行っているのか、まず明らかにする必要がある、
と私は考えました。この点を産業集積との関連
で考えておくと、コネクター型企業が地域経済
においてどのような産業集積を作り出している
のかが重要です。すなわち、クラスターがマー

シャル型なのか、それともポーター型なのか、
あるいはジェイコブズ型なのか、に関心が置か
れます。
　コネクター型企業の取引に関する特徴、ある
いはイノベーションに関する特徴について、取
引関係、あるいはイノベーションの際の組織的
な関係をネットワーク論から分析する研究がい
くつかみられます。経済地理学の分野において
は、たとえば水野ほか（2011）や與倉 2017 な
どの研究報告があります。福田ほか（2017）の
ように、企業間ネットワークを通じて経済圏域
を考察した研究もあります。他方で、企業間取
引のネットワークについては、経済物理学の世
界からも数多くの研究がされています（
2017；後藤・高安、2015など）。こうした研

究の成果は、自治体限定メニューとして
に搭載されています。私もこの種のネットワー
クに関する研究を行ったことがあります。2015
年に、宇都宮市内の製造業企業が一体どのよう
な所とネットワークを作っているのかと分析し
ました（丹羽、2015）。以上のような、企業間取
引に関係した議論から本研究につながる疑問が
でてきます。地域経済を理解する上で、特に栃
木県の産業集積において、地域内外を結ぶコネ
クター型の企業が、取引上においてどのような
役割あるいは特徴を持っているのか、というこ
とがまず調べられるべきだろうということです。
　そこで本研究は、ネットワーク分析を通じて
栃木県製造業におけるコネクター型企業の特徴
を明らかにすることを目的とします。特に、技
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術力に焦点を置いて議論したいと思いますが、
これについては分析視点としてご紹介をしま
す。ただし、イノベーションとの関連性につい
てはこの研究の中では分析しきれていません。
　次に、分析方法とデータについてです。この
研究では民間企業のデータベース、具体的には
帝国データバンクの企業間取引に関係するデー
タを用います。栃木県に本社を置く企業で、か
つ他社との取引本数が 7本以上という抽出条件
に該当し、2013年から2017年の 1月までのおよ
そ 3 年分の企業間取引データが、分析対象で
す。データセットには、栃木県に本社がある企
業で 7 本以上の取引であれば含まれています
が、それ以外に栃木県外に本社を置く企業で栃
木県内の企業、ここにあげた抽出条件にあては
まる企業と取引している企業が含まれていま
す。ただし、事業所ベースのデータではない点
に注意する必要があります。このデータでは本
社ベースで議論せざるを得ないため、緯度経度
を通じた取引の物理的な距離を で分析する
ことはあまり有効ではありません。データセッ
トの規模は、企業数としては 3万社程度、取引
数としては 6万5000件程度です。近年の大規模
な分析に比べればかなり小さいデータセットで
す。しかし、個々の企業間取引に関係するデー
タがみられるという点において、かなり細かい
データです。なお、このデータは全て匿名化を
されています。そのため、たとえば、スズキプ
レシオンさんがどういう取引状態になっている
のか、あるいは他の企業がどうなっているのか、
という点については分析することはできませ
ん。
　さて、全体のデータセットの特徴をみておき
ます。基本的には、産業大分類の中で異業種間
の取引数が多いという特徴があります。この
後、分析を具体的に行っていくわけですが、コ
ネクター型の企業を抽出するために、福田ほか
（2015）の分類手法を用います。栃木県内での仕

入れと販売、この両方が卓越するような取引は
ローカルサービス型に該当し、仕入れを県内
に、販売を県外に卓越させているケースであれ
ば、コネクター型に該当します。仕入れ販売共
に、県外との取引が卓越している状況は、グ
ローバルリンク型に該当します。
　産業大分類で企業間取引の特徴の全体像をみ
ましょう。たとえば、ローカルサービス型が特
徴づける産業大分類は鉱業や特定サービス業な
どで、コネクター型あるいはグローバルリンク
型が特徴的な産業は医療福祉や教育、製造業で
す。これだけでは産業間の比較が難しいので、
具体例を可視化してみます。ここでは建設業と
製造業、卸売・小売業の 3 つだけに注目しま
す。建設業ではローカルサービス型の取引が卓
越しており、製造業ではグローバルリンク、あ
るいはコネクターのような取引類型が特徴的で
す。卸売・小売業ではレセプター型が特徴とし
てみえています。さらに、取引を位置情報に関
連づけてみてみます。建設業、製造業、卸売・
小売業、それぞれで取引の中心になっている地
域が多少なりとも違います。建設業は栃木県内
で数多くの取引がなされているため、特定の企
業が支配的な取引を行っている状況はみられま
せん。他方で卸売・小売業では、宇都宮に大き
な円、すなわち数多くの企業と取引している大
きい企業が 1社あり、そことの取引で繋がって
います。また、産業大分類ベースで同業種内の
取引か異業種間の取引かをみておくと、コネク
ター型の企業は、異業種間との取引が他の取引
類型に比べ多いこともわかります。すなわち、
地域経済にとってコネクター型企業が非常に重
要になっているというわけです。
　ここから製造業のみを抽出をして、そこに焦
点を当てていきます。前処理として技術力を何
かしらの指標で測りたいわけですが、ここでは
栃木県の認証制度「フロンティア企業認証」を
取り上げます。フロンティア企業認証は、栃木
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のものづくりを代表する企業を栃木の技術力ブ
ランドとして認証する制度です。2003年から認
証開始し、2018年現在で246社が認定されてい
ます。本報告では2017年の段階で認証されてい
る企業までを分析対象とします。フロンティア
企業認証は、3年毎に技術認証を取得しなけれ
ば、フロンティア企業の認証を失うという制度
です。2003年以来、すでにフロンティア企業の
認証を失っている企業を含めると、トータルで
400社に認証がありました。そのうち、246社が
新規あるいは継続的に認証を得ているという状
況です。すでにフロンティア企業の認証を失っ
ているか、あるいは継続をしているかというこ
とも、後で分析に入れていきたいと思います。
このフロンティア企業認証制度というものを、
製造企業の技術力の高さと仮定をして、この認
証企業とそれ以外の企業との間で比較するとこ
ろが、本報告の大きな特徴です。
　まず、取引類型タイプとフロンティア企業認
証制度との関連性です。現在もフロンティア企
業認証制度を受けている企業246社、かつてフ
ロンティア企業認証を受けていた企業154社、
フロンティア企業認証を受けたことのない企
業、という形で比較すると、フロンティア企業
認証を受けている、あるいはかつて受けていた
企業は、グローバルリンク型とコネクター型の
割合が、それ以外に比べて非常に高い割合を示
しています。さらに、取引類型タイプごとに、
仕入数と販売数の平均値をみたところ、仕入・
販売共に、グローバルリンクあるいはコネク
ター型の企業群が数多くの企業と取引を行って
いる、という特徴がみてとれます。
　この特徴をネットワーク理論からもう少し細
かく検討したいと思います。ここでは代表的な
中心性の指標を 2つ用います。 1つは近接中心
性です。これはそれぞれの企業の仮想的な取引
間距離が小さい企業を中心性の高い企業として
評価します。もう 1つは媒介中心性です。これ

はネットワークの連結性を維持する企業を中心
性の高い企業として評価します。たとえば、こ
の企業が失われてしまうと多くの取引先にダ
メージを与える、という特徴を有する企業をみ
つけるために媒介中心性の手法を使いたいわけ
です。
　取引類型別の比較をしておくと、グローバル
リンク型あるいはコネクター型の企業では、フ
ロンティア企業かそうではないのかといった点
で非常に大きな差というものが確認できます。
すなわち、技術力の高い企業は、企業間取引に
おいて非常に重要な地位を占めているというこ
とになります。さらに、かつてフロンティア認
証を受けていたのか、それとも現在もフロン
ティア認証を受け続けているのか、という点で
中心性指標を比較すると、グローバルリンク型
ではそこに有意な差がありますが、コネクター
型においてはあまり差がみられません。つまり、
技術力の向上や維持が企業間取引においても影
響しますが、それはグローバルリンク型のよう
に県外との取引がすでに卓越しているような企
業であり、地域経済にとって重要なコネクター
型の企業において、技術力の向上はあまり大き
な意味合いを持っていなさそうだ、という特徴
がみえてきます。
　次に、産業中分類で業種間の取引の特徴をみ
てみます。たとえば、最も媒介中心性の平均値
が高いものが輸送用機械器具です。あるいは電
気機械器具も中心性が高いです。これらの業種
は企業間取引において、非常に重要な役割を
担っていそうだということがみえています。こ
こから、産業中分類ベースで同業種内の取引か
異業種間の取引か、加えて、取引類型との関連
性についてグラフをみてみましょう。横軸が製
造業の中分類ベースの異業種間取引を行う企業
の媒介中心性の値、縦軸が同業種内、輸送機械
器具であれば輸送機械器具内で取引を行う企業
の媒介中心性の値です。グローバルリンク型あ
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るいはコネクター型に該当する企業が、高い媒
介中心性をもつ、という特徴がみえます。もう
1 つの特徴は、同業種内と異業種間での比較
で、グローバルリンク型とコネクター型の企業
が異業種間との取引に特徴を持つとわかりま
す。これは、最初にスライドでご提示をした話
題に戻りますが、製造業の中で中心的役割を果
たす企業は、産業集積の中において、異業種間
取引に大きな特徴を持っていそうだといえ、
ジェイコブズ型の特徴をコネクター型やグロー
バルリンク型の企業が持っているのではなかろ
うかと考えています。
　最後に、そのような企業をもう少し具体的な
姿としてご提示したいと思い、いくつかの企業
を事例として紹介します。事例は全てフロン
ティア企業の認証を受けている企業です。許可
が得られていない所がありますので、企業名は
伏せて紹介いたします。 社はコネクター型に
該当する企業で、輸送用機械器具に該当し、設
計にコア技術を持っています。 社はものづく
り補助金を活用し、医療産業へ進出していま
す。 社の場合もコネクター型ですが、自社製
品を新たに開発し、また子会社を通じて航空宇
宙産業に進出する特徴もみせています。 社は
グローバルリンク型に該当しますが、 社もも
のづくり補助金を活用しながら新製品の開発に
繋げているという特徴があります。 4社目は
社です。 社もフロンティア企業に認証されて
おり、コネクター型に該当し、ものづくり補助
金を活用しインプラントの技術開発に成功して
います。
　以上の点をまとめると、栃木県の製造業にお
いて、フロンティア企業は取引数が多く、そし
てハブ的な取引の特徴を持っています。特にこ
れは、技術力のある企業を接続点とした取引
ネットワークが構築されていると捉えられま
す。さらに業種でみると、輸送用機械器具や電
子機械器具などでは取引における連結性や波及

効果のある企業が存在をしていると捉えられま
す。
　結論です。栃木県製造業において核となる企
業、これはコネクター型が、あるいは製造業の
中でみるとグローバルリンク型も該当します
が、そこには技術力の高さが認められます。そ
れゆえに取引の核になっているともいえます。
事例でみたように、ものづくり補助金の活用な
どに意欲的な態度を持っている点に大きな特徴
がみえてきます。すなわち、地域経済にとって
重要となるコネクター型を育成するためには、
継続的な技術開発よりも新規の開発支援が非常
に重要になってくるのではないでしょうか。も
う少し具体的にいえば、新規にフロンティア企
業の認証を取れる企業をいかに育成していくの
かが大きなポイントになると考えています。
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地域経済学科シンポジウム　ディスカッションのとりまとめ

山　本　健　兒1）＊

＊シンポジウム司会

　シンポジウムには帝京大学学生、栃木県内か
らの一般参加者、帝京大学地域経済学科教員、
経済地理学会会員など、多様な方々が聴衆とし
て参加した。 5人のパネリストの報告の後には
活発に質問していただくとともに、質問に対し
て報告者の方々から真 な回答をしていただい
た。その概要は以下の通りである。
　栃木県の産業集積は、北関東の中でみると、
どのような特徴があるのだろうか、という質問
に対して次のような回答がなされた。北関東に
集積する産業の一つに自動車産業がある。これ
を、群馬県と栃木県とで比較すると、前者に立
地する中小企業は地元の や埼玉県の
本田技研工業からも仕事を取ろうとしているし
実際にサプライヤーとなっているところが多い
のに対して、栃木県に立地している日産自動車
から積極的に仕事を受注しようとしている県内
の中小企業は多くないのではないか。
　栃木県の産業集積の中で事業をする上でのメ
リットは何か、という質問に対して次のような
考えが示された。たとえインターネットが発達
しても、対面で会話をすることは、開発を重視
する製造企業にとって重要である。その意味で
産業集積は重要である。ただし、開発重視企業
にとって、対面接触が栃木県内で充足するとい
うわけでは必ずしもない。具体的な連携先は栃
木県内にもあるが、東京や九州にも立地する場
合がある、という回答に示されるように、産業
集積を日本スケールで捉えることもできるとい
う見方が示された。

　栃木県という単位は行政的に意味があるが、
経済的な意味はあるのだろうかという質問も出
された。これについては次のような回答があっ
た。確かに行政地域が直ちに経済的なまとまり
になるというわけではない。栃木県内でみても、
県南地域と両毛地域とに製造業集積の核があ
り、その 2つが融合しているとは言い難い。と
はいえ、栃木県内に本社を置く企業がどの地域
の企業と取引関係を持っているかを分析するこ
とによって、栃木県という地域の経済的意味を
探り出すことができるだろう。
　上記の質問に関連して、北関東 3県の行政連
携は進められており、県域を越える企業活動も
視野に入れた政策を各県が独自に進めている、
という指摘もなされた。また、行政地域と、企
業の行動によって作られる経済地域とは一致し
ないが、この不一致を考えながら、生活者が自
身の属する地域の経済的特徴を把握して、これ
に関わる諸問題に対処する必要性があるのでは
ないか、という発言もあった。
　製造業の集積があることは確かだとしても、
これが栃木県の商業にプラス効果をもたらして
いるのだろうかという疑問が提起された。この
問題については、県内の製造業による雇用力は
高いが、製造業従事者が県内で買い物をするか
というと、インターネットによる購入が若い人
を中心に高まっているため、産業集積の商業へ
の直接的効果の有無については簡単に答えるこ
とができない。しかし他方で、 宇都宮イン
ターパーク店という大規模なショッピングモー
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ルがあり、他県民がここで買い物する行動も見
られるという指摘がなされた。こうした実態は、
地域外から所得を稼ぐ製造業によってもたらさ
れる地域内での所得増が、必ずしも地域内向け
産業の代表である小売業に直接的効果を持つわ
けではないことを示唆する。しかし、それは栃
木県だけの現象ではない。他県民の 宇都宮
インターパーク店来訪は、隣接する埼玉県、茨
城県、群馬県からであると推定されるが、この
3県は栃木県に劣らず移出産業としての製造業
が盛んだからである。インターネット販売の興
隆もあり、小売業を地域内向け産業と捉える考
え方は実態にそぐわない、ということになろう。
　栃木県が製造業に強みを持つことは確かだ
が、産業のサービス化の進展がもたらすリスク
というものはあるだろうか、30年後の栃木県に
おける産業マップは描かれているだろうか、と
いう大きな問題も提起された。これについては、
の進展が製造業の在り方を変えるかもしれ

ないが、モノづくり自体がなくなるということ
はないので、そのための基盤的技術は常に磨か
ないといけないという考え方が示された。さら
に、基盤技術の向上は中小企業に期待されるこ
とであるし、栃木県がサービス経済化の中心で
ある東京から約100 圏にあるという特徴を生
かす産業マップを構想し、これを実現すること
が求められるという考え方も示された。
　他方、どんな産業にとっても人材の確保が必
要だが、この点で栃木県の実情がどうなってい
るのか、という質問があった。これについては、
栃木県の高校新卒者のうち約50～60％が大学に
進学し、その約70％が県外であって、そのうち
の約70％が東京圏に行くが、栃木県に帰ってき

て就職するのは30％程度ではなかろうかという
見解が披露された。栃木県外で就学した若者が
戻ってくれば、人材確保もある程度可能かもし
れないが、2018年11月から12月にかけての入管
法改定案に関する国会での議論が示すように、
人材確保のためには外国人雇用も視野に入れる
必要があろう。その際には、外国人が労働者と
してだけではなく、生活者でもあるという視点
が求められる。
　外国人労働者の存在ということを意識してで
はないと思われるが、イノベーション活動に取
り組むためには、社員教育に関する工夫が必要
ではなかろうか、という質問もフロアから寄せ
られた。これについては、若い社員に押し付け
るような教育ではなく、全社的な取り組みであ
ることを社員が自覚できるような環境を作るこ
と、そして社員が自ら勉強して自分で考えて行
動できる環境作りが重要である、との見解が示
された。また、目指すイノベーション実現のた
めの知識を持つ人材が社内に不足している場合
には、その知識を持つ人材を迎え入れ、若い社
員の教育にも従事してもらうことが有効である
という指摘もあった。
　以上に提示された質問や発言以外にも、例え
ば中小企業経営者の交代に関する具体的問題、
事業継承と地元金融機関との関係、中小企業支
援のための補助金の具体、栃木県フロンティア
企業認証、中小企業が海外進出する際のリス
ク、栃木県に立地する大企業工場ないし事業部
門と行政との連携など、多様かつ示唆に富む質
問と回答がなされたが、その詳細については紙
面の制約もあり、割愛する。
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哲学対話を通した地域連携活動と地域活性化

平　澤　孝　枝＊1・江　口　　　建2

1 ．はじめに
―「魅力ある学校づくり地域協議会」
とは―

2．哲学対話について
3．児童を対象とした哲学対話実施報告
3 1　平成30年 2月19日「なぜ学校に

行かなくてはいけないの？」

3 2　平成30年 7月 2日　「お手伝い
は必要か？」

4．哲学対話を通した地域活性化
5 ．むすびに
―地域連携活動における大学の存在
意義―

要　旨

　本学学校区にある宇都宮市立豊郷中央小学校において「魅力ある学校づくり地域協議会」、「放課後子
どもクラブ」を中心に、小学生を対象とした哲学対話を定期的に開催している。本報告は、平成30年 2
月と 7月に開催された哲学対話の内容を紹介する。本稿で紹介する哲学対話は、小学 4年生から 6年生
を対象とし、放課後子どもクラブ「バンブーキッズ」の児童が参加した。哲学対話を通して、単に学校
教育の観点からだけではなく、地域住民が参加する地域教育の観点からの地域活性化への一案と、地方
創生における大学の使命が見えてくる。

キーワード：哲学対話　小学生　地域教育　地域活性化

＊ 1帝京大学理工学部バイオサイエンス学科
　 2帝京大学理工学部総合基礎科目
1） 内閣府（編）（2008）『平成20年版　青少年白書―青少年の現状と施策―』、佐伯印刷、第 2部：青少年に関する国
の施策、第 4 章：支援のための環境整備施策、第 2 節：魅力的な学校づくり。 8

20 2 4 2 　2018年12月 1日アクセス。

1．はじめに
―「魅力ある学校づくり地域協議会」とは―

　宇都宮市内の小中学校では、各学校に学校代
表、 代表、地域諸団体代表などによって構
成される「魅力ある学校づくり地域協議会」が
設置されている。これは文部科学省の「支援の

ための環境整備施策」として進められている事
業の一つであり、小中学校の乗り入れ授業や学
校裁量の拡大を目指し、各市町村の小中学校で
行われている1）。本学宇都宮キャンパスは、豊郷
地区を学校区とする豊郷中学校および豊郷中央
小学校の学校教育部会に帝京大学として参画し
ている。筆者の参画している豊郷中央小学校
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は、明治 6年に開校され、平成26年に開校140周
年を迎えた歴史のある小学校である。現在約
700人以上の児童が通う、宇都宮市内では大き
な小学校である。地域協議会では、地域の自治
会や を中心として学校行事やイベントのサ
ポートをしている。本学宇都宮キャンパスでは、
これまでにこの地域協議会の依頼のもと、天文
部学生による星空観望会を過去 3年にわたって
行っており、児童とその保護者から好評を得て
いる。平成30年 2月より、筆者の一人である平
澤が、地域連絡協議会および「放課後子どもク
ラブ」とコンタクトを取り、もう一人の筆者で
ある江口がファシリテーターとして参加し、定
期的に哲学対話を行っている。本稿では、地域
活動の紹介を兼ねて、その実施活動を報告する
と共に、哲学対話の実践を通じて見えてくる地
域連携型教育のあり方や、大学が地域活動に関
わる意義について保護者の観点も含めて考察を
加えたいと思う。

2．哲学対話について

　現在、学校教育やまちづくりの現場で、「哲学
対話」と呼ばれる取り組みの導入が進んでいる。
哲学対話とは、哲学の手法を用いて、学校や地
域、家庭が抱える問題について心を開いて対話
し、それまで顕在化していなかった問題を、少
しずつ、ゆっくりと明らかにしていく試みであ
る。この場合の「哲学」とは、なにも哲学史上
の難解な問題について理屈をこねることではな
い。そうではなく、普段何気なく疑問に思って
いながらも深く考えたことがない問題や、誰も
はっきりとした答えを教えてくれないような疑
問について「根っこ」から考え、言葉にしてみ
る行為の事を指す。それを通じて、本人たちも
無自覚だった隠れた前提を暴きながら、「あたり
まえ」だと思っていた土台を揺らすことが一つ
の目的である。

　哲学対話は、元々1970年代にアメリカの学校
教育プログラム「 子どものための哲学
（ ）」として誕生し、現在
は「 4 」という愛称で世界的に知られている。
その目的は、「教室」をただの一方的な知識伝達
の空間ではなく「探求の共同体」に変えること
である。継続的な対話を通じて、対話力の促進
や哲学的センスの醸成のほかに、不登校や留年
を繰り返している生徒に対して、ある種のカウ
ンセリング効果が期待できる。それだけでなく、
〈話し合いの場の設定〉と〈合意形成プロセス〉
に貢献しうる可能性を秘めているため、地域コ
ミュニティの再生や地方創生にも応用可能であ
るとして、教育現場の外でも注目を集めてい
る。哲学対話は、単に「勝ち負け」を競うディ
ベート（討論）とは異なり、お互いの話に真
に耳を傾けることからスタートするため、「質問
する」、「考える」、「語る」、「聴く」という 4つ
の能力の総合的開発と同時に、共感性も鍛錬す
ることができる。
　哲学対話のルールは、至ってシンプルで、
我々の対話では、通常、以下の 3つを守って対
話を進める。
＜対話のルール＞
・何を言ってもいい。本音で話す。
・他人をからかったり、否定したり、攻撃した
りしない。
・対等の立場で話す。
　これだけである。これだけでお互いが冷静に
対話を進めていけることに、しばしば驚きの声
が寄せられるが、事実である。普段の生活から
感じることや疑問にも思っていない事をテーマ
に思考を深め、新たな気づきを導き出すことが
目的である。小学校で哲学対話を行う意義とし
ては、子どもの思考や探究心の活性化もある
が、相手を理解するための言葉を探す語彙力の
強化にも繋がる。今回、テーマを決めるに当
たって、いくつか候補が挙がったが、政治的な

72 帝京大学地域活性化研究センター年報　第 3巻（2019）



ものや漠然としたテーマ（例えば「生きるとは
何か」など）、将来を想像するテーマは、経験や
知識を必要とするため、子どもたちが自分の経
験を話せるテーマをピックアップした。また、
実施にあたっては、対話の流れを見守るファシ
リテーターとして、江口と平澤が参加した。

3．児童を対象とした哲学対話実施報告

3.1.　 平成30年 2月19日「なぜ学校に行か
なくてはいけないの？」

参加者・対象者：小学校 4年生から 6年生の児
童、男女18人、保護者 6名
場所：豊郷中央小学校　図工室

　初めに江口が、「哲学とは何か」、および哲学
対話のルールを簡単に説明し、全員が趣旨を理
解したところで対話を始めた。「普段当たり前の
ように学校に通っているけど、みんなは何で学
校に行っているの？」というファシリテーター
の質問より始まり、
「学校は、大人になるための勉強をする場所だ
から」
「学校で勉強したことは、どうせ大人になって
も使わないから、要らないと思う」
「好きな科目だけでいいと思う」
「自分の将来の夢に関係のあることは、いま学
んでおくと役に立つ。将来の夢に役立つことの
み勉強すればいいと思う」
と次々に意見が出てきた。皆、毎日学校に通っ
ているが、色々と学校については思うことがあ
るらしい。さて、「必要な科目と必要ではない科
目って何？」というファシリテーターの問いに
対して、
「社会。どう見ても使わない」
「理科が要らないかも。実験をしても、どういう
ときに役に立つかが、いまいち分からない」
という意見が返ってきて、軽くショックを受け

た。
「ならば尋ねるが、理科はいつ使う？」
「薬剤師や科学者になったとき」
すると、
「その仕事以外に使わないなら、やっぱり要ら
ないのでは？」
という鋭い意見が出た。何の役に立つのか分か
らないものを学ぶことほど苦痛なものはない。
理科離れは、すでにこの時点で起きているのだ。
ここでファシリテーターが、「学校は勉強をする
ためだけの場所なの？」と、学校の意義を問う
質問を投げかけた。すると、
「みんなと仲良くして、一緒に学べるところ。大
人になってから、会社で協力したりする場面も
あると思う」
「コミュニケーションや触れ合おうとする気持
ちが大事。学校では、それを学べる」
「違う地区の友達と会ったり、本を読んだり、遊
んだり、みんなが好きな事が出来るから」
と様々な意見が挙がった。また、
「行きたくない時もあるけど、学校に行くことは
子どもの義務だから」
というふうに、子どもにとっての「やるべきこ
と」の観点から意見を述べてくれた児童もいた。
これに寄せて、「義務と権利ってどう違うの？」
という話題も挙がった。
　初めは対話がどの様に進んでいくのか見当が
つかず、遠慮がちだった子ども達も、終わる頃
には「話す事は面白いから、またやりたい」、「自
分はテーマを考えているから、次回はそれでや
らせて！」と口々に発言し、大人も子どもも、
答えのないテーマをめぐって、もっと深く話し
たいという雰囲気の中、1回目の対話を終了し
た。

3.2.　 平成30年 7月 2日　「お手伝いは必要
か？」

参加者・対象者：小学校 4年生から 5年生の児
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童、男女18人、保護者 3名
場所：豊郷中央小学校　図工室

　 2月の「なぜ学校に通わなくては行けないの
か？」というテーマに続き、2回目は子どもに
とって身近なことの一つである「お手伝いは必
要か？」というテーマで対話を実施した。初め
ての児童もいれば 2回目の児童もいて、1回目
よりも対話がどんどん深く進んでいく形になっ
た。まず、「お手伝いをする人？」という質問
に、全ての児童が挙手をし、その後、「どんなお
手伝いをしているか？」という問いかけに対し
て、児童たちがお手伝いの内容を列挙した。
・お風呂の掃除、お部屋の片づけ
・食器洗い、お米とぎ
・洗濯物干し、布団たたみ、洋服たたみ
・靴洗い、靴並べ・犬の散歩、魚のエサやり、
お庭のおそうじ、草むしり

・おつかい、コーヒー淹れ、弟の世話、回覧板、
手紙の投函、新聞の回収、キャンプでのテン
ト張り等

　お手伝いをする理由に関しては、みんな「当
たり前のこと」という認識を持っており、「お母
さんが大変そうな顔をしているから」、「綺麗に
なるとみんなが喜ぶ」など、自分以外の誰かが
助かる、喜ぶ、あるいは自分も気持ち良く過ご
せるという点が大事な様だった。
　さて、ここからが本格的な哲学対話の開始で
ある。お手伝いの内容は、たとえ今すぐに出来
なくてもさほど困らないことばかりである。や
るのが遅いと怒られたり、促されたりしてまで
やる必要性はどれもあまり感じない。加えて、
お母さんとしては、どれも自分でやったほうが
本当は早く終わるし、逆に食器などを割られて
しまったら気が滅入るだろう。それなのに、な
ぜお手伝いをする必要があるのか？　そのよう
な疑問をファシリテーターが投げかけた。する
と、「お母さんは働いていて疲れているから」と
いう意見が挙がった。そこで、ファシリテー
ターがさらに、「確かに、お母さんやお父さんは
働いて疲れているけれど、でも、みんなも学校
や遊びで同じように疲れているはず。みんな疲

　哲学対話の様子　2018年 2月19日筆者撮影
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れているなら、買い物は宅配サービスを頼めば
いい。お掃除はお掃除ロボット、お風呂洗いは
自動洗浄に任せれば、みんながお手伝いをする
必要はないよ？」と問いかけると、児童たちか
ら一気に発言が溢れ出した。
・大人のお仕事は学校よりも大変
・お庭に綺麗な花が咲いたら、みんなが喜ぶ
・家族が喜んでくれるようなお手伝いは、ロ
ボットには無理

・全てをロボットや他人に任せると、沢山お金
がかかる

一方で、
・自分が一人暮らしをした時に困らないように
・家族が死んだら自分でやらなくてはいけない
から

など、自分の将来のために今から生活に関わる
技を身につけておくことが重要だとする意見も
出た。しかし、ここで疑問が生じた。お手伝い
は、他人や家族を助けるための行動であるはず
なのに、「自分のため」にしていることは、はた
してお手伝いと言えるのか？　お手伝いは、は
たして他の人のためにすることなのか、それと
も、自分のためにすることなのか。
　ここで先ほどの、「全てをロボットや他人に任
せると、お金が沢山かかる」という発言を思い
起こすと、問題の核心が、よりはっきり見えて
くる。家族が手伝えばお金がタダだからお手伝
いをしているのか？　しかし、実際には、多く
の児童は、お手伝いをする際に「お駄賃」をも
らっていた。このあたりから、児童たちが「あ
れ！？」と思い始めた。お手伝いは自分以外の
人のためにすることなのに、お金をもらったら、
それは働くこと、つまりバイトではないのか？　
当初話題になっていた、お手伝いにとって根本
的な「他の人のため」という視点が、いつのま
にか児童たちのお手伝いから抜け落ちているこ
とに気づいた。「他人のためにやっている」と
思っていたことが、じつは「自分」のためであっ

たり、報酬のためにやっていたりと、お手伝い
の本質が変わっていることに皆が驚いた。
　さらに話を進めていくと、「お金をもらえるお
手伝い」と「お金をもらえないお手伝い」があ
ること、さらには「毎日やるお手伝い」と「時々
やるお手伝い」があることも分かってきた。
　様々な意見が飛び交い、テーマを巡って発言
が何周もした後、最後に、児童たちの意見を「好
きなこと」⇔「嫌いなこと」という縦軸と、「自
分のこと」⇔「他人のこと」という横軸から成
る表にまとめていくと、子どもたちが考えるお
手伝いの多くは、「好きなこと」で、かつ「他人
のこと」に分類されていった。他方、他人のた
めにやることで、かつ嫌なことには、「お金をも
らうお手伝い」も入ってきた。
　終了時刻が来ても、児童たちは話し足りず、
賑やかに話し続けていたが、最後に発言してく
れた児童の次のような感想が、ことのほか印象
的だった。「普段当たり前だと思っていたこと
が、実はそうではないかも、と考えることが哲
学なんだな」。

4．哲学対話を通した地域活性化

　上記二つの哲学対話は、児童の生活に関連す
るテーマについて深く掘り下げようとした試み
である。まず、対話を通して見たかったのは、
「なぜ？」という疑問を子ども達が普段どのくら
い持っているかということである。小学生の中
学年以降の時期は、集団生活で為すべきことへ
の理解や、家族との関わり以外に、新たに友達
とのコミュニティが形成され始める時期であ
る。これらの学年は「社会性」というものが形
成される時期であるとも言える。同時に、この
頃になると、人とは違うことや、違う発言を持
つことに対して恥ずかしさや羞恥心が芽生え始
める。いわゆる「右にならえ」という考えが出
る時期でもある。それは他人との関係性が強く
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なっている表れでもある。しかし、実際に対話
を行ってみると、子どもなりに各自が様々な考
えや意見を持っていることにお互いが気づく。
当たり前だと思っていることを「なぜ？」と問
い直し、少し客観的に見ることで、物事の本質
を実はわかっていなかったと感じられるのは、
素直な子どもであるからという点は大きい（概
して大人は、自分の経験や知識から他人の意見
や違う価値観を認めたがらない）。
　哲学対話のよいところは、年齢や職業に関係
なく対等に話が出来る点である。対話では発言
者をこちらが指定はせず、発言したい場合はぬ
いぐるみを手に取って発言する。また、発言の
無理強いは行わない。発言せずとも思考は続け
られており、他人の発言から自分の思考を働か
せているからだ。 2回参加した児童は、1回目
の時には発言しなかったが、2回目に参加した
時には積極的に発言をしていた。このことにつ
いては、参加していたファシリテーターや保護
者からも驚きの声が挙がった。子どもはどんど
ん新しい試みを吸収し、成長が目に見えるので
ある。
　哲学対話は、小学生だけではなく中学生や高
校生でも可能であり、実際に本学のサイエンス
キャンプを通して江口等は高校生や中学生、教
員を対象とした「哲学カフェ」や2）、子育て中の
母親と子どもを対象とした「親子哲学カフェ」
を開催している3）。親子哲学カフェは、近隣の幼
稚園や小学校に通う児童の保護者サークルと連
携して、定期的に江口が中心となって活動を行
なっている。いずれも、地域の住民を対象とし
た活動である。こうした活動は、一見、教育活
動の要素が色濃く出ているように見えるが、実

2） 以下の報告を参照されたい。江口・平澤・石川・塚原（2018）。
3） そのうちの一つの対話内容が、江口（2017）で詳細に分析されている。なお、以上の活動の一部は、帝京大学「哲
学カフェ」公式ホームページで紹介されている。

　2018年12月 1日アクセス。
4） 一例を挙げれば、滋賀県高島市朽木地区の取り組み。 1183397 　2018年12月 1日アク
セス。

際にやってみると地域活性化の活動に属するも
のであることに気づく。感覚としては、自治会
の清掃活動や地域の祭りに近い。そこに住んで
いる誰もが参加可能なのだ。冒頭にも述べた
が、哲学対話を学校教育の現場だけではなく、
まちづくりの方策として実施している地域も増
えている4）。なぜ今、哲学対話が注目されている
のか？　その理由は、地方経済や地域経済の活
性化には、住民がお互いの考えを理解し、意見
を尊重し合い、対等に話せることが重要だから
であり、それを通じて、その地域独自の共通理
念を形成することが必要だからである。本学が
位置する豊郷台地区は、昭和47年から造成が始
められ、本学理工学部が平成元年に開設され、
現在も宅地開発が行われている。豊郷村時代か
らの古い集落の地元住民と新しく入って来た若
い世代（豊郷台地区や山本町、ニュー富士見な
ど）が混在している地域において、単にイベン
トを開催するだけでは地域の活性化につながら
ないことは、既に地方の伝統的な祭りの継続の
難しさなどからも容易に理解できる。地方創生
や地域活性化の原点は、住民達の相互的理解も
さることながら、町づくりの理念や構想が住民
の意識の中にしっかり存在しているかどうかで
はないだろうか。どれほど知事や市長、町長、
あるいは経済学者や企業の社長が地域活性化の
新しい理念やビジョンについて話しても、そこ
に住む住民の意識が高くなければ、活性化や創
生は見込めない。地域に根ざした文化的な理念
や、後から移り住んだ住民がもたらす新たな文
化を受け入れる多様性の意識が住民の中に備
わっていなければ、その地域の政治や経済を動
かす真に有益な対話は生まれないのではないだ
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ろうか。
　哲学対話は、年齢や性別に関係なく、健全な
〈話し合い〉の場を形成し、そこに住む住民の意
識や理念を熟成させる一つの効果的なツールと
して機能する可能性を秘めている。柔軟で多様
な物の見方・考え方は、新しい発想や概念の創
造につながり、地域活性化の起爆剤となりうる
政策や新しい特産品等の流通を作り出すことに
貢献しうる。その意味で、この企画は、単に学
校という一つの教育現場だけではなく、まさに
地域ぐるみの活動として、地域の人々の協力と
参加を得てこそ、より高い効果を発揮し、各地
域が抱える根本的な問題点を明るみに出し、地
域に新風を吹き込む活動が可能となる。した
がって、より多くの人にこの活動を知って頂け
るよう、一層充実した活動を展開していきたい
と考えている。

5．むすびに
―地域連携活動における大学の存在意義―

　初めにも述べたが、本学は、地域連携活動と
して、学生による天文観測会や、留学生と小学
生の国際交流などに協力し、大学が学区内にあ
るという特徴を生かした小学校の特色ある教育
活動の一端を担っている。地域協議会が大学に
期待する部分は非常に大きく、これまでは市が
提案している「読み聞かせ」や「ミシン実習の
補助」などの活動を実施していた程度だったが、
筆者が参加し始めたここ 2年程の間に、会議の
席では他の委員からの提案も多く出るように
なったと感じる。その点で、大学の参画が良い
刺激になっていると考える。地域連携活動にお
いて重要なことの一つは、その地域に在住して
いる方や保護者、企業や教育機関が参画するこ
とで、積極的な教育活動や生涯学習が可能にな
るという点である。必然的に教育の底上げは地
域の活性化に繋がり、さらに成長と共にいずれ

はフィードバックが行われるであろう（例えば、
豊郷地区の小学生が成長して研究者やエンジニ
ア、農業生産者や起業家として再び地区の子ど
も達の教育に参画するなど）。
　また、大学側にとっても、学生達に大きな効
果が期待できる。子どもの動き方をよく知らな
い学生達は、観望会や小学校でのイベントを通
して、子どもに教える事の難しさや短時間でプ
レゼンテーションを進める事の難しさを毎回痛
感して帰ってくる（子どもは飽きてしまうた
め）。そして、次回に向けてどこを修正すべきか
を考えて臨む事になり、教育面でも良い効果が
生まれている。ありがたい事に、参加している
保護者や協議会の委員の方々、学校の先生方が
双方向（児童⇄学生）の教育の意義を理解して
くださっており、不備な点も暖かく見守って頂
いている。また、詳しい知識のある保護者の方
が学生へアドバイスをしてくださる事もある。
地域の中での教育活動は、大人から子どもへの
教育だけではなく、そこに通っている学生や生
徒（中高生）も巻き込んだ教育活動であること
が大事であろう。帝京大学が参画することで、
今まで出来なかった大学での実験（サイエンス
キャンプ）や哲学対話など、学校として特徴的
な教育活動が可能となる一方で、地域協議会で
は、「なんでもかんでも大学にお願いするのは負
担が大きすぎるのではないか」という意見も出
てきた。住民の中に、自立して地域教育を行っ
ていこうという意識が出始めたきっかけだと
思っている。今後は、きっかけは大学が作るに
せよ、保護者や地域住民が参画して自主的に継
続して行っていけるような形を目指すことが、
地域連携による教育活動の一つの理想的なあり
方になるのではないだろうか。地域連携による
定期的な理科実験や、哲学対話の様な総合的な
学習支援における大学の教育活動の参画の効果
は、小学生の時だけではなく、その後の中高や
大学の進路選択の中で見えてくるものである。
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教育の効果は、すぐには現われず、形として見
えにくいが、だからこそ継続的な実施が必要で
あり、その過程で大学のイメージ形成や広報活
動としても一役を担う事が見込まれる。今後
も、分野を問わず学問を学ぶ面白さを大学とし
て発信していくことが、地域の活性化につなが
ると信じているし、地方に存在する大学の使命
だと考える。大学の皆様の様々な形でのご協力
をお願いしたい。

謝　辞
　本活動においては、豊郷中央小学校魅力ある学校

づくり協議会、宮っ子ステーション豊郷中央小学校

放課後子どもクラブ「バンブーキッズ」の皆さんに

ご協力を頂きました。ここに御礼申し上げます。
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緩和ケアチームの地域連携活動について

高　木　雄　亮 1）＊1・小　池　裕　子 2）2・有　賀　悦　子＊1

1 ．帝京大学医学部附属病院の緩和ケアチームについて
2．患者単位での地域連携活動
3 ．病院単位での地域連携活動
4 ．おわりに

要　旨

　帝京大学医学部附属病院の緩和ケアチームは医師、看護師、薬剤師、臨床心理士、管理栄養士、社会
福祉士、理学 作業療法士、ボランティアといった多職種から構成され、入院中の患者に包括的なケアを
提供している。緩和ケアチームの介入依頼理由としては 痛を始めとする身体症状や、患者やその家族
の不安や落ち込みといった精神・心理的問題が多いが、治療や療養場所に関する意思決定支援、社会的
資源利用の支援など、専門的緩和ケアの一環として提供するケアの範囲は多岐に渡る。また患者が退院
又は転院した後もケアの継続性が担保されるよう、在宅でも継続可能な形への治療調整、「緩和ケア医療
連携シート」によるきめ細やかな情報提供を行うなどの工夫を行っている。さらに病院単位では、セミ
ナー、啓発活動、研修の受入れなどの活動を通し、地域医療機関はもちろんのこと地域住民も含めた幅
広い領域において、緩和ケアの普及と質の向上に貢献している。

キーワード：緩和ケアチーム　基本的緩和ケア　切れ目のない緩和ケア　専門的緩和ケア　地域連携

＊ 1帝京大学医学部　緩和医療学講座
　 2帝京大学医学部附属病院　看護部

1．帝京大学医学部附属病院の
緩和ケアチームについて

　著者らが所属する緩和ケアチームが活動して
いる帝京大学医学部附属病院（以下、当院とい
う）は、1 078の病床を持つ、東京城北地区有数
の中核医療機関である。2018年11月時点で東京
都の地域がん診療連携拠点病院にも指定されて
おり、2万人を超える年間新入院患者の約 2割
をがん患者が占め、院内で亡くなるがん患者数

は年250人前後で推移している。緩和ケアチー
ムは入院患者を対象に、多職種チームによる包
括的なケアを提供することで、患者とその家族
の生活の質（ ）向上に寄与し
ている。
　当院の緩和ケアチームは医師（身体担当およ
び精神担当）、看護師、薬剤師、臨床心理士、管
理栄養士、社会福祉士（ソーシャルワーカー）、
理学 作業療法士、ボランティアといった多職
種から構成されている。入院患者の主治医や病
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棟スタッフが電子カルテ上で依頼フォームを入
力すると、自動的に緩和ケアチームの介入が開
始される。緩和ケアチームが提供するケアは
「専門的緩和ケア」と呼ばれ、がん診断時から主
治医および全ての医療スタッフが提供すべきと
される「基本的緩和ケア」と比べてより専門性
の高い緩和ケアを行う（表 1 ）。主治医側のニー
ズに合わせた多様な介入方法を提供する等によ
り緩和ケアチームへの依頼数は年々増加してお
り、直近ではがんに関連した新規入院の約 1割
で介入が依頼されるようになっている。
　緩和ケアチームの依頼理由として最も多いの
が 痛であり、その他にも悪心（吐き気）、食欲
不振、呼吸困難、倦怠感、せん妄（混乱）といっ
た患者の を低下させる様々な症状が介入
の対象となる。また最近特に増えているのが、
患者やその家族の不安や落ち込みといった精
神・心理的問題に対する介入依頼である。こう
いった問題は患者のそれまでの生き方など実存
的な課題を含むことも多く、専門的緩和ケアの
介入は必ずしも解決を意味するものではない
が、医学的な評価、必要に応じた薬物治療の追
加、臨床心理士を含む緩和ケアチームスタッフ
による傾聴や支持的な関わりといった多面的な
介入を組み合わせることで、こうした問題を抱
えながらも穏やかな療養生活を送れることを目
指している。この他にも、治療や療養場所に関

する意思決定支援、社会的資源利用の支援な
ど、緩和ケアに関連する領域は多岐に渡る（図
1 ）。
　緩和ケアにおける最近の動向として、がん以
外の疾患へと対象が広がってきていることが挙
げられる。特に末期心不全は、呼吸困難や倦怠
感など患者の を著しく低下させる症状の
頻度が高く、生命予後の見通しを立てにくい、
静注薬が最期まで必要となることが多く療養場
所の選定にしばしば困難をきたすなど緩和ケア
に対するニーズが非常に高いことから、2018年
より緩和ケアチームの介入による診療報酬の算

表 1　基本的緩和ケアと専門的緩和ケア

基本的緩和ケア 専門的緩和ケア
提供時期 がんと診断された時から 患者や家族の状態に応じて
提供者 主治医を含む全ての医療スタッフ 緩和ケアの専門家

役割

・全人的アプローチ
・患者の声を聴き、共感する姿勢
・家族を含めた包括的ケア
・コミュニケーションスキル
・多職種連携の理解と実践
・がん 痛をはじめとする諸症状への基本的
な対処

基本的緩和ケアの実践に加えて
・チーム医療を適切に行うためのリーダー
シップ

・緩和困難な症状への対処
・多職種に対する教育活動
・地域医療機関からのコンサルテーションへ
の対応

出所：筆者作成。

図 1　緩和ケアに関連する領域

出所：筆者作成。
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定が可能となった。さらに末梢血管障害による
痛、神経難病や間質性肺疾患による難治性の
症状など、現状では診療報酬算定の対象となっ
ていない依頼についても、専門的緩和ケアの提
供による の改善が期待できる限り、がん
や末期心不全患者と同様に緩和ケアチームの介
入を行っている。2018年 9月には緩和ケア業務
全般を統括する緩和ケアセンターが設立され、
がんの有無にかかわらず必要とする患者に専門
的緩和ケアを提供できる仕組みが整備されつつ
ある。

2．患者単位での地域連携活動

　がん患者やその家族への調査により、患者が
望む場所で療養ができたかどうかは、患者や家
族の のみならず、患者が死亡した後にお
ける家族の精神的健康（抑うつや遷延する悲嘆）
にも影響することが明らかとなっている（首藤
2016：55）。患者が在宅療養を希望した際に
となるのは、 本人の病状や日常生活動作
（ ）の程度と、家族の
介護力とのバランスである。そのため緩和ケア
チームでは、訪問介護、訪問看護、在宅医療（往
診）といった社会的資源の利用を支援すること
で、家族への過大な負担とならない形で患者の
希望を叶えることを目指している。
　在宅医療へ移行する際にしばしば問題となる
のは、病院で行われているケアの継続性である。
在宅医療で使用可能な薬剤や医療機器には診療
所ごとに制約があるため、在宅医を選定する時
点でそうした要素が考慮される。これは入院中
に使用している薬剤や医療機器を使用可能な在
宅医に絞って選定するということではなく、患
者や家族が利用しやすい在宅医の状況に応じ
て、入院中から治療を継続可能な形に調整して
いくことも含まれる。事前の情報収集の結果、
在宅療養が困難であると判明し緩和ケア病棟な

どへ転院となる場合もあるが、そうした意思決
定も患者や家族への十分な情報提供と納得のう
えで行われるよう、緩和ケアチームで多面的な
支援を行っている。
　さらに緩和ケアチーム介入患者が在宅医療へ
の移行や転院をする際には、主治医が作成する
診療情報提供書、病棟スタッフが作成する看護
サマリーとは別に、緩和ケアチームが「緩和ケ
ア医療連携シート」という書類を作成している。
このシートは、当院で行われている治療やケア
のみならず、主に症状緩和の観点で現在の処
方・ケアに至った経緯、今後起こり得る状態の
変化、精神・心理・社会的な問題点とそれらへ
の対応、患者や家族の病状認識など包括的な情
報を記載することで、退院 転院後に状態が変
化した際にも適切なケアが継続されるよう配慮
したものとなっている。

3．病院単位での地域連携活動

　前述の通り、専門的緩和ケアには多職種への
教育活動も含まれることから、地域の医療従事
者を対象としたセミナーを定期的に行ってい
る。 痛や便秘など頻度の高い症状に対する効
果的なケア、救急など急性期医療の現場におけ
る緩和ケアのあり方といったテーマについて、
双方向的な知識の共有とディスカッションがな
された。他にも、地域の医療従事者も参加可能
な緩和ケア研修会の実施、近隣医療機関で行わ
れる緩和ケア研修会への講師派遣、医療連携セ
ミナーでの情報交換、当院緩和ケアチームでの
実地研修、地域の小学生を対象とした体験型実
習（「がんを知ろう！帝京サマースクール」、表
2 ）への協力などの活動を通じ、地域医療機関
はもちろんのこと地域住民も含めた幅広い領域
において、緩和ケアの啓発と質の向上に貢献し
ている。
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4．おわりに

　高齢化に伴い緩和ケアのニーズが高まる中、
当院、地域医療機関、在宅において切れ目のな
い緩和ケアを提供するために、地域連携はこれ
までに増して重要となっている。緩和ケアチー
ムは当院の各部署と連携しながら、より効果的
な地域連携の形を模索し実践していきたいと考
えている。

文　献
首藤真理子（2016）「療養場所を決定する時に重

要視した要因と希望する療養場所と実際の
療養場所の一致に関する研究」、日本ホス
ピス・緩和ケア研究振興財団「遺族による
ホスピス・緩和ケアの質の評価に関する研
究」運営委員会編（2016）『遺族によるホス
ピス・緩和ケアの質の評価に関する研究 3
（ 3）』（公財）日本ホスピス・緩和
ケア研究振興財団、 55 59。

表 2　「がんを知ろう！帝京サマースクール」プログラム

10：00～ 開会の挨拶、プログラムの説明、参加者自己紹介

10：30～ オープニングレクチャー
「がんって何だろう？」

11：10～
体験実習（グループワーク）
①病理体験：顕微鏡をのぞいて、正常細胞とがん細胞を観察
②外科体験：腹腔鏡シミュレーターによる実習体験
③内科体験：白衣を着て聴診器による血圧測定体験

13：30～
病院ツアー：がんの治療施設を見学してみよう
①リハビリテーション室
②化学療法室
③手術室

14：40～ クロージングレクチャー
「がんを通してよりよく生きていくことを考えよう！」

15：10～ 閉会の挨拶、修了書授与
出所：筆者作成。
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持続的観光地へ向けた土産品等のありかた調査プロジェクト
－日光を事例として－

五　艘　みどり1）＊・五艘ゼミナール

1．プロジェクトの背景と目的
2 ．プロジェクトの内容
2 1　視察調査の実施（2018年 7月）
2 2　国内観光客の土産品の購入意向

や購入目的の把握（2018年10月）
2 3　土産品販売業における現状把握
（2018年10 11月）

3．調査の結果

3 1　視察調査の結果
3 2　アンケート調査の結果
3 3　インタビュー調査の結果
3 4　調査結果に見る観光客と

土産品店のギャップ
4．日光の回遊性を向上させる
土産品販売に向けた提案

要　旨

　本プロジェクトは、世界遺産観光地として知られる日光が、今後も持続的な観光地であることを目指
し、観光客の回遊性を向上させる契機となる土産品に注目し、その効果的な販売方法・情報発信などの
あり方について提案するものである。具体的には、潜在的な国内観光客の土産品の購入意向や使用用途
の把握と、日光の土産品業者における販売の実態を把握し、観光客と土産品業者の間にあるギャップを
分析した上で、日光のより良い土産品の販売方法・情報発信方法を提案することを目的としている。な
お調査対象の土産品は食品のみとしている。

キーワード：日光　土産品　観光地　回遊性

＊帝京大学経済学部地域経済学科

1．プロジェクトの背景と目的

　本プロジェクトが開始に至ったのは、日光出
身の学生が日光における土産品の問題を指摘し
たことだった。日光における観光客は世界遺産
登録やインバウンド拡大を背景に増加傾向だ
が、観光客の回遊性においては「二社一寺詣」の

形態が圧倒的で、他の観光資源への回遊性の低
さが問題となっている。こうしたなかで観光客
の滞在時間を拡大させ、回遊性を高める要素と
して土産品の購入が挙げられる。副次的な観光
資源とも言える土産品の購入は、観光客の周遊
性を向上させ、地域経済をより活発なものにし、
また潜在的な観光客へ地域イメージを発信する
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ツールともなり得る。実際、日光には多様な土
産品があるにもかかわらず、それらの認知度は
決して高いとは言えず、観光消費を押し上げる
大きな要因には至っていないと考えられる。こ
うした学生の問題提起には、日光を土産品でよ
り良い観光地にしたいという若者達の強い思い
がある。若者の視点でこうした土産品のあり方
に提案をすることは、歴史的観光地に新しい風
をもたらす機会になるとも考えられるのである。
　こうした背景から本プロジェクトでは、日光
が今後も持続的な観光地であることを目指し、
観光客の回遊性を向上させる契機となる土産品
に注目し、その効果的な販売方法・情報発信な
どのあり方について提案することを目的に活動
を実施した。

2．プロジェクトの内容

2.1.　視察調査の実施（2018年 7月）
　調査開始に伴い、国内観光地における土産品
の先行研究として国内の論文を複数読み、これ
までの国内観光客の土産品購入意向や購入目
的、その背景にある土産品文化などを概観し
た。その上で、日光を 3エリアに分け土産品店
の立地や商品に関する視察を調査した（実施日
2018年 7月12日）。

2.2.　 国内観光客の土産品の購入意向や購
入目的の把握（2018年10月）

　潜在的国内観光客の土産品購入状況や日光の

土産品のイメージを把握するため、アンケート
調査を実施した。実施期間は10月 1日から30日
までの 1ヶ月間とし、 スプレッドシート
を使用してインターネット調査票を作成し、学
生が や電子メールで配布する形式で行っ
た。アンケート項目は、土産品の購入頻度・購

写真 1　日光における土産品フィールドワークの様子（2018年 7月12日撮影、撮影者は左から著者、阿久津
忠也、阿久津忠也、宇賀神理恵）

写真 2　日光の土産品店と周辺の様子

（著者撮影、2018年 7月12日）

84 帝京大学地域活性化研究センター年報　第 3巻（2019）



入相手・購入目的の他、日光の土産品のイメー
ジ等とし、潜在的観光客の土産品購入ニーズ
と、それに対する日光の土産品とした。結果と
して120の回答を得た。

2.3.　 土産品販売業における現状把握（2018
年10 11月）

　日光の土産品販売における現状を把握するた
め、8件の土産品店へ向けてインタビューを実
施した。対象とする土産品店は主に食品を中心
に扱う店舗とし、和菓子・洋菓子などの種類
や、歴史の新旧、立地などを勘案して依頼を行
い、顧客状況や商品販売状況のほか、商品を通
して顧客に伝えたい思いなどを聞き、その現状
を把握した。数ある土産品店に対し、インタ
ビューできる店舗は限られるので、土産品販売
における全容把握には繋がらないと考えるが、
最終提案に向けた有効なヒントを多数得られる
と考えている。また現地の土産品販売の状況を
複数回のフィールドワークを実施することで、
状況を確認する。

3．調査の結果

3.1.　視察調査の結果
　プロジェクトの当初に、日光を 3エリアに分
け土産品店の立地や商品を視察調査した（実施
日2018年 7月12日）。視察調査からは主に 3点

が見えてきた。
　第 1 に立地の問題である。土産品店は密集し
て立地し買いやすい場所がある反面、道幅が狭
い、雨除けがないなど、歩きづらさが感じられ
る場所も少なくない。また、歴史的な景観の合
間に空き家が目立ち、景観侵害を起こしてい
る。
　第 2 に商品の問題である。学生の間からは
「日光でしか買えないものがよくわからない」と
の意見が多数見られ、商品としての訴求力の高
いものが希薄であることが考えられた。また類
似の土産品店があちこちの店舗に並んでおり、
さらに同じ商品が店ごとに価格が異なるなどの
状況もあった。
　第 3 に店舗の問題である。多くの店舗で店員
は丁寧に接しており、試食も豊富で観光客が楽
しみやすい雰囲気があったが、一方で店舗が暗
かったり店員が不在だったりして、そもそも入
りづらい雰囲気の店も多数存在した。また平日
は閉まっている店があることも指摘された。

3.2.　アンケート調査の結果
　アンケート調査結果は、女性・若年層が多
く、関東の回答者が 9割超となった。図 1 ～ 5
から分かることは、日光の土産品は認知度が低
く、イメージが希薄なことである。また観光客
は自分への土産を、その場の雰囲気で購入する
傾向もあることが分かった。

図 1　国内旅行で土産品を買う頻度（ ＝120）

85持続的観光地へ向けた土産品等のありかた調査プロジェクト（五艘・五艘ゼミナール）



3.3.　インタビュー調査の結果
　日光市の土産品店へのインタビュー調査で
は、8店（和菓子 5、洋菓子 1、湯葉 1、専門店
1 ）から協力を得た。インタビュー項目と結果
は表 1 のとおりである。
　そこから見えた問題点として、3 つの問題点
が挙げられた。 1つ目は、客層の変化について
いけていないことである。既存顧客はシニア層
への偏りが顕著になっている一方で、インバウ
ンドは増加傾向にある。後継者不在の店舗で
は、問題に手を付けることすらできずにいる店
舗もあった。 2つ目は、販売量が減少する傾向

にあることである。近年では日本人の購入量減
少が見られ、慣習の衰退や核家族化の進展によ
るものからであると推測されるため、諦めに近
いものがあった。他にも商品の日光らしさのア
ピールが上手くいかず、日光らしさが伝わりに
くいことや、生モノ・瓶モノのインバウンド対
応が難しいことも理由として考えられる。 3つ

図 2　日光の土産品といえば？（ ＝120、複数回答）

図 3　土産品を購入する相手（ ＝120、複数回答）

図 4　土産品を購入する理由（ ＝120、複数回答）

図 5　日光の土産品のイメージ（ ＝120、複数回答）

表 1　インタビューの質問項目と質問内容4 6に関する結果
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目は、まちづくりへの期待である。地域の連携
が不足していると感じている店舗が多いこと
や、景観整備・渋滞や歩きやすい歩道への対応
を望む意見も多く、解消には長い時間を必要と
すると考えられるものもあった。

3.4.　 調査結果に見る観光客と土産品店の
ギャップ

　これまでの視察調査、アンケート調査、イン
タビュー調査の結果から、想定される観光客と
日光の土産品店との間に、一定の認識のギャッ
プ存在することがわかった（図 6 ）。例えば、日
本人観光客の国内旅行における土産品の購入意
欲は高い状況であるのにも関わらず、日光の歴
史の古い土産品店の一部では日本人の購入が減
少しており、これは歳暮・中元などの慣習の薄
れや核家族化などの家族形態の変化であると認
識されている傾向があった。また、外国人観光
客は土産品を買いたくても、湯葉のような生モ
ノや、瓶詰の菓子のような思いものは携帯性が
悪く購入に至らない傾向がある一方で、土産品
店側は外国人旅行者の購入が進まないのは英語
など言語対応の遅れがあることが原因だと考え
る傾向にあることがわかった。

4．日光の回遊性を向上させる
土産品販売に向けた提案

　一連の調査結果と、調査結果に見る観光客と
土産品店のギャップの分析を踏まえて、ゼミで
は日光市の観光地としてのさらなる発展のため
に、図 7 のようなの 3つの提案を考えた。
　第 1 は、休憩やイートインのスペースを整備
することである。生モノや重い土産品を敬遠す
る傾向が見られることから、小包装で食べ歩き
サイズの商品を増やし、さらにオープンスペー
スを活用して、その場で食べることのできるス
ペースを構築することなどである。
　第 2 は、土産品に日光らしい物語性を付与す
ることである。土産品店のインタビューの中で、
商品を通して日光市の歴史を知ってもらいたい
という意見があった。そこで、店舗や商品の「物
語」を発掘し、日本語・英語での発信を行うこ
とで多くの人に歴史に親しんでもらうことがで
きるのではないだろうか。
　第 3 は、ホスピタリティ教育と地域連携であ
る。土産品店のなかには、店の雰囲気が暗く、
入りづらい印象を持った場所があった。そこで
接客の向上・明るい店を目指す必要があると考
えた。また土産品向上委員会（仮称）のような
地域横断の組織を発足し、日光の土産品の広
報・店づくりのアイデア・新商品の模索などを

図 6　土産品に関する観光客と土産品店のギャップ
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地域課題として議論することで、地域の連帯感
の向上とまちづくりへのより良い雰囲気の創出
を行うことができると考えた。

付　記
　学生によるインタビュー調査を快く受けてくだ

さった日光の土産品店の皆様に感謝申し上げます。

当該プロジェクトの結果は「学生＆企業研究発表

会」（大学コンソーシアムとちぎ主催、2018年12月

1日実施）において発表した内容をもとに作成し

た。

　プロジェクトに関わった五艘ゼミナールのメン

バーは次の通りである。阿久津忠也、石川美穂、大

塚淳平、鈴木悠我、畠山翔大、柳田知哉、鷲頭勇弥、

ヘッティ・ヘワゲ・ディルキ・ニロディ、宇賀神理

恵、小泉諒太、松尾諒人、渡辺淳介。

図 7　回遊性を向上させる土産品販売に向けた 3つの提案
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都市観光における公共交通の役割：広島市の事例

松　尾　浩一郎＊1・山　川　夏　希 2・
佐　藤　龍　星2・小　髙　滉　司2

1 ．はじめに
2．広島市中心市街地の公共交通網
3 ．観光にかかわる公共交通の問題
4 ．考察

要　旨

　帝京大学経済学部地域経済学科松尾ゼミでは都市観光をテーマとしたフィールド調査を広島県広島市
において行った。多くの観光資源が中心市街地に立地する広島市において、公共交通機関が都市観光に
いかなる役割を果たしているのかを調査し、その現状と問題点について検討した。

キーワード：路面電車　路線バス　水上バス　回遊性

＊ 1帝京大学経済学部地域経済学科
　 2帝京大学経済学部地域経済学科学生
1） 広島市ウェブサイト「ピースツーリズム」、 1541575562452 、
2018年12月20日アクセス。

1．はじめに

　広島市は中国地方を代表する大都市である。
人口は119万人を数え国内の都市では第10位の
規模である（2015年現在）。経済的社会的諸活動
の中核になっていると同時に、都市観光が盛ん
であることも大きな特徴となっている。広島市
によると、2017年の市への入込観光客数は1 341
万人にのぼっており、うち152万人は海外から
の来訪である（広島市経済観光局観光政策部観
光企画担当2018）。とくに中心市街地にさまざ

まな観光スポットが存在していることは広島市
の個性である。広島城、縮景園、平和記念公園、
そして世界遺産の原爆ドームなどは、いずれも
市の中心部にある。
　広島市は観光振興のためのさまざまな取り組
みを進めている。たとえば、市内に流れる太田
川や瀬戸内海の景観を活かした水辺観光（広島
県・広島市2017）や、観光を通じて原爆と平和
を学ぶ「ピース・ツーリズム」1）を施策の中に盛
り込んでいる。太田川や原爆ドームといった中
心市街地の観光資源をさらに活かし、都市観光
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を振興しようとしている。
　観光においては回遊性が重要となる。とくに
都市観光の場合、市域内に散在する観光スポッ
トをめぐるために公共交通網が果たしうる役割
は大きい。しかし、公共交通は観光のためだけ
にあるのではなく、むしろ市民の日常生活を支
えるためのものでもある。公共交通は都市観光
のためにどのように機能しているだろうか。そ
こにはどのような問題点があるだろうか。
　経済学部地域経済学科松尾ゼミでは、以上の
ような問題意識から2018年 9月 5、6日に広島
市にて現地調査を行った。本稿ではその成果の
一部を報告する。

2．広島市中心市街地の公共交通網

　路面電車（広電）は広島のシンボル的存在で

ある。市内軌道線は 6路線19 0 にわたり、中
心市街地の主要部分をカバーしている。利用者
数は 1日平均10万7000人であり、国内で最大規
模の路面電車網である（広島電鉄2018）。地域住
民の生活の足としてだけではなく、観光客にも
多く利用されている。
　路線バスは市内全域をくまなく走っている
（図 1 ）。広島駅とバスセンターを 2つのハブと
して路線網は多岐にわたっている。市内路線の
利用者数は 1日平均16万7000人である（広島市
2015）。9つの事業者が運行にあたっており、と
くに中心市街地では広電バス、広島バス、 バ
スなどが入り組みつつ並走している。こうした
複雑さを解消するために、事業者横断型の路線
番号を導入して、利便性を向上させている。
　水上バスは親水性を求める水辺観光において
は欠かせない交通となっている。広島リバーク

図 1　路線が多岐にわたる市街地付近

出典：公益社団法人広島バス協会
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ルーズとウォータータクシー、雁木タクシーの
3事業者がある。リバークルーズは予約不要で
乗れる路線があり、料金は1 300円である。一方
ウォータータクシー、雁木タクシーに関しては
予約制となっており、ディマンド型で、予約は
利用日の 2日前までにするシステムである。発
着するのは広島駅付近にある川の駅で、伝統的
な「雁木」を活用した乗り場となっている（写
真 1 ）。
　これらの公共交通はそれぞれ独立してサービ
スを提供するものであるが、連携することで利
用者の利便性を高めようとする試みも行われて
いる。観光の回遊性を高める方法として、広電
と路線バス 6 事業者が利用可能な一日乗車券
「広島ピースパス」が発売されている。これは利
用年月日をスクラッチするタイプの一日乗車券
である。観光客向けに導入された「めいぷる～
ぷ」という周遊バスも運行されている。これは
広島駅新幹線口を起点として平和記念公園（原
爆ドーム）、縮景園、広島城といった市街地の代
表的観光地を経由する。オレンジ、レモン、グ
リーンの 3種類のルートがある。また「オレン
ジルート」は広島市現代美術館を経由、「グリー
ンルート」は並木通り、八丁堀などの繁華街を
経由するといった特色も見られる。

3．観光にかかわる公共交通の問題

　路面電車はレールの上を通るという都合上、
目的とする観光地へ最短距離で向かえるとは限
らず、また、乗り換えが必要になることもある。
乗り換えることなく直接目的地まで行ける場合
でも、市街地路線であるためある程度の迂回を
せざるを得ないことは多い。距離的にも時間的
にもロスが出ることは避けられない。
　路線バスは多くの事業者が運行しているた
め、さまざまな路線が複雑に入り組んでいる。
事業者横断型の路線番号を導入しているもの
の、それでもやはり、初めて来訪する観光客に
とっては利用することは容易ではない。また、
路線バスのネットワークは日常生活で利用する
住民にとっての利便性を高めるために、市街地
から離れた郊外地域へと向かう路線を重視して
運行されている。中心市街地を周遊する観光客
向けには考慮されているとはいえない面もあ
る。
　水上バスは一部の路線が予約制であるため気
軽に利用することは難しい。予約はネットでは
なく電話予約のみとなっている。スマートフォ
ンアプリ等で予約が行えるシステムが確立して
いる現代ではやや古いシステムである。また現
金のみというのも利用しづらい原因である。オ
ンラインで決済ができるシステムや カードで
乗船できる現代では少し遅れているシステムで
ある。以上のようなことは若者が敬遠する可能
性にもなりうる。
　水上バスには別の問題もある。市街地自体が
太田川の巨大な三角州であるがゆえに高低差が
あまりなく、瀬戸内海の潮の干満をじかに受け
る。このことが運航に影響を及ぼし、時間帯に
よって運航が左右され、水辺観光推進の足かせ
となっている。

写真 1　広島駅前「川の駅」のウォータータクシー
乗り場（2018年 9月 6日山川撮影）
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4．考察

　広島市の中心市街地には多様な公共交通網が
あり、大変利便性の高いものであった。しかし、
観光のための利用という観点からは、問題点も
少なくないことがわかった。都市観光において
公共交通機関がより大きな役割を果たすために
も、さらなる工夫が求められる。
　現状をふまえて提案をするならば、乗車券や
予約システムは効果が高いのではないかと考え
られる。たとえば、一日乗車券には カードに
情報を記録するタイプを導入することが求めら
れるであろう。このタイプは都市部においては
普及率が高いので障壁は高くないと思われる
が、事業者横断型のタイプはまだ見られない。
また、水上バスの利便性を向上するためには、
オンライン予約の導入が求められるであろう。
実際、東京の水上バスである東京観光汽船はオ
ンライン予約を導入しており、オンライン予約
者向けのサービスを行っている。
　広島は観光都市として確固たる実績と歴史が
あり、観光のためのインフラストラクチャーは

すでにある程度は整えられているが、回遊性に
着目した場合、問題は未だ多い。独立している
交通をつなげて利便性を高め、観光客のみなら
ず地域住民にも利用しやすい交通に変貌させる
ことが急務であるだろう。そういう点ではオン
ライン予約、鉄道とバスの接続強化は今後の課
題となる。以上の点を実現できれば、都市観光
における公共交通の役割を確かなものにするだ
ろう。

文　献
広島県・広島市（2017）「『美しい川づくり』将

来ビジョン：水の都の象徴的な空間づく
り」。

広島市（2015）『広島市バス活性化基本計画』
広島市経済観光局観光政策部観光企画担当（2018）
「平成29年（2017年）広島市観光客数につい
て」（

1530604625469 29
，2018年12月20日アクセス）。

広島電鉄（2018）『広島電鉄株式会社会社要覧』。
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那須烏山観光資源調査結果

丹　羽　孝　仁＊・丹羽ゼミナール

1．研究課題
2 ．まちの概要
3 ．調査の全体像
4 ． サイトの構築

5 ． サイトのコンテンツについて
6．アクセス解析について
7．考察とまとめ

要　旨

　本報告は、経済学部地域経済学科 2年生の丹羽ゼミでの活動を通じて、栃木県那須烏山市の観光資源
を現地調査した結果を報告するものである。観光を地域にとっての外貨獲得の機会と位置づけ、これを
振興することによって地域の活性化を目指す。しかし那須烏山市の観光資源は広く認知されているとは
いいがたいため、これを学生目線で実際に体験し、それを することとした。学生が選択した観光資源
の多くは人文資源であった。これら38件を サイト上に紹介し、この サイトへのアクセスを約
1 か月間観察した。 サイトへのアクセス数は300 と多くなく、この サイトそのものが観光資
源の に寄与したとはいえず、長期的な 活動が求められる。またアクセスの多くは若者であったた
め、観光客の幅広い年齢層に対応するためには 以外のさまざまなメディアを活用する必要がある。

キーワード：観光資源　 サイト　那須烏山市

＊帝京大学経済学部地域経済学科
1） 中村（2014）のいう域外マネーに相当する。

1．研究課題

　現代の日本社会において、地域が衰退する主
な要因は人口減少だ、と考えたところに当ゼミ
の活動は始まった。少子高齢化が進み、人口減
少が加速している。人口減少により、地域内の
就労者は減り、総獲得賃金が減少する。すると
地域内の消費額も減少するため、地域内で循環
する資本が小さくなっていく。これが続くこと
で地域が衰退していくのだと考える。地域の衰
退から脱却するためには、地域経済の循環力を

高める必要がある。その対処方法のひとつに、
地域外から観光客を呼び込み、購買などを通じ
て地域に貨幣を落としてもらうことがあげられ
る。地域にとって外貨1）を獲得することで、経
済循環のインプットを増やすことが可能とな
る。その結果として地域住民の暮らしの向上が
期待される。
　当ゼミは栃木県那須烏山市を事例対象地とし
ており、ここもすでに人口減少が始まっている。
観光に経済効果を期待しようにも、那須烏山市
の際立った観光資源は例年 7 月に開催される
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「山あげ祭」2）しかなく、この祭りが開催される
3日間で年間観光客数の20％近くを数える3）。
換言すれば、「山あげ祭」以外の観光資源に関す
る魅力を高めることができれば、年間を通じた
観光客の獲得に結びつき、地域経済を活気づ
け、地域が活性化するのではないだろうか。
　そこで当ゼミは、那須烏山市の観光資源を実
際に大学生の目線で調査し、 を活用してその
結果を することで、観光資源の魅力向上や
知名度向上を目指すものである。限られた活動
期間の中で十分な結果が得られないかもしれな
いが、できることを実際にやってみるというス
タンスで活動した。

2．まちの概要

　那須烏山市は、宇都宮市から東に約30 に

2） 国の重要無形民俗文化財、ユネスコの無形文化遺産に登録されている。2017年度に続き、2018年度も当ゼミは参
加した。祭りの概要とゼミの参加のあり方については丹羽・丹羽ゼミナール（2018）を参照のこと。

3） 丹羽・丹羽ゼミナール（2018）による。
4） 2018年12月 1日現在。住民基本台帳による。2005年10月 1日に那須郡南那須町と同郡烏山町が合併し、那須烏山
市が誕生した。当時の人口は 3万1152人であった。

5） 那須烏山市 サイトより（ 9 、2018年12月10日アクセス）。

位置し、市内に那珂川が流れる。人口は 2 万
6705人である4）。那須烏山市の サイトでは、
同市の観光情報を「祭り・イベント」「見る・触
れる」「さくら名所」「紅葉名所」「遊ぶ・癒す」
「食べる」「特産・物産品」「泊まる」「観光ガイ
ド」「フィルムコミッション」「まちなか観光」
「市内マップ」「観光マップ」「烏山城」のカテゴ
リーに分けて紹介している5）。
　ところで溝尾（2011：16 17）は観光資源を以
下の 3つに分類している（表 1 ）。この分類にし
たがって那須烏山市の サイトの観光資源の
カテゴリーをみると、人文資源Ⅱ（「祭り・イベ
ント」「見る・触れる」「遊ぶ・癒す」「まちなか
観光」）が多めに掲載されており、次いで自然資
源（「さくら名所」「紅葉名所」）が載っている。
人文資源Ⅰは「烏山城」のカテゴリー内にいく
つか紹介されているのに留まっている。またど

表 1　観光資源の分類

自然資源 人文資源Ⅰ 人文資源Ⅱ
1 ．山岳
2 ．高原
3 ．原野
4 ．湿原
5 ．湖沼
6 ．峡谷
7 ．滝
8 ．河川
9 ．海岸
10．岬
11．島嶼
12．岩石・洞窟
13．動物・植物
14．自然現象

1 ．史跡＊

2 ．寺社
3 ．城跡・城郭
4 ．庭園
5 ．年中行事
6 ．碑・像＊

1 ．橋＊ 1

2 ．近代公園
3 ．町並み・都市景観・建造物＊ 2

4 ．観覧施設＊ 3

5 ．イベント
6．テーマパーク・遊園地
7 ．田園景観・郷土景観

＊ 産業遺産含む
＊ 一部人文資源Ⅱに入る

＊1一部は、人文資源Ⅰに入る
＊2都市建造物（塔、高層ビルなど）
＊3博物館・美術館。動物園・植物園・水族館ほか各
種施設。

注：分類の評価基準は次の通り。
　　自然資源：人間が創造していないもの。
　　人文資源Ⅰ：人間が創造し、長い時間の経過から価値が見いだされて、今日、評価の定まっているもの。
　　人文資源Ⅱ：現在は強い集客力をもつが、将来にわたりその集客力を維持できるか不安定なもの。
出典：溝尾（2011：17）
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れにも該当しないもの（「食べる」「特産・物産
品」「フィルムコミッション」）もある。

3．調査の全体像

　そこで当ゼミは那須烏山市の観光資源につい
て現地調査を合宿しながら実施した6）。調査の事
前準備として、一般的な観光客の姿を検討し、
シニア旅、ファミリー旅、外国人旅（インバウ
ンド）、女子旅の 4つを調査ターゲットとした。
それぞれの旅のイメージに合わせ、想定される
観光先（観光資源）をそれぞれ10程度ピック
アップしておいた。
　現地調査はグループごとに独立して行い、そ
の調査内容は、ターゲット層、対応が難しそう
な客、特徴や売り、おすすめの一品、平均滞在
時間、平均的料金、最大対応人数、最もいい季
節、といった観光資源の に求められる項目
と、営業時間や駐車場の有無や住所など、と
いった調査先の基本事項である。これらの項目
について調査先の店舗の方へインタビューした
（写真 1 ）。加えて、飲食物を販売あるいは提供
している店舗では実際に注文し、自分たちでも
味わいながら、それぞれの観光資源に対する感

6） 2018年 9月11～13日の 2泊 3日で行った。
7） 無論、我々が調査できた観光資源は那須烏山市の観光資源のごく一部であり、網羅性に課題は残る。
8） これ以外に、 のサービス、 系のサービス、 のサービスを検討した。

想を考えた。
　最終的に、4 つの調査グループで計43件の観
光資源を調査した7）。これを先の観光資源の分類
に基づいて整理すると表 2 のようになった。

4．Webサイトの構築

　ゼミ全体で調査結果を共有できるように、
我々は 社のサービスを活用した。調査時
には紙媒体で記録していた調査記録やメモを
「 スプレッドシート」に書き写し、学生
間での共有と共同編集を可能にした（図 1 ）。現
地で撮影した写真はすべて「 ドライブ」
上にアップロードして管理した。これらのデジ
タルベースの記録を元に、 サイトの構築に
取りかかった。用いたサービスは「 サイ
ト」と呼ばれるものである8）。これは、 スキル
がまだ乏しい学生たちでも簡単に作成でき、修
正も容易である。後述するように サイトの
アクセス解析を行いやすい点も選定理由の 1つ
にある。
　 サイトには、観光資源ごとに 1つの
ページを作成した。それぞれの ページは、
3枚程度の写真と学生目線の感想や説明が配置

写真 1　調査中の様子

左：2018年 9月11日筆者撮影、右：2018年 9月12日筆者撮影。
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されている。また のサービスならではで
あるが、観光資源の住所を「 マップ」で
ピン打ちし、そのマップもコンテンツとして用
意している。なお、 サイトの統一性を持た
せるためにレイアウトやフォントなどは統一す
るように心がけた。

5．Webサイトのコンテンツについて

　これら一連の作業を終え、2018年10月25日に
「那須烏山観光資源調査結果」として サイ

9）「 アナリティクス」を利用した。

トを外部に公開した。この様子は図 2、図 3 の
通りである。

6．アクセス解析について

　外部への公開と同時に サイトへのアクセ
スログを取り、しばらくしてからアクセス解析
を行った9）。アクセス解析によってわかること
は、どんなユーザーが多いか（性別、年齢、興
味関心、地域など）、ユーザーがどこからサイト
を訪れてきているか（検索、広告、外部リンク

表 2　調査した観光資源の分類

分類
（件数） 調査した観光資源（50音順）

自然資源
（ 3件） 国見峠、西山辰街道の大桜、龍門の滝

人文資源Ⅰ
（ 7件） 安楽寺、熊野神社、泉渓寺、太平寺、天性寺、曲田横穴墓群、宮原八幡宮

人文資源Ⅱ
（16件）

大金吊り橋、烏山城温泉、烏山城カントリークラブ、烏山製茶工場、烏山和紙会館、小塙
駅、境橋、志鳥窯、清水川公園、高森くり園、栃木県八溝県民休養公園、那珂川流域悠遊
会、森田城やな、山あげ会館、和紙の里、渡辺ぶどう園

その他
（18件）

石川そば屋、田舎そば屋長山、絵本喫茶ぽたぽん、菓子しまだや、 ふじや、
クローバー　ステーキハウス、島崎酒造、白木屋、そば処宮下、そば屋小夜、ナスカラ市
場、2 7珈琲、パン職人いっぴ、ひのきや、萬さろん、みよしどう、レンタサイクル

注：下線のある観光資源 5件は サイトに掲載していない。

図 1　 スプレッドシートを用いた調査データの管理（一部のみ）
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など）、ユーザーがサイトを訪れた際に最初に
見たページはどこか、ユーザーによく見られて
いるページはどこか、ユーザーがサイトを離脱
したページはどこか、というものである10）。これ
らを解析することで、那須烏山市について調べ
ている人がどこに興味を持っているのか、調べ
ることができる。
　10月25日～12月 6日時点の総 数11）はおよ
そ300回であり、その半数がスマートフォンか
らのアクセスである（図 3 ）。また、ほとんどの
ユーザーは平日にアクセスしており、なかでも
木曜日の午後のアクセスが最も多い。ページ当
たりの滞在時間は30秒と短く、サイトからの直
帰率12）は62％である。
　このような点から、作成した ページはま

10）「 」より引用（ 、2018年12月10日アクセス）。
11） とは、ページビュー（ ）の略称で、 サイトのページが読み込まれることを意味する。
12）直帰率は、 サイトに対するアクセスの内、1ページしか閲覧しなかったユーザーの割合を示す。この数値が高
いと、ユーザーに適切なコンテンツを提供できているとはいえない。

だ日が浅く多くの人に見てもらえていないが、
長い期間をかけ、さまざまな人に閲覧してもら
うことで、少しでも地域活性化に貢献できるの
ではないかと考える。

7．考察とまとめ

　我々は、那須烏山市の衰退を防ぐためには観
光を取り入れることが大切だと考えた。そうす
ることにより、地域に経済効果が生まれ、地域
経済の循環が好転する可能性がある。そのため
にも那須烏山市は多くの観光客を獲得しなけれ
ばならない。それは今ある観光資源が魅力を高
め、知名度（認知度）が向上することが必要で
ある。我々が作成した サイトがこれに少し

図 2　作成した サイトのホームページ 図 3　作成した ページの一例
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でも寄与できれば、那須烏山市の地域活性化に
つながるのではないだろうか。
　自分たちで構築した サイトの特徴は、若
者のアクセスにある（図 4 ）。これは裏返せば他
の世代には別の情報提供のアプローチを取らな
ければならないということである。少しでも多
くの人に那須烏山市の観光資源を認知してもら
いその魅力を理解してもらうためには、 サ
イト以外のさまざまメディア媒体を用いて情報
を発信することが大切である。
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図 4　 サイトへアクセスする
ユーザーの端末と推移

図 5　 サイトへアクセスするユーザーの年齢層13）

13）年齢層は、直接ユーザーからデータを収集しているわけではない。 に紐付けされた広告レポートを元に
社がユーザー像を特定した結果を用いている。
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ふるさと納税と地域経済の振興をめぐって

宋　　　　　宇＊・宋ゼミナール

1．ゼミ活動の位置づけと概要
2 ．ふるさと納税制度とその背景
2 1　ふるさと納税とは
2 2　ふるさと納税制度の創設とその

狙い

3．ふるさと納税の実績と活用例
3 1　ふるさと納税の実績
3 2　ふるさと納税の活用
4 ．ふるさと納税の問題点と規制動向
5 ．まとめと感想

要　旨

　本稿は2018年度、経済学部地域経済学科 2年生の宋ゼミでの学習内容と、地域経済学科の「ゼミ合同
発表会」に向けての活動内容を報告するものである。地域経済の発展は地方税をはじめ、国家財政のフ
レームとも深くかかわっているため、財政や地方財政と切っても切れない関係を有する。特に最近、「ふ
るさと納税」という言葉が注目され知られている。しかし、実は、ふるさと納税は2008年からスタート
したばかりであることから、制度としてはまだ様々な側面から検討すべき点がある。さらに言えば、ふ
るさと納税制度の仕組みや租税控除、地域振興とのつながりについて、まだ一般的に理解されておらず、
十分に検討されていない事実がある。そのなか、学生らはふるさと納税制度の仕組み、背景、狙いを調
べたうえ、制度の問題点を提起し、検討するようになり、地域振興への可能性についても多少考えるよ
うになった。

キーワード：寄附　租税控除　一般財源　地域間の税収格差　返礼品の競争問題　節税手段　地域発展

＊帝京大学経済学部地域経済学科
1） ゼミの構成メンバーは石川大輔、大嶋一輝、生出隆晃、神田開、西村圭史、松本大翼、范玉佳、柳橋拓海（ゼミ
長）である（50音順）。

1．ゼミ活動の位置づけと概要

　当ゼミは 2年生1）向けの必修科目「演習Ⅰ」と
「演習Ⅱ」を指す。3年生から本格的なゼミ活動
がスタートすると考えれば、本ゼミはいわゆる
サブゼミナールとして位置づけられている。と
はいえ、ゼミ活動が必要とする基礎知識、概念
の理解、及び文章作成能力、コミュニケーショ

ン能力、プレゼンテーション能力については、
3年生になってからではなく、2年生、場合に
よって 1年生の後期から意識し、練習する必要
があると考える。特に個人能力の高めや責任
感、協調性を培うためには、演習を通して時間
をかける必要がある。
　上記の位置づけに基づき、宋ゼミは2018年の
4月からスタートした。通年の課題は「国家財
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政下での地方公共団体の財政事情と課題」とし
た。前期（演習Ⅰ）では、輪読を通して簡単に
財政の成り立ちを学び、それを理解したうえ、
財政を通じて日本社会の事情や課題などを整理
した。輪読が終わる頃、ある番組を鑑賞したこ
とがきっかけで、当ゼミ生は特にふるさと納税
について関心を持った。そこで後期（演習Ⅱ）
では、学生が個人作業とグループワークによ
り、ふるさと納税について調べながら学習した。
　本稿は、まずゼミ生らが作成した「ふるさと
納税について」のレポート内容に基づき、その
一部成果を報告するとともに、ふるさと納税制
度及びその仕組みについて紹介する。次に、地
域経済の振興という観点から、ふるさと納税の
活用について図表でまとめ、その問題点につい
て検討する。最後に、ゼミ生らは「ゼミ合同発
表会」での発表内容、及び通年のゼミ活動にお
ける感想を一部紹介し、教員の反省点と合わせ
て提示しておきたいと考える。

2．ふるさと納税制度とその背景

2.1.　ふるさと納税とは
　ふるさと納税とは、自分のふるさとや応援し
たい各都道府県・市区町村の自治体に寄附がで
きる制度である。「ふるさと」という名称が付け
られているが、別に生まれ育ちという意味のふ
るさとでなくても寄附対象となり、ふるさと納
税ができる制度となっている。つまり、対象と
なる地方自治体は寄附者本人が選ぶことがで
き、ふるさと納税額に関しても寄附者自身が決

2） 広辞苑（第 7版）によると、「寄附」または「寄付」という両方の書き方がある。しかし、本来は「寄附」と書き、
そして公用文の場合、特に「寄附」と書く。

3） 地方財源のうち、地方がその財源の使い道を自由に決められるのは一般財源と言い、国家財政からあらかじめそ
の財源の使い道が定められるのは特定財源と呼ぶ。ふるさと納税の場合、地方への直接寄附であるため、地方の
一般財源として扱われている。

4） 所得割額の 1割が限度としている。
5） 所得税控除と個人住民税控除の基本分の控除ができなかった寄附金額を特例分により全額控除とされている。た
だし、所得割額の 1割が限度額としている。

められる。ゼミ生は「ふるさと納税＝寄附2）」と
認識している。
　寄附金は寄附される地方の一般財源3）となり、
地方自治体はその財源の使い道を自由に決める
ことができる。他方、寄附者は図 1 で示してい
るように、寄附した金額のうち、個人負担が
2 000円となり、残りの金額が租税控除の対象と
なる。租税控除は国税の所得税からの控除と、
地方税の住民税からの控除と区別する。順番と
しては、まず所得税の控除が行われ、その後住
民税の基本分で控除し、さらに所得税控除と住
民税基本分の控除ができなかった寄附額を住民
税の特例分として調整する4）仕組みとなってい
る。
　詳細は図 2 の具体例と合わせて確認する。仮
にふるさと納税を 2万円にした場合、まずふる
さと納税を行っている年から所得税控除が適用
される。所得税控除の算定式とは、（寄附金額－
2 000円）×所得税率である。そして、ふるさと
納税を行う翌年度から個人住民税の控除が適用
され、個人住民税控除のうち、基本分は（寄附
金額－2 000円）×10％として算出し、特例分は
（寄附金額－2 000）×（100％－10％【基本分】
－所得税率）として計算する5）。所得税率は所得
税の限界税率であり、年収により 0～40％の間
で変動する。図 2 で見られるように、寄附者は
2万円のふるさと納税を行い、所得税で3 600円
が還付され、個人住民税の基本分として1 800
円、特例分として12 600円が還付されることに
なる。そこで、実際の自己負担が2 000円であ
る。つまり、所得税における還付額は納税者の
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収入によって異なるので、その部分を個人住民
税の特例分で調整し、ある程度の寄附までは
2 000円を超える金額すべて、所得税と個人住民
税を通じて還付される仕組みとなっている（橋
本・鈴木2015）。
　さらに、寄附者にとって、上記の税控除だけ
ではなく、寄附した地方自治体から返礼品が贈
られることがもう 1つの利点である。こうして、
寄附者は地域応援という気持ちで、自分の税金
がふるさと納税制度により控除されると同時
に、基本的に欲しがる品物を返礼品として手に
入れる。他方、地方自治体にとっては、地方の
税収がふるさと納税により増加し、公共サービ
スの充実や地域の経済発展につながる。
　一石二鳥の制度設計にみえるが、後で述べる
ように、実際には、必ずしもふるさと納税の理
念に沿って進んでいると限らないという問題を
抱えている。そこで、次節では、まずふるさと

納税の導入背景と狙いを確認しよう。

2.2.　 ふるさと納税制度の創設とその狙い
　ふるさと納税という構想の発端は、2006年10
月に福井県知事西川一誠氏が提案した「故郷寄
附金控除」である（加藤2010；橋本・鈴木
2015）。そして2007年 5月、当時の総務相、現在
の官房長官である菅義偉が提起した。提起した
内容は下記のように記録として残っている。

　　「地方のふるさとで生まれ、教育を受け、育
ち、進学や就職を機に都会に出て、そこで納
税する。その結果、都会の地方団体は税収を
得るが、彼らを育んだ「ふるさと」の地方団
体には税収はない、そこで、今は都会に住ん
でいても、自分を育ててくれた「ふるさと」
に、自分の意志でいくらかでも納税できる制

図 1　ふるさと納税の仕組み

出所）総務省「ふるさと納税ポータルサイト」から引用。
080430 2 、2018年12月 6日アクセス。

図 2　税控除のイメージ
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度があっても良いのではないか」6）。

　この問題提起を受け、2007年10月に「ふるさ
と納税研究会報告書」がまとめられ、2008年度
の地方税改正により、ふるさと納税制度が導入
された。導入の狙いは前述した「ふるさとへの
恩返し」はもちろんだが、他の意図も織り込ん
でいる。
　地方税収の観点から、地域の間では税収格差
があり、多くの税収は都会に集中する傾向があ
る。過疎地域の場合、地方税収の減少はさらに
深刻である。そうした地域の税収をカバーする
ため、ふるさと納税の導入により、地域間の税
収格差を緩和する可能性があると考えられてい
る。
　次に、東日本大震災、熊本地震などの災害に
おいて、ふるさと納税は被災自治体の支援とし
て役割を果たすことができる。被災地にとっ
て、ふるさと納税額は財源の充当になるととも
に、地場産業などの返礼品の生産、販売にもな
り、地域の復興を加速させる役割を果たしてい
る。実際、熊本地震時の納税額が前年の131倍に
のぼったという7）。要するに、ふるさと納税は地
域住民に税収の使い方や地域のあり方につい
て、考えさせるきっかけともなる。まさに住民
自治、団体自治という自治権行使の証である。
　さらに、本来、返礼品としてまず考えられる
のはその地域の特産物である。寄附者に特産物
を贈るということは、感謝の意を表す一方で、
応援されている地方自治体の地場産業を知って
もらい、継続的にその地域の農産物や商品を
使ってもらうという狙いがある。つまり、ふる
さと納税を通じて地域の振興や経済発展につな

6） 総務省「ふるさと納税研究会報告書」（平成19年10月、 1）。
7）『産経新聞』（2017年 1月29日）。
8） 2014年 4月は日本の消費税率を 5％から 8％に引き上げた。ふるさと納税利用者の増加は消費税の増税が一因と
して連動しているかどうかについて、ゼミ生らの限界により、掘り下げていないが、検討する余地があるように
思われる。

9） 国連により、高齢化率（65歳以上の人口／総人口）は21％超の社会は超高齢化社会と定義されている。

がるという波及効果が期待されている。
　以上の理念と狙いにより、2008年ではふるさ
と納税制度が導入された。今年（2018年）はふ
るさと納税制度が導入されてからちょうど10年
目になっている。では、10年間を経たふるさと
納税制度は実際にどのくらい利用され、また地
方自治体がその財源をもって、どのように活用
しているのかについて、次章で総務省の調査結
果に基づき、図表を用いて簡潔にまとめる。

3．ふるさと納税の実績と活用例

3.1.　ふるさと納税の実績
　図 3 はふるさと納税の受入額と受入件数の全
国計の推移である。2016年の実績は約2 844億円
となり、対前年度比1 7倍増である。そして受入
件数は1 271万件に上り、対前年度比1 8倍の増
加を示している。ふるさと納税制度が導入され
て以来、年々増加傾向があり、右肩上がりを表
していることがわかる。特に2014年8）からその
実績は急速に増加していることが興味深い。

3.2.　ふるさと納税の活用
　表 1 から見られるように、ふるさと納税の活
用について、ふるさと納税の受入団体はそれぞ
れ異なる事業の下で支出している。しかし、活
用事業は主に「子育て支援等福祉施設の充実」
と「教育関係事業の充実」という分野に集中し
ている。これは、超高齢化社会9）に突入してい
る日本の事情、特に地域経済の現状を反映して
いると言える。
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4．ふるさと納税の問題点と規制動向

　学生達はふるさと納税について調べると、ふ
るさと納税には利点ばかりではなく、問題点や
総務省の制度規制などの報道も多いと気づい
た。そこで、学生達はふるさと納税が必ずしも
地域振興につながると言い切れないと提起し、
日本人の寄附文化にも影響すると理解した。
　ふるさと納税の問題点として、次にようにま

とめている。
　第 1、過熱する返礼品の競争問題である。寄
附者は返礼品を狙って地方自治体を選択し、ふ
るさと納税する傾向がある。そのため、地方自
治体の間では、手厚い返礼品の提供に力を入
れ、返礼品による過熱競争の問題が生じてい
る。これは本来、地場産業による返礼品の選択
という理念から乖離し、しばしばメディアも取
り上げている。

図 3　ふるさと納税の実績

出所）総務省「ふるさと納税ポータルサイト」、「平成29年度ふるさと納税に関する現況調査結果」より作成。
080430 2 、2018年12月 6 日アク

セス。

表 1　ふるさと納税の活用事業による効果

活用事業 団体数 具体例
子育て支援等福祉施設の充実 404団体 親子教室、乳幼児の遊び場、親同士の交流の場

教育関係事業の充実 376団体 小中学校のタブレット端末の設備費、電子黒板等の配置、
教育の取り組み

地域産業の復興 216団体 産業支援補助金の創設、販路拡大への支援

地域のイメージ向上 210団体 ベビーボックス（育児グッズの詰め合わせ）を贈る事業、市
外方へのシティプロモーションのツール

移住、交流人口の増加 185団体 新規就農者の増加促進、システム化されるハウス施設設備
の実施

災害の復旧、復興 44団体 被災者に対する訪問や相談事業の活用
出所）武田（2017：74）より作成。
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　そこで、総務省は高額返礼品の規制を動き出
し、2018年 4月、「ふるさと納税に係る返礼品の
送付等について」という通知により、制度の趣
旨に沿ってふるさと納税をしようと提唱し、高
価返礼品を排除すると呼びかけた。さらに、9
月に返礼品の金額が寄附金額の 3割を超えるも
のを返礼品にしてはいけないことや、換金性の
高い金券や家電などを返礼品として扱ってはい
けないと明示された10）。
　地方自治体の側から考えれば、自分のところ
だけ地味な返礼品にすると、寄附が増えていか
ない。加え住民たちは他の地方自治体にふるさ
と納税を行う場合、かえって税収が減りかねな
い。寄附の受入額から減税額を差し引いた支出
でみると、返礼品の地味な自治体は赤字、返礼
品が人気の自治体の周辺自治体も赤字になる傾
向がある（佐藤2017：4 ）。
　第 2、ふるさと納税の手続きには時間がかか
り、面倒なところがある。寄附者は確定申告の
必要があり、多忙な方や高齢者などは複雑でわ
かりにくい制度を利用しにくいという点があ
る。
　第 3、ふるさと納税は高所得者にとって有利
な節税手段という一面がある。そもそもふるさ
と納税ができるのは、金銭的に余裕がある所得
者層に限られている。そして、複数の地方自治
体にふるさと納税が行われる場合、2番目以降
について、寄附者は既に2 000円を負担している
ため、寄附金の全額が税控除の対象となる（佐
藤2017：3 ）。つまり、複数の地方自治体に寄附
することができ、ふるさと納税の寄附者は最終
的に2 000円の自己負担に留まる。
　日本の所得税は累進税率を適用しているた
め、当然高所得者は、高い所得税を支払ってい
る11）。高所得者はふるさと納税を高額に利用す
る場合、それに合わせた税控除が受けられると

10）『毎日新聞』、『朝日新聞』（2018年 9月12日）。
11）正確的には「超過累進税率」と言い、かつ最高税率を設けている。

同時に、返礼品も獲得する。一方、非課税所得
者はふるさと納税をしない以上、その恩恵が受
けられない。そもそも低所得者であればあるほ
ど、ふるさと納税をしようとする余地がないの
で、所得者層の間では、格差が生まれる可能性
が高いと考えられる。
　第 4、日本の寄附文化を損なえる。広辞苑に
よると、寄附とは、公共の団体・事業や社寺な
どに金品を差し出すことである。つまり、自ら
が賛同する行為であり、見返りを求めないこと
や、考えていない資金の提供である。しかし、
ふるさと納税をすれば、返礼品をもらえるとい
うやり方は、日本の薄い寄附意識をさらに損な
われる恐れがある。返礼品がなければ、寄附し
ないという寄附文化になりかねない。言い換え
れば、返礼品のために、寄附するという見返り
ありきの寄附文化になってしまう。実際、1番
目の問題点で記述したように、寄附者は返礼品
を選択してから、寄附する傾向があるという事
実から、見返り目的のふるさと納税になる可能
性が高いと言える。

5．まとめと感想

　最後に、2018年12月20日（木）に開催された
地域経済学科の「ゼミ合同発表会」において、
当ゼミの発表内容を踏まえ、学生達の感想、及
び指導教員としてのコメントと反省点を記録し
ておきたい。
　「ゼミ合同発表会」においては、これまで述べ
てきたふるさと納税の内容のみならず、当ゼミ
生らは前期（演習Ⅰ）で輪読した井手英策氏の
『財政から読みとく日本社会』という著書の内容
もまとめた。「ゼミ合同発表会」で当ゼミの発表
テーマは「ふるさと納税についてと輪読のまと
め」としている。ゼミ生がグループワークによ
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り作成した資料の一部が図 4 の通りである。
　 1年間のゼミ活動を通じて、ゼミ生らの変化
はいくつかがあった。当初、学生は「財政なん
て、興味がない、関係ないけど」から「興味が
なかったけど、やってみたら興味が湧いてきた」
と言うようになった。特に「ゼミ合同発表会」
に向けてのグループワークが有意義だったと言
う。さらに、ふるさと納税の課題について、あ
る学生は前より深く知ることができ、地域経済
の振興に寄与するなら、自分もいつか寄附して

みたいと感慨の言葉を語ってくれた。
　教員として、学生が上記の感想や変化がある
ことは素直にうれしい。しかし一方で、財政が
難しいと感じている学生もいる。実は、社会を
成り立つ 3つのシステム、いわば政治システム、
経済システム、社会システムはそれぞれ財政を
通じてつながっている。さらに言うと、財政は
誰とも関係している分野である。身近な財政と
財政問題をどうやって、わかりやすく学生に伝
え、ふるさと納税の狙いのように「地域のあり

図 4　ゼミ生が作成した発表内容の一部資料
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方を改めて考えるきっかけ」になるような住民
意識を育てることは、今後の教員の課題として
残されている。
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とちぎユースサポーターズネットワークとの協定に基づく
調査研究報告（2018年度）

乗　川　　　聡1）＊・乗川ゼミナール

1．とちぎユースサポーターズネットワークとの相互協力協定の締結について
2．2018年度における調査研究活動の概要
3 ．地域経済学科「合同ゼミ研究発表会」における研究報告
4 ．おわりに

要　旨

　帝京大学地域活性化センターと 法人とちぎユースサポーターズネットワークとの間で締結された
「大学生の地域活性化意欲向上の調査研究に関する相互協力協定」に基づく2018年度の調査研究の概要を
報告する。
　今年度は、高齢者支援と環境保全にそれぞれ取り組む 2つの の活動にゼミ生が参加したうえで、
より多くの大学生がボランティア活動に参加するための方法を大学生自身の視点から議論した結果、長
期的目標としての「大学ボランティアセンターの設置」と、即時に実行可能な方法としての「地域ボラ
ンティア掲示板の制作」を考案し、学内のゼミ合同発表会で報告した。

キーワード：ボランティア　地域活動　 　栃木県　大学生

＊帝京大学経済学部地域経済学科

1．とちぎユースサポーターズネットワーク
との相互協力協定の締結について

　2018年 1月18日、帝京大学地域活性化研究セ
ンターと 法人とちぎユースサポーターズ
ネットワークとの間で、「大学生の地域活性化
意欲向上の調査研究に関する相互協力協定」が
締結され、乗川ゼミが帝京大学側の研究主体と
して参加することとなった。
　とちぎユースサポーターズネットワーク（以

下、「ユース」）は宇都宮市に拠点を置き、社会
事業を行う若者の人材育成事業やソーシャルプ
ロジェクト支援事業などを行う 法人で、
2010年の設立以来、栃木県内の企業や大学、行
政と連携し、数多くの成果を残している。
　この提携の発端は、「ユース」が事務局を務め
る「とちぎ学生未来創造会議」（以下、「未来会
議」）に乗川が運営委員として参加し、主催する
イベントの企画運営に関わってきたことにあ
る。
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　「未来会議」は、栃木県内の学生に、社会の課
題を自ら発見する力、その課題を主体的に解決
できる力を身につけてもらうことを目的に、栃
木県内の大学教職員、社会福祉協議会、 な
どのボランティア活動を促進する団体の関係者
等により2007年に設立された組織である。
　乗川ゼミはこれまで、「未来会議」主催のイベ
ントに参加し、そこから得られた研究成果を
フィードバックすることで協力関係を深めてき
たが、その関係をより強固かつ実体のあるもの
にするため、「未来会議」に対し、帝京大学地域
活性化研究センターとの提携を提案した。しか
し、法人格を持たない「未来会議」は提携先と
して適切ではないと判断し、事務局を務める
「ユース」に提携を依頼、同意を得たうえで、上
記の通り相互協力協定が締結されることとなっ
た。
　今回締結された相互協力協定では、その具体
的な研究・活動内容として、①栃木県内の
団体等が実施している社会活動に大学生の参加
を促進させる方法を追究すること、②栃木県内
の企業が求める人材に関する情報を、県内就職
を希望する大学生のキャリア形成に反映させる
方法を追究すること、③上記調査研究に必要な
各種イベントを企画・実施すること、④上記調
査研究に基づく具体的な提言を発信すること、
などが定められた。
　これらの枠組みにおいて、当ゼミと「ユース」
の間で協議した結果、少子高齢化の進行による
人材不足を懸念する 団体の要請を受け、
「普通の大学生」がボランティアをはじめとする
地域活動を敬遠する理由を同じ大学生の視点か
ら分析し、その具体的な解決策を提案すること
を当面の具体的な課題とすることにした。

2．2018年度における調査研究活動の概要

　上記の課題に取り組むにあたり、乗川ゼミで

は、フィールドワークとして、県内で活動する
法人に学生を派遣したほか、学生が現場で

起こる問題をより深く理解し、そこから得られ
た知見をより効果的に活用できるよう、 関
係者を外部講師として大学に招き、授業を実施
した。
　フィールドワークでは、「未来会議」を通じて
すでに乗川ゼミと交流がある 2つの 法人、
「えんがお」と「トチギ環境未来基地」に協力を
依頼した。
　「えんがお」は大田原市で高齢者に対し、行政
では提供できないサービスを、無料のボラン
ティアではなく有料のソーシャルビジネスとし
て提供している 法人である。当ゼミの学生
は主に、スタッフに帯同し、依頼者の住居で草
むしりや部屋の片づけ、電球交換などの作業に
従事したほか、学生向けの体験イベントにも参
加した。
　「トチギ環境未来基地」は、益子町に拠点を置
き、県内各地で森林・竹林保全活動に取り組む

法人である。当ゼミの学生は、4月に開催
された「里山一日留学」というイベントに参加
し て タ ケ ノ コ 掘 り を 体 験 し た ほ か、
「 プログラム」という長期プ
ログラムに「 1日体験」の形で参加し、社会人
や外国人と共に木や竹の伐採に従事した。
　外部講師による授業は、上記 2 つの の代
表者による授業が実施されたほか、「日本一美し
い村」連合、および「ユース」からも講師を招
いて実施された。

3．地域経済学科「合同ゼミ研究発表会」
における研究報告

　これらのフィールドワークと外部講師授業を
終えた後、当ゼミの学生たちは、そこから得ら
れた知見に基づく研究成果を12月20日に実施さ
れた「ゼミ合同研究発表」で報告した。
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　「大学生が地域ボランティアに参加し続ける
ための提案」と題されたこの報告において、学
生たちは、上記フィールドワークの概要を紹介
した後、大学生がボランティア活動に継続的に
参加できない理由として、①「お金の問題」、す
なわちボランティアに掛かる自己負担の大きさ
と、②「情報の問題」、すなわち主催者である

法人と参加者である学生の間のコミュニ
ケーション不足から生じる不信感の存在、そし
て③「意識の問題」、すなわち学生が「ボラン
ティア意識」を身につける機会が欠如している
状況を指摘したうえで、これらの問題の具体的
な解決策として、帝京大学宇都宮キャンパスに
ボランティアセンターを設立することを提案し
た。
　彼らが提案するボランティアセンターは、①
ボランティアに参加する学生に対し交通費の補
助や大学ロゴ入りの用具を貸し出し、②ボラン
ティア団体に関する情報を収集・評価したうえ
で学生に信頼ある情報を提供し、③ボランティ
ア普及のための啓発・教育活動に学生を主体的
に関与させることで、学生の「ボランティア意
識」の醸成を目指すことが主な業務であるとさ
れた。
　このような提案に加え、学生たちはさらに、
今すぐ自分たちだけでできる具体的方法として
「ボランティア掲示板」の設置を提案し、制作し
たサンプルを壇上で提示した。この掲示板は、
これから実施されるイベント等に関するチラシ
だけではなく、過去に実施されたイベントのチ
ラシについても、学生による評価をいわゆる
「ポップ広告」のような方法で添付したうえで一
定期間掲示することで、学生にリアルな情報を
提供しようと考えた点に独自性がある。

4．おわりに

　以上が2018年度における調査研究の概要であ

る。担当教員としては、学生たちが「ボランティ
アセンター」という、オーソドックスではある
が「机上の空論」に終わりかねない提案で満足
せず、「ボランティア掲示板」という実現可能な
方法を提案できたことを評価したい。
　乗川ゼミととちぎユースサポーターズネット
ワークは、来年度以降もこの相互協力協定に基
づく調査研究を継続し、その成果を公表するこ
とで合意している。来年度当ゼミに参加する学
生たちがこれまでの研究成果を引き継ぎ、発展
させてくれることを期待している。
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図 1　乗川ゼミ生作成による「ゼミ合同発表会」（2018年12月20日）の報告用レジュメ（抜粋）

110 帝京大学地域活性化研究センター年報　第 3巻（2019）



図 2　乗川ゼミ生作成による「地域ボランティア掲示板」のサンプル
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那珂川町における地域活動の調査

林　田　朋　幸＊・林田ゼミナール

1．研究課題
2 ．調査対象地の概要
3 ．調査内容
4 ．ゼミにおける地域還元活動
5 ．まとめ

要　旨

　本報告は、経済学部地域経済学科 2年生の林田ゼミにおける、栃木県那珂川町の地域活動に関する現
地調査の成果について述べる。那珂川町は地域経済学科と「地域振興の調査研究に関する相互協定」を
2011年に締結しており、これまでに地域振興に関する活動を連携して行ってきた。 7月と 9月の現地調
査を通して、学生は豊富な地域資源を擁する那珂川町の魅力と地域還元の難しさを実感した。当ゼミで
実践が可能な地域還元活動として、人手（労働力）として那珂川町の地域活動に参加することと、那珂
川町の 活動を行うことが挙がった。人手としての那珂川町の地域活動への参加として、小砂 協
議会主催の棚田オーナーの活動や那珂川町主催のなかがわ元気フェスタにおいて、それぞれ運営補助と
して携わった。那珂川町の 活動として、那珂川町の地域資源・場所を紹介したガイドブックを製作し
た。

キーワード：農山漁村　那珂川町　地域活動　地域還元活動　現地調査

1．研究課題

　当ゼミでは、「農山漁村から物事の考え方を学
ぶ」をテーマに、ゼミ活動を行った。学生は農
山漁村の生活について関心を持つ一方で、実際
に農山漁村で現地調査を行った経験はなかっ
た。そこで、農林漁業や農山漁村での生活につ
いて輪読や外部講師による講義等を通して学
び、その後に栃木県那須郡那珂川町を調査対象
地として現地調査を行うことで、農山漁村の現

状や地域課題の把握と当ゼミで可能な地域還元
活動の実践を目指した。

2．調査対象地の概要

　那珂川町は栃木県北東部に位置し、町名の由
来にもなった那珂川が流れる。2005年10月、小
川町と馬頭町の合併により発足した。総面積
192 78 2で、北部は大田原市、南部は那須烏山
市、西部はさくら市、東部は茨城県大子町・常

＊帝京大学経済学部地域経済学科

帝京大学地域活性化研究センター年報　第 3巻（2019）112 115



陸大宮市と隣接している。人口16 392人、世帯
数6 068である1）。人口に占める65歳以上の割合
（高齢化率）は37 8％と県 3番目の高さであり、
栃木県平均の27 9％を大きく超えている2）。特産
品として、八溝そば・温泉トラフグ・鮎・ホン
モロコ・イノシシ肉等が挙げられる。
　那珂川町と帝京大学地域経済学科は、2013年
11月に「地域振興の調査研究に関する相互協
定」を締結し、地域振興の活動を連携して行っ
てきた。例えば、2014年度から2017年度にかけ
て那珂川町の地域振興に関する活動を撮影し、
動画サイトに投稿する活動を行った（金子
2018）。当ゼミにおける那珂川町の地域活動に
関する現地調査は、相互協定に関わる活動であ
る。

3．調査内容

　当ゼミでは、7月 8日に那珂川町の施設（那
須南エコファーム、なす風土記の丘資料館、道
の駅ばとう、馬頭広重美術館、県北木材共同組
合、藤田製陶所）を見学した。各施設では、関
係者から施設や事業内容の説明を受けた。小砂
地区の藤田製陶所を見学時に、藤田製陶所に隣
接する馬頭西小学校が2017年度をもって閉校し
たこと、小砂地区の有志で設立された旧馬頭西
小学校保存会（以下、保存会）により旧校舎の
管理が行われているという説明を受けた。保存
会の会員でもある藤田製陶所経営者から「保存
会では旧校舎を地区外住民にも貸し出してい
る」という話を聞き、9月の調査では旧馬頭西
小学校を拠点として小砂地区の地域活動に関す
る聞き取り調査を行うこととした。
　小砂地区は人口652人、世帯数237で3）、面積は
15 7 2である。2013年に「日本一美しい村」連

1） 2019年 3月 1日現在。那珂川町住民基本台帳による。
2） 2018年10月 1日現在。栃木県年齢別人口調査結果による。
3） 2019年 3月 1日現在。那珂川町住民基本台帳による。

合に栃木県で初めて加盟している。「日本一美し
い村」連合とはフランスが発祥の団体で、2019
年 3月現在で全国63の町村が加盟している。加
盟条件は、人口 1万人以下であること・地域資
源が 2つ以上あること・連合が評価する資源を
活かす活動があること、である。那珂川町全体
では人口 1万人以上となるため、小砂地区での
加盟となった。小砂地区の代表的な地域資源と
して、小砂焼・菊炭と小砂里山の芸術の森が挙
げられる。「日本一美しい村」連合に関する活動
は、小砂地区住民で構成される小砂 協議
会が中心となり実施している。
　 9 月 11・12日の調査では、1 日目に小砂

協議会の活動内容について役員 3名（会
長・事務局長・前会長）から聞き取りを行っ
た。小砂地区の地域課題として、少子高齢化・
旧校舎の管理・空家の増加が挙げられた。
　また、保存会会長から旧校舎管理の現状につ
いて聞き取りを行った。その後に旧校舎の利用
案について議論を行った。学生からは宿泊施
設・共同墓地・事務所等の利用案が出た。 2日
目に小砂里山の芸術の森を散策し、関係者から
聞き取りを行った。

4．ゼミにおける地域還元活動

　 9月の現地調査後のゼミでは、「那珂川町の自
然豊かな景観は都市住民にとって非常に魅力的
である」という意見が出た。同時に、小砂地区
の地域活動の中心的な担い手が60代以上である
ことから「 5年後・10年後には高齢化の影響で
地域活動の後継者がいなくなるのではないか」
という意見が出た。
　また、「当ゼミで学んだことを那珂川町に還元
することは可能か」という議論になった。 9月
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の調査時に出た旧馬頭西小学校舎の利用案につ
いて他自治体の旧校舎利用事例を基に検討した
ところ、費用が多くかかることが分かり、「現実
的には 9月の調査時に出た利用案の実現は難し
い」との意見が出た。学生からは、「我々が地域
に対して還元することは非常に難しいのではな
いか」との意見も出た。そのような中で、当ゼ
ミで可能な地域還元活動として、人手（労働力）
として那珂川町の地域活動に参加することと、
那珂川町の 活動を行うことが挙がった。
　人手としての那珂川町の地域活動への参加と
して、9月23日に小砂地区棚田オーナーの稲刈
（小砂 協議会主催）、11月11日になかがわ
元気フェスタ（那珂川町主催）に、それぞれ運
営補助として参加した4）。棚田での稲刈には、東
京・神奈川等在住のオーナー約20名が参加し、
稲刈と刈取った稲の束を掛けて天日干し（はさ
掛け）の作業を行った5）。参加した学生からは

4） 前期のゼミにおいても、8月11日に鮎とマスのつかみ取りイベント（那珂川の鮎を活用した内水面活性化及び地域
活性化協議会主催）に運営スタッフとして参加している。

5） 本活動は、参加した学生にとって学習という意味合いも大きく運営側としての参加とは必ずしも言い切れないが、
本報告では「人手としての地域活動への参加」に分類した。

6） その他の 活動として、帝京大学学園祭において、地域経済学科学生が前年度までに制作した那珂川町紹介動画
を活用し、来場者に対して那珂川町の魅力について発信した。

7） ガイドブックの製作については、東北文教大学短期大学部の取組事例を参考にした（土居 2016）。また、東京都の
製本業者 代表の孝本真由子氏から指導を受け、製作を行った。

「日差しが強く、また稲の束が見た目よりも重
く重労働であった。しかし、棚田のオーナーさ
んたちと行う農作業は楽しく、とても充実した
ものであった。今回の活動を通して、農業は自
然環境に非常に影響される難しい職業だが、大
変やりがいのある職業であると感じた」という
声があった。
　なかがわ元気フェスタでは、会場設営やス
テージ出演者の誘導を行った。参加学生から
は、「予想以上に多くの来場者がいて驚いた。地
域のイベントの運営に携わるのは初めてで、貴
重な経験となった」という声があった。
　那珂川町の 活動として、那珂川町への訪
問者向けにガイドブックの製作を行った6）。実習
時撮影した那珂川町の施設や風景の写真を使用
して、那珂川町や小砂地区の地域資源・場所を
紹介している7）。完成したガイドブックは、那珂
川町内の 5か所の施設（那珂川町役場・那珂川

写真 1　 9月調査時の様子

左：小砂里山の芸術の森、右：旧馬頭西小学校舎
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観光案内所・宿泊施設 2 ヵ所・製陶所）への設
置を予定している。

5．まとめ

　当ゼミでは、現地で地域活動の調査を行うこ
とで農山村である那珂川町の実態や地域還元の
難しさを学んだ。そのうえで、実践が可能な地
域還元活動について議論し、那珂川町における
地域活動への運営補助としての参加と、那珂川
町の 活動としてガイドブックの製作を実践
した。今年度の研究成果が来年度以降のゼミ活

動に継承・発展されることを期待する。

文　献
金子弘道（2018）「那珂川町、まちづくりの課

題」、『帝京大学地域活性化研究センター年
報』第 2巻、 12 15。

土居洋平（2016）「地域調査実習・地域活動の現
代的課題としての地域貢献・実学教育との
接合：―東北文教大学短期大学部（旧山形
短期大学）総合文科学科での取組みを事例
に―」、『村落社会研究ジャーナル』第22巻
第 1号、 34 44。

写真 　棚田オーナーの稲刈の様子 写真 　なかがわ元気フェスタの様子（ステージ出
演者の誘導）

写真 4　手作りガイドブック

左：表紙、右：内容
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❖❖ 地域活性化研究センター記事 ❖❖

　帝京大学地域活性化研究センターは本学経済
学部地域経済学科及び大学院経済学研究科地域
経済政策学専攻の教育研究活動と密接に連関し
ている。そこで、上記の学科・専攻に関する事
項を記事として掲載する。なお、地域経済政策
研究会は2017年度まで地域経済研究会という名
称で開催されてきた。

2018年度地域経済政策研究会
第 1回　2018年 7月19日（木）16時40分～18時
開催場所：地域経済学科棟 2階会議室
報告者と報告タイトル：山本健兒「他大学の地
域経済に関わる名称を冠する学部ないし学科
のカリキュラム等と帝京大学経済学部地域経
済学科」

第 2回　2018年12月 2日（木）16時40分～18時
開催場所：地域経済学科棟201セミナー室
報告者と報告タイトル：林田朋幸「地域経済学
科における現地実習の考察―2018年度那珂川
町での実習を事例として―」

第 3回　2019年 2月27日（水）15時～17時
開催場所：地域経済学科棟201セミナー室
報告者と報告タイトル：
　山川充夫「原発被災地の生業（商工業）再生

支援―官民合同チームの意味―」
　金子弘道「栃木県農業の構造変化と生産性の

向上」
　藤平寿昌「地域メディア情報接触度と地域ブ

ランドランキングとの関連性について」
　山室建徳「「文献史学」という方法」
大学院経済学研究科地域経済政策学専攻修士論
文
2017年度
　小林紀夫「地方経済の産業振興と雇用創出を

支えるまちづくり─宇都宮市型創造都市の

実現に向けて─」、指導教員：山川充夫、主
査：加瀬和俊、副査：金子弘道・山川充夫

2018年度
　王晶「北京の「80後（バーリンホウ）」におけ

る海外旅行動向と価値観」、指導教員：五
艘みどり准教授、主査：加瀬和俊教授、副
査：宋宇講師・五艘みどり准教授

経済学部地域経済学科2018年度卒業論文
　阿部智一「帝国アメリカの踏み跡～アメリカ

の辿った幾多の戦争と虐殺を通して～」、
指導教員：山室建徳教授

　石田翔「公会計でみる自治体マネジメントの
現状と課題―地理情報システムの導入は可
能か―」、指導教員：丹羽孝仁講師

　稲塚健太「プロスポーツによる経済効果」、指
導教員：山室建徳教授

　遠藤真帆「イタリア・南チロルにおけるワイ
ン産業とツーリズム」、指導教員：五艘み
どり准教授

　大沼祐一「帝京大学宇都宮キャンパスにおけ
る学生消防隊設置について」、指導教員：
内貴滋教授

　菊地涼太「商店街・中心市街地の衰退」、指導
教員：山室建徳教授

　栗田優「地域ブランドと茂木町の地域資源」、
指導教員：内貴滋教授

　小嶋翔太「高齢化社会における若者のあり
方」、指導教員：内貴滋教授

　サプコダ・ビノダ「ネパール・ポカラにおけ
る環境汚染－観光資源フェワ湖をめぐる地
域住民の関係性」、指導教員：五艘みどり
准教授

　柴田滉平「経済格差」、指導教員：山室建徳教
授

　渋江泉希「シャープの経営再建　どのように
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して鴻海と連携したのか」、指導教員：山
室建徳教授

　関谷奏和「日本の過疎地域を再復興するに
は」、指導教員：内貴滋教授

　田中尚輝「「復興ツーリズム」という言葉につ
いて」、指導教員：山室建徳教授

　中澤諒「インスタグラムは新たな観光情報発
信ツールとして利用可能か 栃木市を観光
産業の視点から考える」、指導教員：五艘
みどり准教授

　中村光花「映像の舞台・モデルを使った観光
マーケティング」、指導教員：山室建徳教
授

　本橋友輔「駅ナカ小売業と地域のかかわり」、
指導教員：加瀬和俊教授

　山本将利「地方で活躍するプロスポーツチー
ム」、指導教員：加瀬和俊教授

　渡邉果林「ふるさと（栃木県鹿沼市）におけ
る空き家の活用と地方創生」、指導教員：
内貴滋教授
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❖❖ 帝京大学地域活性化研究センター年報の編集・投稿に関する規程 ❖❖

（目　的）
第 1条　この規程の目的は、帝京大学地域活性

化研究センター設置規程第 2条及び第 3条
に則って、『帝京大学地域活性化研究セン
ター年報』（以下、年報と略記する）の編集
と投稿に関する基本的事項を定めることに
ある。

（編集委員会）
第 2条　編集委員会は、帝京大学地域活性化研

究センターコアメンバーである教員によっ
て構成する。編集委員長はセンター長が務
める。センター長は、必要に応じて、帝京
大学経済学部専任教員の中から編集委員を
追加することができるものとする。

（著作権）
第 3条　すべての著作権は帝京大学地域活性化

研究センターに属する。
（原稿の種類・長さ・執筆要領）
第 4条　原稿の種類は①地域活性化に関わる原

著研究論文、②地域活性化に関わる実践報
告・紹介等、③書評、④地域活性化研究セ
ンター記事・その他、とする。原稿種類に
応じた長さと執筆要領については、別に定
める。

（投稿権者）
第 5条　年報に掲載する論文・報告・紹介等、
書評の投稿権者は、帝京大学の専任教員及
び地域活性化研究センター研究員とする。
連名での論文・報告・記事の場合、少なく
とも一人は帝京大学専任教員あるいは研究
センター研究員でなければならない。編集

委員会は、研究センター設置規程第 2条と
第 3条に則って、教員以外の帝京大学職員
や学外者に論文・報告等の寄稿を依頼する
ことができる。

（投稿の手続きと採否の決定）
第 6条　投稿は、投稿申し込み書式に必要事項

を記入し、これと原稿とを電子データで編
集委員会事務局に、別に定める期日までに

添付ファイル等により行うこととす
る。原稿に添付する図が電子化できない場
合、原稿本文のコピー・送付状とともに、
郵便等の手段で地域活性化研究センター事
務局に送付することとする。

　　 2　投稿された原稿に不備や改善すべき点
がある場合、編集委員会は投稿者に対
して修正を要請することができる。

　　 3　原稿の掲載受理は編集委員会が決定す
る。

　　 4　掲載受理が決定された原稿は著者に返
却しない。ただし、オリジナルな図や
写真の返却を投稿申し込みの際に求め
た場合にはその限りでない。

（校　正）
第 7条　著者校正は再校までとする。念校は編
集委員会が行なう。

（改　廃）
第 8条　この規程の改廃は研究センターコア会

議の議を経て行なう。

付則　この規程は平成30年 7月 1日から発効す
る。
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❖❖ 執筆要領 ❖❖

1 ．原稿の電子データ
　　 のデフォルト、即ち 4用紙横書き
で、1行あたり全角40字×36行（ 1ページ）で
原稿を作成すること。
2．文章表現・綴り等
　　原則として常用漢字・新字体・新仮名づか
いを用いること。ただし、固有名詞や引用等
の原典に則る場合にはこの限りでない。
3．原稿のまとめ方
　　標題、著者名、所属名、要旨、キーワード、
本文、注、文献を 1つのファイルにまとめる
こと。図、表、写真は上のファイルの中に組
み込んでもよいし、それぞれ別ファイルとし
てもよい。図、表、写真を本文とは別ファイ
ルにする場合、図や表の番号を付して本文中
の装入場所に図 1、表 1 などの文字を記し、
その前後を各 1行あけること。
　　書評と「その他記事」については要旨と
キーワードを付さない。

　　研究論文の場合、英語での標題、著者名、
所属名、キーワード、英文要旨を 1つのファ
イルで作成すること。

　　上記の原稿とは別に、投稿申し込み票の書
式に必要事項を記入して送付すること。
4．文字の字体と大きさ
　　和文については全角明朝体とし、アルファ
ベットについては半角 とす
る。数字は 2桁以上の場合に半角とするが、
1桁の場合には全角とする。

　論文標題　　　　　　　14ポイント
　著者名　　　　　　　　12ポイント
　要旨　　　　　　　　　10ポイント
　キーワード　　　　　　10 5ポイント
　本文・注・文献　　　　10 5ポイント
　英文要旨の文字の大きさも上に準ずる。

5．原稿の長さ
　①原著研究論文：24 000字以内を目安とす

る。
　②地域活性化に関わる実践報告・紹介等：
12 000字以内を目安とする。

　③書評：4000字以内を目安とする。
　④研究センター記事・その他：2000字以内を

目安とする。
　和文要旨は400字以内を目安とする。
　キーワードの語数は 4以上、8以下を標準と
する。
6．章節項の構成
　　章は1、2、3 などを用い、節は1 1 、1 2 、
1 3 などを、項は1 1 1、2 3 1などの形式とす
る。
7．注
　　注番号には 1）、2）などの片括弧を付する。
本文中では上肩付きとする。
8．文献
　　文献リストに掲載するものは、必ず本文ま
たは注記、または図・表などの出典に明示し
たものに限定すること。本文や注記などで文
献に言及する場合には、著者の姓に西暦での
刊行年を付し、必要に応じて参照ページも明
記すること。例えば、佐藤（2015）、田中
（2017：51）、（鈴木 2008：21）の形式とする。
　　文献リストでの文献の書き方は、下記の例
に倣うこと。また和文文献を先に掲載し、著
者姓名のアイウエオ順で並べること。欧文文
献はそのあとに著者姓名の 順に並べるこ
と。同一著者の同一刊行年の文献について
は、刊行年の後に 等を付して区別するこ
と。
日本語文献の例
　岩佐卓也（2012）「2004年プフォルツハイム協
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定と メタル」、『神戸大学大学院人間発
達環境学研究科研究紀要』第 6巻第 1号、
63 83

　岩本晃一（2016）「ドイツ経済を支える強い中
小 企 業『 ミ ッ テ ル シ ュ タ ン ド
（ ）』」、独立行政法人経済産業研
究所ホームページから入手可能。

013 　2017年11月 3日アクセス。
　田中素香（2016）『ユーロ危機とギリシャ反

乱』岩波書店。
　ドーア， （2001）『日本型資本主義と市場主

義の衝突―日・独対アングロサクソン―』
（藤井眞人訳）東洋経済新報社。

　中川秀一（2018）「農村の内発的発展の位相」、
小田切徳美・橋口卓也（編）『内発的農村発
展論―理論と実践―』農林統計出版、
23 41。

欧語文献の例
　 2016

The Seven Secrets of Germany. Economic 

Resilience in an Era of Global Turbulence. 

　
2014

’ Journal 

of Economic Perspectives 28 1
167 188

　 1988

Technical Cahnge and Economic Theory. 

312 329
　 2010

21

　　2017年10月19日アクセス。
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❖❖ 編集後記 ❖❖

　『地域活性化研究センター年報』の体裁を、本巻から刷新することにした。学術研究を目的とするとい
う研究センターの意義を、より強調するためである。もちろん学術研究はいわゆる「象牙の塔」にこも
るものであってはならない。社会とのつながりを持つ研究であるのは当然のことであり、その意味で実
践性を持つべきである。つまり、さまざまな地域が抱える問題の解決に資する研究を推進することが当
研究センターには期待されるし、その成果の『年報』への掲載があるべき姿である。他方で、当研究セ
ンターは大学付置組織であり、地域活性化に関心を抱く本学の研究者全員に開かれたものでなければな
らない。幸い、研究センターと深い関わりを持つ経済学部地域経済学科教員や客員研究員、センター研
究員からはもちろん、それ以外の他部局の教員の方々から積極的にご投稿いただき、本巻を充実あるも
のにすることができた。恒例の地域経済学科主催シンポジウムには、栃木県経済の活性化のために尽力
されている実務分野の方々の講演も記録することができた。本巻を手にされる方々には各論考を味読し、
研究と実践の参考にしていただければ、と思う。

（編集委員長　山本健兒）

編集委員　山本健兒（委員長）　加瀬和俊　徳増秀博　丹羽孝仁　林田朋幸
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